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ピー ス の 薬 品処理

ピンククロロン，パールチン，パーラップの効果

町 井 昭

(国立真珠研究所)

挿核手術時にピースの挿入位置を確かめやすくするために適当な色素でピー

スを染めることが広く行なわれているO 現在多く使われているピース染色剤は

マーキユロクローム、エオジンY、食紅等で、アゾミシ、メチレンブソレ一、葉

緑素等も一部の人たちによって使われている。また品質のよい莫珠を生産する

ために、プラトニシ、ネオキジン等の感、光色素8)、 パーノレチン(ヨークレる/チ

ン)等が使用され、また作業後における貝の賂死を防ぎ、きず珠を少くするた

めに抗生物質パーラップ(オーレオマイ νシ、クローノレテトラサイクリン)が

使われている。いずれにしても、ピースを薬品で処理する場合は挿核作業を容

易にし、 (2)しら珠、きず珠等のできるのを防ぎ、歩留りをよくする。 (3)商品莫

珠の価値をたかめる等の点が期待される。

著者はピースの薬品処理について数年間試験を続け、その成果の一部をすで

に本誌3.4)に発表した。 その後なお引き統いて試験を行ない、 これまでの結果

の誤りでないことを確かめた。今回は新しいピース染色剤ピンククロロン(縁

色の葉緑素の誘導体で赤色)について検討し、従米使用されていたパールチン

およびパーラップとの併用についてもふれた。

ピース染色剤としてのエオジンYについては宮内5.6)によって紹介された。

すなわち、実験群1"1海水に 0.5%の割合に溶かしたエオジンY溶液を塗ったピ

ースを使って作業した貝から得られた真珠、対照はマーキユロクロームを海水

でうすめて0.04%とした液を塗ったものから得られた哀珠で、この両者比較し

たところ、エオジンYを使ったものは真珠の品質にJElい影響はみられないし、

ピースの染まり具合も良好であり、エオジンはマーキュロクロームより良いピ

ース染色剤であるとしている。この色素について著者も試験を行ないその成績ー

を先報4)に発表した。このうち必要事項を抜き出して示すと表 1のようにな

る。表 1によってわかるように宮内5.6)の結果とやや異なって良い成績をあげ

ることができなかったが、染色の目的は充分達することができた。すなわち浜
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揚珠のうち良質のものはマーキユロクローム群では匁当り 2，500円のものが6個

(4.39)、エオジシYの方は3，000円のものが 2個(1.4nでている。

表 l エオジンYとマ{キユログロ{ムの比較

作業数 浜携貝 浜揚珠 商品 J

対 照 200 146 104 73 
マーキュログロ{ム 200 144 61 
ニ乙 オ シ ン 2∞ 144 100 67 

1964年 4月27日挿核作業， 1965年 1月21日浜揚，核:7棚ふくろl{聞入れ

中程度と品定めされる匁当り1， 200円のものはマーキュロクローム群で33個、

エオジシY群では34個でほとんど閉じであった。総括したところではエオジン

Y、マーキユロクローム群とも無処理の対照群にやや及ばなかったが染色の目

的は充分達することができた。

葉緑素ピンククロロン

ピースの染色にピンククロロンを使用することについて試験した結果は先

幸長めですでに発表した。今回はその後引き続いて試験を行なった結果を加味し

てこれに少し検討を加えてみた。周知のとおり葉緑素は植物に含まれている緑

色の色素で、強力な賦活、脱臭、静菌等の諸作用をもっているために、食品添

加物、医薬、化粧品として広く大量に使われている。食品に添加すると、食品

に香り高い風味を添え、色がよくなる等の利点がある。ナユーイシガム、野

菜・果実缶詰、みつ豆寒天の蒼色、味噌など醸造品に使われている。しかも生

体には無害で安心して使える色素である。また 1)傷口の治療促進、 2)消炎、

3)静菌、 4)脱臭等の強力な作用をもっているため医薬としても使われる。

細菌に対しては、福田1)によるとピシククロロシは細菌に対する殺菌作用を

もっており、大腸菌、黄色プドク球菌に対しては0.5uzgjcc(0.05%)で効力を

現わし、 1mg-jcc(0.1%) でははっきりした発育阻止作用を示す。潜血レシナ

球菌では0.5mg-jccで充分有効である。ピシククロロシは細菌に対して0.5m/cc

の濃度で有効であり、 lmg-jccでは充分効力を発揮し得る。また緑色の銅クロロ

フイリシソーダとピシククロロシの比較では、後者は前者の 8倍の細菌発育阻

止力をもっという。

毒性については原ら2)によれば、マワスに対する経口投与では 50%致死量は
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3， 2fiowtj kgで、 l，500mg/kgでは艶死するものはない。ガマのむ臓に対しては大

量 (0.01-0. 02%)では房室分離を起すが、少量および中量 (0.0001-0.001

%)ではほとんど、影響が現われない。したがって生体に対する毒性はきわめて

低いか皆無であるとされている。

緑色のマグネ乙/ウムクロロフィリンソータeは海水では沈澱を起してやや溶け

にくいが、ピシククロロンはよく落解し、 0.5%液でピースを充分赤く染める

ことができる。この色素は前記のようにすぐれた諸作用をもち、しかも毒性は

非常に低いうえに海水にとかした溶液でピースを容易に染めることができるの

で、著者はこれをピース処理液に用いれば、染色、賦活、静菌を兼ねたしかも

薬害のないピース染色剤として使えるのではないかと考え試験を行なった。

表 2 浜揚珠中に占めるくず珠の割合 (%) 

2回目 13回目 14間関

対 照 8. 1 1 15.9 1 29.8 1 30. 3 

ノと { ノレ チ ン 12.8 I 19. 2 I 25. 7 I 24. 1 

ピンクグロロン 13 I 15. 1 I 31. 0 I 29. 1 
Mg司クロ口フィリンNa
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注 l回目試験 1963年 6月25日-12月25日 核 5.1押lJI!ふくろ 1個入

2回目試験 1963年7月16日-'64年1月13日 核 7.1mm ふくろ 1個入

3回目試験 1964年4月27日-'65年1月21日 核 7mm ふくろ l個入

4回目試験 1964年6月27日-'65年1月21日核 6.8伽ふくろ l個入

これまでの試験によって得られた成績の中から必要事項を抜き書きして示し

たのが表2で、ピンククロロン、マグネνゥムクロロブィリンソーダ使用群の

きず珠・くず珠の生成率を示してある。これらの試験によればピース処理群の

くず珠生成率は対照より低いとはいえない。しかしその後引き続いて実施した

試験によって、ピースを染色したためにくず珠が多くでるという心配はないこ

とがわかた。

パールチンとピンククロロンの併用

著者3)はパーノレチンを使った結果品質のよい真珠をつくることができたとい
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うことを発表しすでに相当数の人によって使用された。この場合問題になった

ことは、しら珠、くず珠が多くできるのではないかという点であった。

しかしそれ以後数年聞に数万個に使用して観察した結果によって、くず珠の

生成はパーノレチンを使用しでもしなくても相当のfhをもって現われるもので、

ノtーノレチシを使用したためにくず珠がとくに多くなることはないということが

わかってきた。パーノレチンだけでピースを処狸する場合、ピースの景色ができ

ないのでピースを核に密渚させにくいのではないかという懸念が一部の人たち

にもたれているが、前記のようにすぐれた性質をもったピンククロロンを併用

すれば、パーノレチンに不足しているといわれる点を補い一層すぐれたピース処

理剤として使えるのではないかと思われる。

パーノレナシとピンククロロシを併用することについてはピンククロロンの養

殖試験と同時期に 9回にわたり試験を行ないそのうち 4回分を前報4)にて公表

した。前報の成結中必要事項をまとめて示すと表2のとおりとなる。またこれ

らの試験において得られた浜揚真珠のうち上質のものの匁当りの単価と目方を

示すと表3のとおりとなる。

表 3 ピ戸ス処理方法とそれから得られた上質真珠

の評価ならびに目方

舗のs7}価 1回目 2回目 3回目 4回目

対
照|単 1，000 1，400 2， 800 I 2， 000 

日 方 5.36 19. 16 3.51 2.3 

ン l単 価 850 1，500 2，100 ノ、 ー /レ チ
目方 5.36 19.50 2.9 

単価 2，500 1. 200: 1. 600! 3， 800 
ピンククロロン|

2.511 15お 5.] 目方 2.2 

単価 3，000 2，200 
Mg-クロロフイザンNaI 

目方 1.6 2.9 

単価
併用

ピンククロロン 目方

単 価
ピンクグロロン併用

日方ノと{ラップ。

試験の区分は表2と同じ 単価問， 悶方 9 
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表3によるとピースをパーノレチン、ピンククロロシあるいはこれらの混剤で

処理した場合、良質のものの単価は無処理(対照)のそれより高くなっている

のがわかる。

パールチン、ピンククロロンと抗生物質パーラップの併用

ノミーノレチシ・ピンククロロン混液でピース処理をすると同時に、貝、ピース、

核、器具等を抗生物質パーラップ(クローノレテトラサイクリン)で処理する方

法については前記のパールチン、ピンククロロンとともに試験を行ない良好な

成績を収めた。結果は表2、3に示すとおりで、 3者併用群はほとんどの場合対

照よりよい成績が得られた。パーラップの効果については宮内5.6)谷口ら7)によ

ってすでに発表された。宮内によると、パーラップ使用により品賀のよい真珠

が多くなり、品質の悪いものが少くなる。そして悪い環境のもとでは手術貝の

楽死を防ぐことができるとしている。著者の行なった試験では上質の浜揚珠の

価格が上がったという点でパーラップ処理の効果が認められたが、くず珠およ

び手術貝姥死の防止についてはなお充分の成果が得られなかった。

ま と め

1) ピシククロロンはピース染色剤としてすぐれたものである。しかしきず珠

くず珠をとくに少くすることについては充分の成果が得られなかった。し

かし薬害によってくず珠が多くできる懸念はないことがわかった。

2) パーノレナシとピンククロロンを併用すれば双方の効果をさらに高め得るも

のと思われる。

3) パーラップ、 ピンククロロン、パーノレチンの 3者を併用することができ

るヲ

ピンククロロンの使い方

① ピンククロロン 0.5 iJ ) 
Iこのこつをまぜ、る

海 水 100cc'

② 上液をピース板上で切ったピースに毛筆で塗る。 ピースはすぐ使用でき

る。

@ 液は調製後なるべく早く使用する。前日の残ったものを使うなど古くなっ

たものは使わない。

④ ピンククロロンは吸湿性がやや強いから使用後は密栓し、直射日光を避け

て保存するo i/リカグノレ等乾燥剤の入った茶色デνケーターに入れておく

とよい。
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パールチンの使い方

① 海水で 10倍容としょく振りまぜて、まな板上で切ったピースに毛筆で塗

る。

② パーノレチンは密栓して冷所に保存すればながく新鮮さを保つことができ

る。

パーラップの使い方

①オーレオマイ vン50ppmi夜をつくる。

ノミーラップ 59 (1びん)) 
Iよくかきまぜる。うす黄色い液ができる。

海水 10e } 

日数を置いたものは使わない。

② 器具、貝、ピース等全部この液を通して挿核手術をする。

使用した薬品

葉線素ピンククロロン、マグネシウムクロロフィリンソーダ :日本葉緑素株

式会社(東京都千代田区神田美倉町10 新神田共同ピノレ)製

パールチン :日本レνチシ化学工業株式会社(大阪市浪速区芦原町1211)製

純卵黄?由・ヨークレνチシ

パーラップ :日本レダリー株式会社(埼玉県北足立郡足立町志木930)製オ

ーレオマイ Vシ、真珠養殖用クローノレテトラサイクリン

文 献

1) 福 田 寛 ピンククロロンの細菌に対する実験 日本葉緑素株式

会社資料より

2) 原三郎・渋谷健・矢数圭堂・小林立徳・高橋良士・森 一郎・益川庄平

1962 新 chlorophyll誘導体 PinkChloronの毒性

並びに一般薬理作用の検索東京医科大学雑誌 20: 

217-224 
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208-214 
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14-25 

4 
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浜揚げ貝の諸観察 I

浜揚げ時の貝の成長具合と珠の歩留及び品質について

桑 守彦・山本光男

(益事木本真珠研究所)

挿核I待母貝の大きさ、重量それに対する核のサイズはだいたい一定にして挿

核されます。その後何年か主主勉し浜掲げをしますが浜揚げ時の貝をみると、挿

核l時と全く同じ大きさで全然成長していないと忠われるものや、挿核時より何

倍かの大きさになっている成長の良いものとか、いわゆる貝の大きさにはパラ

ツキがみられます。そこでこの様なバラツキはどういう原因で起るのか、また

貝の成長具合による珠の歩留及び品質はどの様なものかについて調査を行いま

した。木枯を草するに際し当観察実験の機会を与えられた御木本哀珠養殖謀長

大西{晃彦氏および御協力いただいた御木本哀珠後礎部問中敏夫氏IC感謝の意を

表します。

調査及び観察方法

調査は 3回笑

施し写真の如く

成長の良い貝

(上段)成長の

思い貝(下段)

及びその中間に

ある貝 (中段)

の3段階に撰別

し、ま-rそオもぞ

れの貝殻の多毛

類の寄生状態と

それぞれの貝か

@ 

@:1 
ら珠を採取し脱核しているかどうかまたそれぞれの大きさの貝から採取した珠

の合格移1;の出現度及び合格珠 1ケ当りの平均重量についてデータを取った。尚
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観察した日時及び員の種別は次の通りである。

観察 I 昭和41年 8 月 30~31。昭和40年 6 月御木本真珠多徳養殖場挿核、挿

核日寺の貝の大きさ30g 、核サイズ5.50~6.00剤師、様式 2 ケ入。観察貝数約1000

貝から300貝を任意抽出。

観察E 昭和41年12 月 8~9 日。昭和40年 8 月御木本真珠多徳養殖場挿核、挿

核時の貝の大きさ30夕、核サイズ5.50~6. 25棚、様式2ケ入。観察貝数約1100

貝中から420貝を任意抽出。

観察1lI f昭和41年12 月 15~16 日、昭和40年 7 月御木本立珠船!凶分工場持核、

揮核時の貝の大きさ30夕、核サイズ5.50 ~ 6. 20剤師、様式2ケ入。観察貝数約

1000貝から550貝を任意抽出。

結果及び考察

1.良の成長具合と寄生虫(多毛類)の寄生度について。

貝殻の大きさは別に撰別する際ノ、サキの欠けるものもあったので点殻の莫珠

層の殻民と殻肖の最長値を測定し

図!

た。(図1)

寄生虫の寄生度は重症、中広、健

康の 3段階に分け重主主貝は真珠麿に

20%以上多毛類が侵入し黒色化して

いるものと既往症を、中症貝は約 3

~20?昔前後寄生しているものを、ま

た 1ケ所小さく多毛類の侵入してい

る部分を翼珠質で完全に覆っている

ものは軽症貝とみなし全然多毛類の

侵入していない健康貝の中に入れ

た。これらの寄生規準で寄生度は左

右殻別々に観察しその平均値{(左殻

の寄生度数十右殻の寄生度数) ・2}

をとった。(表1)貝の成長具合と寄

生虫の寄生度の関係はグラフ1、2、3の通りである。これらのグラブから成長の

良い貝は寄生虫の寄生度~'Ì少なく健康貝が多いのに対し成長の悪い貝は重症貝

が多く健康貝が少い。 χ2検定の結果 IIIIIT共全部95%の信頼度で有意差が認

められた。したがって挿核後の貝の成長にノミラツキをもたらす最大の原因は寄

生虫(ここでは多毛類)の寄生度に影響されていることが判ります。成長の悪

- 9一



い貝の重症貝を観察すると真珠層全体が黒色化し、多毛類の軟体部侵入を防止

する為に真珠質を異常分泌する事により貝殻全体の成長が阻止されると思われ

る。

表 1.貝の成長具合と寄生虫の寄生皮

73 L、

53.80士 2.26mm54.05士 2.39由m53 位中I 

60.12土 3. 79日間60.14土 2.64mm 100 L、良

52.02士 1.34町田53.39土 1.35mm132 し、悪

57.86土 1.41前田59.白土1.41mm 142 位中n 

64.81士 1. 48前日64.71士 1.48mm 137 し、良

52. 71土11.10祝日54.20土12.56捌178 L、惑

58.88土 2.73mm 195 位仁hE 

63.43土 7.78mm 63.24土 7.9C由市179 し、良

貝の成長度と寄生虫の寄生皮の関係

グラフ 3
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また成長の悪い貝でも健康貝があり逆に成長の良い貝にも重症貝があるのは

寄生虫の寄生時期の違いとか挿核された珠の位置とか養殖中に附完まする生物の

多寡等によって成長に差が出て来ると思われるが、いづれにしても挿核後最も

貝の成長に及ぼす要因は多毛類の寄生度に影響していることは事実である。こ

こで注目すべき事は中主主民と重症貝を加えると健康貝の50%以上になっている

事で、如何に多毛類が多いかがうかがえます。また健康貝でも貝殻外部に多毛

類の潜入した穴の跡がいくつか観察されます。したがって多毛類が養殖期間中

葉珠層迄到達するかどうかで、またたとえ多毛類が真珠謄迄到達してもその到

達部位が貝柱附近にある貝は成長が悪く、あるいはまた今回左右殻別々に観察

したところ余り差がなかったので表には記入しませんでしたが、左右殻の寄生

具合によっても貝の成長は支配されると忠われます。

2. 貝の成長具合と珠の歩留について

表 2.貝の成長具合と珠の歩欝

1 W;~!l! 1~~UI.~~1*Jft~~1 珠の歩留り成長度|観翻訳採取珠数iT-r-1 判明全歩留り

41 28 3 
75. 4% 悪い 73 110 

56.9% 38.9% 4.2% 

47 18 6 
78.9% I 中位 71 112 

66.2% 25.4% 8.5% 

8 75 17 
83. 5% 良い 100 167 

7丘0% 1]. 0% 8. 0% 

43 57 32 
54.2% 惑い 132 143 

32.6% 43.2% 24.2% 

56 53 26 
61. 1% 立 中位 135 165 

41.5% 39.3% 19.3% 

24 58 54 
62.5% 良い 136 170 

42.6% 39.7% 17.6% 

91 66 22 
67.0% 悪い 179 248 

29.2% 33.7% 37.1% 

97 87 15 
70.6% 直 中位 199 281 

55.4% 27.7% 16.9% 

108 65 10 
76.8% 183 281 

%1 10. 6%1 
良い

62.0% 27. 4 

珠入り数
珠の歩留=一一一一一←~x100

採取珠数 ∞
 

x
 

vn一x
一数

数
頁

珠
一
祭

聖
観

採一
留歩全
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4
 



観察した貝は全部ふくろ、うかしの 2ケ入である。養殖期間中ある程度の脱

核は不可避であるので、それぞれの貝の成長によって浜揚げ迄2ケ入っている

ものもあれば全部脱核してしまっているものもあると思われ貝の成長具合と珠

の歩留についてのデータをとりました。(表2)結果はグラブ 4，5、6の通りであ

る。
貝 の 成 長 具 合 と 珠 の 歩 留の関係

。グう:>4 

70 
I't 

グラ:>G
句、 グラフ 5

、L

70 
60 

60 。
60 

¥ 
50 

50 
50 

40 

ア¥ 40 
.0 

30 
30 

30 

20 
20 20 

~ 10 ‘、 è\~
2% 10 2% 10 % 

。 。 。
観 察 I 歩圃 鰻軍 E 歩留 観察III 歩留

これらの結果を統計学的に検定したところ有意差は認められず、したがって

貝の成長具合と珠の歩留の関係はないと思われます。また全歩留はグラブ 7の

通りである。このグラブから判断して成長の良い貝は悪い貝よりもやや良い傾

向がうががわれます。

3. 貝の成長具合と珠の品質について

観察 Iは観察貝数

が少なかったので観
表 3.貝の成長具合と珠の品質

察Eと直について調

査しました。(表3及 29 79 28 
びグラブ7、8、9)品質

惑 い 144 
20.1% 54.9% 19.4% 

の区別は我社の撰別
E 中 位 163 

30 86 37 

規準に基づき合格珠 18.4% 52.8% 22.7% 

Aは無キズ翼円で巻 良 い 1日
51 93 15 

30.4% 55.4% 8.9% 
きの良いもの、合格

珠Bはキズが少々あ 悪 い 249 
38 

15.3% 
りAより巻きのやや 44 
劣るもの、不合格珠

直 中位 280 
15.7% 

はどくす、珠や薄巻珠
良 い 281 

65 

等商品価値のないも 23.1% 

-12 -

8 
5.6% 

10 
6.1% 



のである。グラブ8、9から合格珠Aの出現率は成長の良い貝に多く成長の悪い

貝に少いことが判ります。 χ2検定の結果観察Eでは10%の信頼度で観察Eで

は95%の信頼度で有意差が認められた。観察互の信頼度が低いのは観察Eより

観察貝数が少い事が原因のーっとして考えられます。

貝

グラフ 7

10 

JJJE 
~町山

.-----。ーー__..鵬E60 

圭

古田

の 成 長 具 品 質

% 
60 

クラ78

A 
仁1 と

50 

40 

30 

20 

珠山
数

% 
60 

ダラ79

50 

40 

30 ノ

/4 
σJ 

ん20 

獄!日
包

恵い 良い

成長月町 不合格

これらの結果から合格珠の出現は貝の成長具合に影響されていることが判り

ます。貝の成長具合と品質別の珠 1ケ当りの平均重量(表4、グラフ10、11)に

ついてみると成長の良い貝の殊は悪い貝の珠より多い。

したがって貝の成長が良ければそ

れに伴い珠への真珠質の分j必が促進

され巻きの良い珠が作られ、多毛類

に侵されている成長の悪い貝は多毛

類侵入防止の為に貝殻へ真珠質促進

エネノレギーが奪われ、貝体そのもの

の成長が劣り珠への真珠質分泌が少

くなると思われます。しかし成長の

悪い多毛類に侵されている貝から希

に巻きの良い珠が発見されましたが

この原因はどの様にして現われるの

か今後の研究課題として残しておき

ます。

中位

量歩留

表 4.珠1個の平均重量

E 451 479 

572 488 

409 

A 

487 

417 

509 1[ 中 454 

良 486 512 

日

観察H

不合格 A 日

観察田
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結論

浜揚げ時の貝の成長にパラヅキがみられる原因は寄生虫多毛類の寄生度に影

響されていることが判りました。これらは多毛類の附着する時期や量あるいは

貝殻内に侵入する場所の違いによっても変ってくると思われます。また貝の成

長度と珠の歩留
珠 l ヶ 当り の平均重量 には関係がない

8m0g0「 グラフ 10 品「か11 ょうであるが、

• 貝の成長が良いノ， 

500ト

r。・~←-------守σ//〆 a s 

程巻きの良い珠
(T----- ーーζ4〉7〆←/〆ーーー，♂〆4日'β 

の出現する割合
o一一ー一ー一ー

400ト 400 r 
十士大きいと云え

ます。以上の結

論の他に珠を貝

体から採取する

際貝殻の哀珠層
』

A B 不合格 A B 不合格 の色とその貝体
観察E 観察E

から採取した珠

の色を比較してみましたが貝殻の真珠層の色と珠の色とは無関係の様に思われ

ました。そこで今後真珠の色の決定について生物化学的に研究を進めてゆくつ

もりです。

dω

・
1
ム



真 珠 求

磯 和

(株式会社日本ノ々ー Jレ)

真 百
皿

楠 てと
口

(2) ピースの反転とパイパンの問題

莫珠の養殖作業に於ける挿核の際、之に伴わしめるピースに就いて前項では

仮令これが表裏何れであろうと、即ち外面上皮であろうと内面上皮であろうと

其の何れであってもそれが核に沿うて存在すれば、それで充分であって、其の

限りに於ては決してパイパン、E!IJちしろ珠にはならないと言うことを実験的及

び経験的事実として之を述べた。然しそれは従来の多くの研究者の主張とは余

りにも相還するようである。それだけに素直に首肯されないかも知れない。然

しそうだとしてもそれはそれでよいと思う。仮令ゴペノレニクス (1473-1543)

が生まれなかったとしても人間は地球の公転を知ったであろう。手ムは只荘、なり

に尚この問題を更に追求して見ょう。

× × 

然し其処には実験や考察に、或は現象

の解析などに誤りがあるかも知れない。

大方の追試と御批判が頂けたら望外の幸

である。

一般にピースとして使用するのは 1の

膜縁と 2の外套筋集束端との聞でこれを

外套縁膜と称することは既に御承知の通

りで、ピースとしては此の 1及 2を除外

して外套縁膜を適当な短時形に切り取

り、之を更に幾つかの小切片とする。而

てその一つの小切片が 1個のピース即ち

正しくは MANTL，P IECE と称する

ものである。

従って本図から読みとれる如く外套筋

が外商上皮と内面上皮の間に通っている

-15ー
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第一図 アコヤ貝の右殻を取っ
て軟体部を示す

1.外套膜縁
2.外套筋集東端ー貝殻に残る止ヒの
痕跡を外套線と称す

3.外套筋



のである従って挿入当時=のピースの組織惚は次図の如くである。

× × × 

j析うして生体から切り離された ピースは克に核と共に母貝の生体内に何人さ

れるのである即ち一切の生活の糸から断たれたピースが吏I乙悦貝l乙挿入される

.2'.. 

第三図正常なピ ー スの 断面

1.外面上皮組織 2.内函上皮組織

3.筋肉組織一外套筋の断面 4.結合組織

と言 うことは、上

皮組織、筋肉組

織、結合組織など

の集合体であるピ

ースが母貝を培養

基とする一極の生

態組織培設と言う

状況下に置かれる

ことである。即ち

組織t~Wの見地か

らすればピース と

いう混合組織を母

貝という生態培養

基によって生態組

織地必をするとい

うことである。然

も邦政という作染1ま微視的な視野で之を観祭すれば、個々のピースも個々の母

貝も及び一切Jの施術jも共に皆夫々閉じではない密である。従って見処に生起す

る変化はそれ等フアクターの変化!こつれて常!と一様ではないが、兎に角退行性

変tt及び進行性変性という概念、によって体せられる変化なのである。元米いろ

んな組織の集合体であるピースは始後基である母貝の生体内で次第に泌合培養

と言う性質を変えて筋肉組織結合組織など、帰入当初ブできなクエー トを占めて

いた之等組織!な次第にj品行性変1''1:を起して必化し、一方之と時を同じくして上

下両上皮下回の巡行川公ド1:によって発述する新な結合植織が生起し、それが挿

核によって損傷された母貝の体組織の悶似同iを依って増婚し之とjhに其の上に

よ皮組織が発迷して移拙母体、即ち符貝の損傷而を核法するのである。

市てやがて又新生した結合組織も老化して姿を消すようになり 、かく てピー

スは上皮組織の純培養の如くなって、ほ貝の体組織に生著し此処に始めて上皮

組織の或は実珠質分泌部位・の移植が完成し、母員より直接栄授の供給を受けて

真珠袋としての械f患を独特するのである。

-16ー



一真珠義殖業者がよく謂う胞細が溶けたとか、或は細胞がマダ溶けていない

というのも以上の事情を考えればよく分るであろう 一 然し好ましい言葉でも

なければ正しい表現でもない。

× × × 

此のことを尤と具体的に説明する為に第三図以下を挿入する。之等の写真は

何れ込アレシ、ブーアンによって固定しへマトキνリン及びエオ乙l'ノの複合染

色によって調製し 7/1ω0_10/100011/11/即ち 7-10μのプレパラートとし、ライツ顕

微鏡の媛眼5接物16酬のレ γズを用いて写したものである。従って倍率はX57

である。第二図と同様である。

第三図 挿入後5日間を経過したピース(象

1.外面上皮組織 2.外商上皮下回に発達した新生結合繊

3.退行性変性に陥りつつある之の筋肉組織及び結合組織

4.内部上皮下回の新生結合組織 5.内面上皮組織

ピースの右端は制くなって上皮組織同志が癒合するかにみられる。尚元の之

等組織は一般に黄色味をJ命びているが、之!'j:急激に変化する此の異常な環境に

適応するため進行性変性する組織に対するエネノレギーの給源の一つのクースと

しての物質転換による脂肪変性と思われる。尚此の組織倣での上皮細胞は背の

高い円柱状を呈し、組織も甚だしく密!となり且つへマトキν日γによって濃染

- 17一



されている。この状態ではνミの誌となる有機質の分協が行われているかと思

われる。民11ち巻始めの莫珠に見られる小さいνミのー原因である。然しj析う し

たジミは頗る単純なものでその出現率も甚だ低いものである。

第四図帰入後5日聞を経過したピーユ

第三図と比較して其の変性は吏!と進んで元の結合組織には既に肥満細胞はな

く、健会な結合組織にあっては網闘のような什組の役割りをする繊維が目立っ

ている。 又本図では上下両上皮組織は認められず、只普通こうした場合上皮下

府に発達する新制結合組織のみが認められる。 之は挿入当時既[叫I!\~ くなってい

たものか、或は符i人後無くなったものかは明らかでない。

然しこの結合組織の上に仮令上皮紛l胞が全然ないとしても、首て私が発表し

た国立浪珠研究所報告第3号の拙稿真珠成閃の研究Eの PLATA35~39 の写

真によって も推察されるよ うに、此の場合も亦必ず上j支細胞は生起するであろ

う。或は彼の場合よりも尤と単純に生起するであろうと忠われる。然も ここに

生起した結合組織は共i乙閉じ情報を持っている答である。一方挿核によって損

傷された母貝の体~:U.織は自然の動作として防然体勢を整へ、 {話回の修復!こ努め

るであろ う。之に適応する間報処到!として自民面に於るf，¥{:l:見因子などの相関に

よる調節機構によって結合後は上皮細胞を再生しつ L院総面を被い、 之が療境

適応、によって点珠質を分泌する機能を独得する可能性は大きい。随ってそれは
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内外何れの結合組織であっても問題ではない。総てよ皮細胞は核を包んで真珠

袋を形成するものではなく、挿核によって損傷された母貝の体組織の欠損音11を

修復するために形成され、それが結果的には核を包んで形成されたかの如くな

るのである。仮令えばピースが LAGPHASEのl時代のうちに、挿抜によって

母貝に与えられた損傷が完全に治癒、して居ればよいが、若し LOGPHASEの

l時期仁至っても尚核の挿入経絡が治癒して居ないI場合は、傷康面に接する結合

組織が、その傷口!こ向ってやIIJRし、左図のような決起を作るのである。

j祈うした範院に属するrrF，1;は技術の未熟な者、又，'t大きな核

s) を用いた似合に多 く見られるのは当然である。この土砂合炎起は

{誌の治癒しにくい挿入口の方向に|古jって居るのが?官である。又

二個人れの均合時に右図のようなメガネ状の連結JI~珠が出米る

のも閉じケースである。裂は上皮下肝の新生結合組織が

問題で、之が新生し仰ないまでに痛められたピースでは

よ皮組織の形成は:~!f~かしく、 j折うしたピ ースを{史川した

場合にはパイパンロIJちしろ功、になる公訴は大きいω

第五図折i入後S日聞を経過したピース

グ「。

第三図~第五図は核入後の円数は同じであるが、その組織!裂は三者・三様では

あるが、何れの組織微にも共通なのは挿人当li，;;=のピースで、大きなクエートを
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占めていた筋肉組織及び結合組織が退化し、代って上下両上皮下l乙新規な結合

組織が発達することである。 然もこの結合組織は強い POTENCYを持った組

織なので此の組織が先づ挿紘!とよって俄i裂された母介の損傷面を被うて発達

し、そのよIζ上皮組織も発達して一応の真珠袋を形成し、やがてその結合組織

も亦姿をwí し 、 上)j{組織の純培養の如くなり 、 ~1:貝 l乙生著し 、 殖)!i.或は分泌器

~aの移舶という 結果になり、直接母介より 栄伎を受けてその分泌機能を維持す

るのであるの

bVく図 形成当初のn~袋 (該を取り去ったもの)

神人後 7nを経過したピースのプレパラート写点である l、3はパールサック

日l'ち真珠袋である。 j腕うした状態から核を取り去っ

核復;ース
た為に 、 !~Ek袋(7，.制い紙状l乙曲りくねって見える。

この組織倣からは元のピースの筋肉組織は見られな

いが、結合織は尚相当なワエート を市めている。 し

かも僅か7日位の短期間に斯くの主11き(!珠袋が構成

されているこの'H実!と対して、不思議!と忠われてならないのは、之!と妥したエ

ネノレギーかj(である。この組織i況は述統切片の一つを示したに過ぎないが、他の

切片を観祭すると尚その感がする。 之等の切}-¥・は私!こ芯外な事匁を教へて呉れ

た。然しこれは本稿の目的から逸脱するので又の機会に泌るとして、本図の真
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珠袋では 1の部分即ち元のピースの近傍には尚新規に発達した結合組織の姿が

僅か乍ら見られるが、之も亦元のピースと共に早晩姿を消すことであろう。而

て上皮組織のみが移植されたかの如き状態になるものであろう。それが正常な

巽珠袋である。

多くの人達は斯うした実験にはパラフイシ核を試用しているようである。然

しそれも大切ではあるが普通の核と比べて理化学的な性賀の相異からみて、そ

れのみでは当然活の一面しか分らないことになるであろう。随ってそこに重大

な観過があるのではないかと思考されるものがある。詳しくは次ぎの機会に譲

る。

× × × 

以上でピースの反転とパイパンの問題に就いての組織学的な考古訟を終る。そ

こで一息入れよう。

ピースの反転とパイパンの問題、この岳Ij題をみて苦笑した人、或は何を書い

てるかと怒った人もあるだろう。今更改めての題でもあるまいし、又それを

することは、実も蓋もなくなることと思うが、政て古川柳の上五文字を変えて

みよう。

ーパイパンはさっぱりとしたかたわなり一 古川柳

閑話休題

× × × 

拡[てここで特に注意を喚起したいことはここに挿入した何枚かの写真に共通

してみられる如くピースの上下両上皮下層に発育してくる新らしい結合組織に

就いてである。挿核の時期によって多少の相違はあるにしても僅か 1~2 週間

そこそこで発育から退化し老化してその姿を消すまでの変化が観察されるとい

う事実である。換言すれば

一生まれてから年老いて死ぬまでの一代記がこの僅かな間に観察されると

いうことである。この聞に於ける此の組織の消長に就いて尤と深い関心が払わ

れなければならないー

良11ちこれを左右する、或は之によって影響を受ける凡ゆる因子の探究に努力

しなければならなし、。此の聞に加えられるであろうこうしJたいろいろなブアク

ターに因って此の組織の消長が影響され、然もその変化が直接生産される真珠

の良否に関係する一つの原因となるからである。比の実験では稚貝のピースか

ら四年貝位までのピースを対日開、としてテストを試みたっ然しそれらは本標題に

関する限り大した問題でない。只挿入した写真が脚か少ないと思われるので参

考図として第七図及び第八図を挿入する。
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現況では中央部の上皮下層の結合組織が特に過剰発育の様相を示しその先端

部は樹校状の分岐を呈している。 然しこの情況は更にその範囲を拡げるであ

ろう。而てその上に発達するへマ トキνリンにてi段染されている。上波組織も

下宿の結合組織の発迷につれて更に椴殖して第八図の如き変化をたどる ことで

あろう。

第七図上皮下Mに発育する結合組織

1.上皮下回に新生した結合組織 2新生結合組織のJ:I亡発達する上皮組織

61: ~~じ~八|苅はほ介に挿入したピースの万:t~ではなく 、 点珠の外w児!と外部

貝から刺般を加へて試みた亥ttの組織倣である。

上皮下)I;(i の結合温織'ま右化して織紙状となり 、 之 も必やがてその~"'â:'iì'í して

ゆくであろう。然しよj主組織:i:TTがfム:Jく、円ttiXを宝しおH胞の配ヲIJも以だしく

訟になり 、一見してその災状さが認められる。

%しとは何らかの条['1:1こよって過剰刑勉をなしたというだけのことで本質的

には他*1lI1J包:こ転換していないで、只過剰なJiYl11立のために形態、も変 り、治・械11"の

分泌が盛んで点珠質の分泌は出米ない状態である。

× × × 

細胞νベノレに於いてピースを観察すれば大w以上の如く 、百f患d様であろ

う。それは本稿に挿入した数少い写:fGからでも推祭される、このFt¥Jに於てその
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作;過性を求めるならば大方以上のような見解になるのではなかろうか。

然しより 訟だしく、それこそ最近目覚ましい発展を遂げつ Lある、生物学:の

教えるところに従って吏!と斯う した現象を解析し、探求をす Lめることは、!*

1珠枝組業の &般的分野に j冷ける主体性のーっとして重要な研究テーマであろ

う。

第八図過剰 に抱強 した 上皮組織

1.過剰に増舶した上皮組織

これは-illi甚だしく困却な問題であろうとは忠う。然し幸!こ 1 ~2 週間で一

応の結果を矢口ることが出米るということは、実際面に応用することを目的とす

る分野の開拓には或は絶好の材料ではないかと忠われる。そうした探求によっ

て適当な化学物質を見出し、 それによって調制機構をコシトローノレし、本稿第

六凶に示すようなピースの経過が意識的に且つコンスタシトに行なわれるよう

になれば、 よ，~珠業界は勿論11努f~:jffタl自業者ーにとっても一大福音であろう。

× × × 

生物が長い年月を経て今日まで進化発展して71ぐたのは、一つには絶え間なく

移り変わる環境のなかに生きて居るだけにそれへの微妙な応答一日1Iち自働ililj

禦!とよる調節によって一環境l仁適応し、Eえは之を克服しながら一世代を全う

し符る性質を控符して米たからである。
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現代の生物学は之等の機構にメスを入れて、それが各種ホノレモン類及び環境

因子などの相互関係によるものであることを明かにし、而て之等の物質を抽出

し、或は合成し、之等の化学物質を巧に駆使して生物の潜在能力を最大限に利

用し、或は生物の持つ未発見の性質を開発せんとする化学物質による生物の調

節時代、即ちケミカノレコントローノレ時代を迎えようとしていると言われる。勿

論尚基礎的な段階ではあるが既に実用化されて居るものも少くない。一々例を

示す必要はないと思うが、こんなことを考えると真珠業界は果して之でよいの

であろうか? 思えば余りにも低い次元の世界に低迷して居るように忠われて

ならない。

研究者個人のスタンドプレーが多過ぎること、或は研究者及び哀珠業者犬々

が一種のナノレキνストなのではあるまいか。これでは何E寺まで経っても哀珠に

救いがないように思われてならない。

訂正 木誌56号ピ{スの反転とノミイメンの問題の項の米露のちかくに川口氏のi協子宗

JjjJ氏とあるは宗三郎氏の絞りにつき謹んで訂正する。
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真珠の生 産 と 供給 (1)

浦 城

(三重穴学)

第一節 漁業としての真珠生産

真珠は特定の真珠貝の生理を通してのみ有機的に形成される。それ故真珠生

産のもっとも広い意味における特色は、漁業生産の部であるという点に存す

る。漁業生産の他産業と比較された特色はまず立地に対する自然的制約の程度

が最大であり、生産物の生成過報に対する生産者の統制の程度が最少であるこ

とであろう。沿岸(採捕)漁業の場合このことは最も典型的にいえる。ここでは

漁獲対象物が天然資諒として与えられ、ていると共に、漁場が沿岸海聞に限定さ

れているからでらる。沖合、遠洋漁業の場合は、基地又は根拠地からの行動範

囲の拡大によって立地に対する自然的制約はそれだけ解除せられる。

養殖漁業の場合は生産物の生成過程に対して人為的統制が多少なりとも行な

われることになるし、同時にその統制行為がどの程度に目的とする動植物の生

育上の環境条件を人為的に整備するかに応じて立地に対する自然的制約の解除

が行なわれる。このように沖合、遠洋漁業や養殖漁業は漁業生産の原始性を或

程度(i:克服しているけれども、これらもともと沿岸(採捕)漁業を母胎とし

て発生し、税度の問題として原始性を克臨しているにすぎないといえるから、

ここではもはや漁業の上記の如き特色をあげることは出米ないとなすことは出

来ない。よく発達した養殖漁業といえども、農作物の栽培や苦言渡に比すれば未

まだあまりにも原始的であることを指摘することが出来る。

このような原始性が生産経済学的に意味するところのものは、流通経済的諸

条件、特に価格関係の変化に対して適合した生産計画を弾力的にもつことが

工業に比せば勿論、農業に比しでも概して著るしく困難であるということであ

る。

漁業範鴎的に天然真珠の生産は沿岸(採捕)漁業に属し、養殖真珠の生産は養

殖漁業に属する。いうまでもなく天然冥珠の生産は莫珠貝が人為的干渉をうけ

ないままに真珠生成を完了した完成品を採取するもので、上記漁業の原始的性

費が典型的にもたれている。立地は真珠貝の天然の銭産地に限定せられ、如
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何に需要が大となり、価格騰賓が起ろうとも、漁業者に源獲空間の拡大を行な

わしめる余地は小である。新しき鏡産地の発見をまつほかはなかったのであ

る。真珠貝を移して蒔き、蕃殖をばかり産地化が試みられた事例はあるが大規

模に成功した事例はすくない。ぺ/レνャ湾、セイロン島などの漁場が古代より

20世紀に至るまで世界の莫珠主産地をなしてきたのは天与の頁.珠貝鏡産地であ

ったという一事に主として負うている。更にどれほど価格騰貴が漁獲強化の刺

戟となりうとも、資源保護の立場からそれは許されない。一定水準を超えた漁

獲はーその時の追加漁獲1単位当りの限界価値生産力は相当に高くとも一

長期的には漁獲量の低下を招ねき、その意味で限界生産力は負となるのであ

る。のみならず漁獲統制だけでは割切れない年々の自然的発生の変動が大きく

存在し、漁獲がそれによって左右せられる。

例えばセイロシ島の真珠漁獲量は1908年以降、全く生産のない年が相続く程

激減したのであるが、この時代の哀珠市況は反対に好調を続けていた。その理

由は全く自然的な理由「ペンガノレ湾で産卵され潮流と共にきたるべき仔虫や稚

貝が異常海況の連続によりこなかったJためであるといわれる。我国でも明治

20年頃真珠市況が好況であるに拘らず、国内主産地であった突虞湾や大村湾で

真珠が減産し、土佐における生産が最も多かったと記せられている。このよう

な状態では近代産業としての持続的、且つ計画合理的な生産と供給は勿論期し

えざる所である。

冥珠の生産が養殖漁業的方法に転換することが進めば進む程、また養摘の技

術が完成されればされる程、立地に対する自然的制限は大幅に解除せられた。

立地の自然的条件は、ここではもはや翼珠貝の天然の銭産性ではなくして、それ

よりは遥かに緩るい所の真珠貝の生育条件、例えば水温、塩分濃度、波浪汐通

L、餌料などの海洋学的又は海洋生物学的諸指標によって指示される諸条件を

みたすならばよいことになった。それは同一区域の沿岸海閣のなかで真珠養殖

のため利用しうる部分を大ならしめると共に、従来真珠生産とは殆んど縁のな

かった地方、例えば瀬戸内海や天草島沿岸などを広範に養嫡可能地となした。

立地可能空間の飛躍的拡大と併行して真珠の生産過程は計画合理的な人為的管

理へ、換言すれば自然過程から工程管理の変換が進行した。

挿核は異物侵入と真珠袋形成を「自然的偶然の確率」から「外科手術成功の

確率」にかえ、仕立養生の操作は手術成功の確率を高め、従来は殆どえられな

かった大珠の生産を容易ならしめた。貝の生育と生理活動の調節においても吊

下水深の変化、収容器や養殖密度の変化、貝掃除の施行などをもって相当程度

釘的合理的に調節が出来るようになっている。稚貝人工採苗法の完成は天然貝
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源の制限性を完全に除去した。以上の養殖技術の進歩は冥珠需要の動きに合致

した持続的且つ計画合理的な生産計画lの可能性を著るしく拡大したといえる。

もとよりこのような方向への前進には程度があり、冥珠養殖が始められた明治

20年代と今日とでは格段の差があり、今日の状態といへども完成されたもので

はなく前進の途上の一段階であるにすぎない。そして工業生産に比せば勿論の

こと農業の畜産に比しても、生育上の環境条件の人為的整備の点で、品種改良

や餌料給与がなされていない点で原始性は尚大である。

このように真珠の生産、供給額の特色はまず漁業の一部であることのうちに

存する。而して漁業生産の特色たる生産の原始性は同時に真珠生産の特色でも

ある。併し我国の真珠養殖業の生産過程はそのなかでは養殖漁業的方向におい

て高度に発達した形態であり、その原始性を高度に克服して近代産業への前進

をもっともよくなしえている漁業の一つであるといえる。しからばそれは産業

としていかなる諸問題をもつものであるか。

第二節 真珠養殖の担当者

生産の主体、即わち業者の性格の点からは如何なることがいいうるか。主体

の性格からみた漁業の特色は「相互に経済的性質を異にする種々雑多な要素で

構成されていること」である。大規模資本漁業、中小資本漁業、生業的漁民漁

業が併存するのみならず、それからが複雑に連関し合っている。 1零細規模な

いしは小規模の漁民経済が水産経済総体の広範な基底をなす」と共にそれらは

「地方的な小範域に分裂し、保守的かつ白巴閉塞的な小地域社会として相互に

対立競争する状態J(岡本清造)を作っている。漁民経済は小地域社会の中では

共同経済的な漁場管理をなし、漁業の操業を強聞な統制下においているのが常

である。この関係の下で個人の自由なる宮利迫求活動は阻害せられ、様々な制

限をうけることになるが、沖合、遠洋漁業、定置漁業、養子直漁業など特定の漁

業領域では個別経済的、競争経済的に営利資本が運動を展開する余地は農業な

どにおけるより違かに大なものがあり、中小又は大規模な企業的漁業が生じて

くる。この場合企業的漁業は「旧い経済諸関係を一掃して」しまわずに、逆に

1I日い諸関係を利用して」発達をとげようとし、経営が困難化する場合には、

また「旧い諸関係の利用によってその存立の維持をはかろう」とする事態がみ

られる。大規模資本漁業、中小資本漁業、生産的漁民漁業、相互の聞の複雑な

連関はこの事態のもとに現われ展開する。

このような生産主体の三重経済的構成は生産経済学的な需要の動きに対する

生産と供給の持たれかたをも多元的ならしめる。大規模資本漁業の生産者計画

-27-



はモデノレ的には不完全競争又は独占競争の市場理論にみられるが如きタイプも

のであろうし、中小資本漁業の生産計画は白由競争の市場理論にみられるが

如きタイプのものであるだろうし、生業的i漁魚民漁漁、業の生産者計画は4小、農経i済斉に

ついてみられるが如き充足様大型のそれである

('“4勺crit匂erionが"づ');!Jカがミそれぞれ異なるに応じて流j通車経j済斉的諸条件と生産供給との対応

関f係系が異なる。更にこれら性質を異にする主体と主体の聞に資本的、労働的な

或は漁場利用上、生産物販売上の特殊な結合、依存関係が存在して独立的でな

いときには価格関係の刺戟は無差別平等には伝えられないことがある。この場

合には価格の車IJ戟に応じた生!患の対応関係は内部的に屈折を含む程度に応じて

歪んだ対応関係となる。

冥珠生産が天然真珠の沿岸(採捕)漁業として行なわれていた段階では、そ

れは生業的漁民漁業の多角的な経営の部分をなしていた。これに対して現在の

真珠養殖業は上記三重経済的構成をとっている。 r全体としての哀存在養嫡業」

は在米の生業的漁民漁業に対立した位置にある。歴史的現実的にも真珠養殖業

は在米の共同経済的漁民経済の外側で発生成立し発達した資本制漁業である。

真珠との関係で、在来漁業の系譜を継いでいるのは冥珠養殖の原料たるほ貝の生

である。天然真珠の採取が奥質の主主珠養殖業にとってかわられてからも、在

来沿岸(採捕)漁業はこれまでの真珠貝の採捕を営むことを止めた訳ではな

い。寧ろそれは拡大せられた。稚貝の人工採苛法が完成される以前にあっては母

貝の取得は採捕漁業の方法で行なすつれなければならなかったのであり、この関

係から従来漁業は新らしい資本制漁業たる真珠養嫡業の原料生産者として位置

づけられたのである。この伝統的関係が稚貝人工採苗法が完成されたのち母貝

生産もまた養殖漁業として行なわれるに至った現在にも引継がれ、母貝養摘は

在米漁業のjーすなわち共同経済的な生業的漁民漁業の一領域として残され

たのである。このような生業的漁民漁業に対し、資本制漁業として発足した真

珠養殖業はその内部に三重経済的構成を形成した。翼珠養殖企業の発達は、少

数の大規模資本経営をかたちずくったが、同時に生業的漁民漁業に属するとみ

るべき零細経営?を大量に発生させた。先進業者が切開いた途に追随して着業す

るものが多く、それは沿岸漁村の真珠労働者、零細な漁民、農民、退職公務

員、商工業者、水夫、職人、行商人など広範な部分にわたり、これらの零細業

者の真珠養殖業は 在来の共同経済的漁民経済の外側に位す意味で在来漁

業とは異なるもーそれ自体家族労働と自己資本を中心に営なまれる所の生業

的漁民漁業であるという意味で生業的漁民漁業部分をも大きく真珠養殖業に内

包させてきたのである。現在真珠養殖経営は零細業者を底辺とする典型的なピ
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ラミット状階層構成をとっている。昭和38年の農林統計によると、経営規模が

筏台数で測られるものとして、経営体4，079のうち14台未満が65%、15-29台

が16%、30-49台が 7%、50-99台が 5?昔、 100-499台が 6%、500台以上が

1%となっている。筏 1台当り附加価値は一概にはいえないが3-7万円の中へ

殆んどの場合が入ると考えられ、仮に平均 5万円であるとしよう c

かくすればと記各階層の他産業の場合と比した大きさがおおよそ見当をつけ

ることが出来る。 14台未満は附加価値70万円以下の経営であって、これのみを

もって漁家経済的に自立することは尚困難な階層である。それは農業や他の漁

業、或は商業、賃労働などと兼業して一個の生業の経営単位となる程のもので

あり、真珠養殖はかかる多角経営のなかの主柱をなす一部門であるにすぎな

い。併し 3-10台程度しか経営せず、 20-40万円程度の附加価値しかないほ貝

養殖業に比すれば一段と位に位しているといえる。 15-29台層及び30-組合層

は附加価格が 75-145万円及び 150-245万円の経営であって兼業の有無に拘ら

ず漁家経済的には一応自立しうべき階層であり、且つまた必要労働の%から%

は雇傭労働に依存し、資本的にも借入金年末残高が100-300万円と相当の多額

ともなっており、生業的漁民漁業であっても企業漁業的性格をも相当程度に併

わせもつ階層であるといえる。 50-99台層及び 100-499台!習は附加価値250-

495万円及び 500-2，500万円の経営であって、ここではもはや経営者は斯業を

漁家経済の所得源としてみるというより、小規模ながらも営利企業とみ、追求せ

られる利益は労働jの所得で、はなくして企業利益であろう。この程度の段階から

経営形態を有限会社又は株式会社にして行なう者が少数現われてくる。彼等(rj:

漁村においては「実業家Jであり.やとわれ漁民にとっては「親方」であり、

漁船漁業における船主、網元に相当する地位を有している。 500台以上の階層

といえども我が国民経済の企業範鴎からすれば中小企業に属する。併しそのう

ち少数の企業、山!傍真珠、御木本真珠、高島真珠、北村真珠、横田商会、アサ

ヒ真珠、国崎~珠、大洋哀珠、大月冥珠、帝冥貿易、みつわ真珠、覚田真珠、

村田哀珠、真和真珠、富士莫珠などは各数千台の筏を経営し、尚中小企業で、あ

るとはいえ業界大手業者-と称され、業界全体の支配者層として「真珠事業者協

会」を作り、中小真珠養殖業に対立する大規模資本経営の性格をもっている。

これらの企業はまた大手哀珠養殖業者であると共に大手加工貿易業者でもあ

り、 「大手一貫業者」といわれている。真珠の加工と貿易に関しては、日本真

珠輸出加工協同組合、日本真珠輸出組合なるこつの業者組合が存在し、それぞ

れ138名. 183名の組合員(双方に加入している者も多い)があるが、彼等の加

工量、貿易量のうち大手一貫業者・の加工量、貿易量の占める割合は60-70%で
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あるといわれている。彼等は加工する真珠の中核部分の自家生産し、他の過半

を養殖業者から購入するのであるが、その自家生産部分が我国真珠全生産量の

20-30%を占めていると推定されている。更に彼等は他の中小、零細規模の養

殖業者に比すれば、珠生産量に比較して相対的に遥かに大なる漁場を、しかも

良好な地点において占拠している。勿論漁場配置、施術工場の配置において一

地方に止らず全国的に展開がなされており、その意味では三重県業者、長崎県

業者等ということが出来る存在以上のものとなっている。

資本の融資をうけるにしても零細業者の場合は、組合資金のほか個人からの

借金に依存するのに対し、中小業者の場合は相互銀行、地方銀行が組合資金と

並んで重要であり、更にこれら大手業者の場合は地方銀行や組合の資金をも用

いてはいるが、主として中央大銀行の資金を用いている。更に大手業者の一社

単独での経営改革が真珠の需給市場に;有意なほどの影響を与えるとは考え難い

が、彼等が事業者協会として、或は数社が連携して行動するときは市場に有意

な影響が与えられる。中央、地方の水産行政に対ーする影響力も最大である。以

上の諸点から大手業者は中小業者とは性質を異にする「独占業者的性質jをも

っている。以上の如く性質を異にする業者がピラミッド状構成をなしつつ併存

しているという事態と共に業者聞に「系統」といわれる連結関係が生じてい

る。特に大手業者と中小零細業者との問には製品の販売において、漁場を地区

外に新しく求める場合において、従前その雇傭者であったという関係におい

て、事業不振に直面して資金的に援助をうける場合において特別の依存関係が

もたれる場合が多い。この関係が「大手の漁場を解放して中小零細業者の漁場

難を緩和せよ」とする声を影の戸に止め、表面的には封殺する役割を果してい

る。大手業者の場合加工貿易の主要部分を担当しているのであるから、その生

産養殖部門の生産者計画も販売とまさに寵結した形態でもたれる。

彼等が一豊富かつ良好な漁場の独占的所有者であることと資本カにおいて

優越しているという点を根拠として一 「良質の大珠」の独占的供給者である

ということ、並に他の養殖業者の生産した珠の独占的購買者であるということ

が、その生産者計画には当然反映されている。これに対して中小、零細業者の

生産者計画は自由競争的であり、生業的漁民漁業たる零細経営の場合は特に一

自己資本、自家労働を基盤として一資本制漁業としては成立ち難い価格関係

の下でも生産の継続が行なわれる。また系統関係が強く存在するときは一転し

て生産者計画は下詩的にもたれることになる。特に系統としての結合関係がな

くとも大手業者に対する彼等の地位は、大手業者が自家生産せる珠に対する

「補完的需要」に対応する["1共給者jなのであるから、彼等の自由競争もまたそ
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れだけの限られた範囲内における自由競争であるにすぎない。このように大手

業者と中小、零細業者の間には流通を通じた支配関係が認められる。このよう

な内部構造をもっ「全体としての哀珠養殖業」がそれ自身在来沿岸漁民漁業と

は異質の資本制漁業として漁民社会の中に挿入されているのである。冥珠養殖

場の立地されている地域は西日本の代表的な僻地泊岸漁村を網羅しているとい

って差支えないが、まさにこの地域において沿岸漁村、沿岸漁業につき指摘さ

れている「旧い諸関係Jはもっとも顕著にみられる。而して真珠養殖業はこの

旧い諸関係を主として労働調達上利用して発達し、且つ存続がはかられている

のであるが、この関係については別に述べる。

以上の如き生産の主体は、ではいかような冥珠の生産と供給をなしている

か。この点については次下各節においてその機構を示す。そして最後の節にお

いて生産と供給の動態過程の仕組みを示すであろう。併しそのまえに現在時点

でのこれらの業者が地理空間的にどのように分布し、且つどのような生産(=

供給)をなしているかについて簡単な概観をなしておくことは有用であろう。

日本産養殖翼珠の供給は f目不IJ25年約1， 000貫目であったが、昭和39年には約

24，000貫にと驚くべき増大を示すに至った。業者数も増加し 25年 350経営であ

ったが、 30年1， 643経営、 35年3，484経営と進み、 39年には 4，255経営に達して

いる。だが生産はそれ以上の速度で成長したといえる。併し昭不IJ38年頃からあ

とは発展速度は漸ゃく鈍化し、現在時点で拡大は一応、の収末現象を示す傾向が

現われている。新しい発展への手掛はすでに現われつつあり、今後の動向は業

者の数と構成、生産、供給量共に予断を許さないものがあるが、第 2次大戦後

の復興に続き漁業制度改革を通じて注入せられたエネノレギーをもって10年に渡

たる急展開を推進した発展現象は昭和40年前後をもって大局的に収束したと考

えられる。

地理空間的にいえば上記の展開過程の主たる荷い手となったのは、戦前以来

の旧業者と漁業制度改革の所産として大量に出現した三重県業者であり、彼等

が全国的に広範な漁場展開をなしつつ、さきにみよたうな業者階層を形成した

のである。農林統計ではこの関係が充分によく現われていない。農林統計によ

れば、まず三重県において業者及び生産量は急増して昭和35年頃迄は全生産量

の3分の 2を占めていた。併しその後、瀬戸内海、豊後水道諸湾、九州方面で

生産が急増し、三重県は業者数では以前70%以上を占めるが生産量においては

45%程度にまでその地位を下げる‘に至っている。新興産地の台頭は疑いもなく

真実であるが、併し新興地帯での養殖増加の主たる立役者は三重、神戸、長崎

の旧業者又は三重の新しい業者であって、彼等が経営の本懐地は依然もとの所
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におきながら、県外漁場を用いて生産しているのである。この事態を考慮に入

れるとき「属人的」観点からする業者の地理的分布とその生産(=供給)量は

この統計からは不分明である。併し様々な資料より推定を加え大ざっぱな線を

示せば次の如くである。

(1 ) 大手(一貫)業者……戦後いち早く真珠生産再聞に着手し、「真珠価格1千

倍」といわれた昭和20年代にすでに全国各地の漁場開発に若手し、その後も

発展の先導的地位を確保し、それぞれ数千台の筏をもち、年間数百万民の施

術をなしている。彼等の真珠業界における地位と性格についてはすでに述べ

た。全国的に恐らく 40%程度の漁場一それも優良漁場ーを占嫁しているう

え、資本カにおいても優越しており、漁場的、資本的余硲から 7-8-9酬

サイズの大珠、或はサイズを間わず良質の珠の生産者となっている。珠の生

産量は大小併わせて6-7，000貰程度とみられるが、浜揚真珠の市場において

は恐らく (10，000貰以上の買付をなす大口需要者である。アラブラ海、イン

ドネ乙/ア、ブィリッピンなどの海外真珠(球形25震、ハープ15万個)の生産

も彼等の手によっている。

(2) 英虞湾沿岸業者……戦前より技術と経験の伝統をもち、大手業者の多くも

本地域業者のなかから生じた。戦後主主珠養子直の好況と涼業制度改革による漁

場角とを背景として業者が族出し、一挙に真珠の大産地としての地位を築

いたO 湾内漁場が飽和状態に達したあとも、まず鳥羽、的矢湾方面に進出し、

実にその後今日に至るまで瀬戸肉漁場を始め全国宝るところの養嫡可能地に

大手業者のあとを追って進出し、養嫡量の増加を進めてきた。依然として浜

揚真珠供給者としての地位は最大である。 15台以下といった零細業者が802

人もあり、また16-50台の小規模業者が549人あるが、 50-500台の中規模業

者もまた151人あり、 500台以上の大規模業者も 7社あって大規模なものも多

い。 3仰以下、 3-4棚、 4-5棚、 5-6側、 6-7酬など細度、厘珠、小珠、中

珠を主体に9，500-10，000貫目の珠を生産供給している。

(3) 鳥羽、的矢湾業者……漁場が本地域や県南部海域業者の仕上げ漁場となっ

ている場合が多いため、業者数、生夜量ともにすくなく、小珠を中心に年

400貫目程度の供給があるにすぎない。

(4) 三重県南部海域業者……笑虞湾沿岸地帯の冥珠養殖の発展に刺戟さわしてや

や遅れて発達し、中進地的地域にあり、英虞湾業者-に追随し、これに準じた

動きかたをしている。 2，000人以上の零細母貝養殖業者と海簡を分け併存し

ており、莫珠養嫡業者の規模も英虞湾業者以上に零細である者が多い。 839

人の業者があり、サイズは5-6仰主体(五ケ所湾)、 7-9仰主体(南島諸湾)

-32ー



6-7側主体(*c:')+1諸湾)で2，000貫目程度の珠を生産供給している。

(5) 瀬戸内海業者……漁場の存在空間は広大で近年主要な養成仕上げ漁場とな

ったが、三重県鳥羽、的矢海域と同様に一貫漁場としては欠点があり、地元

業者はすくなく、彼等の珠供給量は僅かである。

(6) 豊後水謹諸湾及び高知方面業者……宇和島湾、御荘湾、佐伯湾、宿毛湾、

浦の内湾などを網羅して最近の新興真珠養殖地帯であり、水温や生産カに恵

まれているため、また近年の真珠加工技術の発達から色の重視がさほどなさ

れない事態に利せられて、全体が一大産地化する動きをみせている。区画漁

場面積では英虞湾の 4倍、筏台数でも英虞湾内の1.3倍であり、この点では

全国最大の産地となっている。併しその大部分は大手業者又は三重県業者の

進出部分によるものであり、地元業者は小規模、零細業者が 300人程度、中

規模業者が 4-50人で2，300人程の零細母貝養養業者と海闘を分け併存して

いるo 6-7mm主体(高知浦之内湾では 7~lO棚)に 3 ， 000貫程度の珠を供給

している。

(71 長崎、大分県業者……大村湾は英虞湾に次いで古い真珠養殖の歴史をもっ

が、英虞湾では昭和初頭と戦後の 2次に渡って業者の大量清業者をみたのと

は対照的に地元業者の苦手;生がすくなかった。大手業者や他の中規模、大規模

業者が大村湾を始め佐世保湾、鹿町、唐津湾.五島列島、査岐、対馬の内j考

古ど占接して漁場的に余裕をもち厚巻き良質真珠の生産が行なわれている。区

画潟、埼îjíHJ~で、は英虞湾の 3 倍であるに拘らず、業者数では長崎、佐賀県併わ

せて150人程度にすぎず、しかもそのうち約60人は地元業者への漁場解放が

比較的よく行なわれている対馬の業者である。ー湾域(支湾)を一業者が支

配、管理するのが理想!とせられ、有力業者を中心に地元漁民はその原料母貝

の養殖者として、或はは従業員としてこれに従属し、替うるに業者は社会政

策までを行なうといった小独立王国を形ずくっているものがある。 6-7~8

棚を主体として約2，500賞程の珠を供給している。

(8) 熊本、鹿児島県業者……天平島周辺、長島、錦江湾は漁場好適地の大きさ

及び、その生産力のI笥さ(大部分が周年養成漁場の条件を備えており、巻きが

速く、また天平周辺では色目もよい)から、大手業者、三重県業者、長崎県

業者、神戸方面の業者の進出が著るしく、養殖可能地は殆んど漁場化さわして

いるが、その利用度は粗放で、ある。地元業者はすくなく、生産量もとるに足

らない。

(9) その他……石川県七尾湾、福井県若狭湾、京都府舞鶴湾、隠岐など日本海

沿岸にも相当の漁場があるが大部分三重県業者の府ちいる漁場であって、地
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元漁業者の生産量はすくない。このほか静岡沼津湾、和歌山田辺湾にも小産

地がある。静岡では74人の業者が小珠、中珠を主体に 500貫程の生産をあげ

ており、和歌山では30人の業者が 200貫余の生産をあげているが、このなか

には三重県業者の生産分が相当含まれているとみられる。

以上が昭和30年代の末に達成せられた業者とその生産活動の空間的配置の大

要である。すなわち我国真珠養殖業は階層的にも三重経済的偏侍をなしている

うえ、地理空間的にも著るしい偏侍をなしている。このような偏侍を是正しよ

うとする動きはある。大規模、中規模業者からその従業員が年々析出され、そ

の技術的能力をもった人口が堆積するや地元小資本と結合して細胞分裂的に、

小規模、零細規模の業者を接出させる傾向を導びく。先進地三重県においては

それが再度に渡って行なわれた。同様の細胞分裂過程が新興産地、特に豊後水

道沿岸諸湾や九十lηf面で起きる璃芽は認められる。母貝業者から珠業者への転

換として現われてきているものがこれである。いづれに動くやはこれをしばら

く措き、我々はかかる偏侍の事実をまず客観的にとらえておく必要がある。

第三節 真珠生産の内部経済機構

第1項内部経済題聞の所在

第 1節に述べた如き真珠養殖漁業を第2節で述べた如き真珠養殖業者が営ん

でいるのであるが、次に呈示すべきはその内部経済の構成であろう。まず生産

工程の区分と配列を概略的に示しておこう。次図の如くである。

筏材料調達

養殖資材購入

核入れ工場及び

海事作業場建設

船舶建造

核入れヱ雇傭

海事員雇傭

司王福引

;一虫E →』FE-
l 

i 直生主主jト
_J~__ 
|養生|一|

一-夜青天1-L更埜里塑J

ι-
ト施術貝養成|ー

ベ化粧巻き|子↓ J

養殖筏浮設
養殖かご収容
吊下
貝掃除
養殖かご交換
吊下深度調整
養殖密度調整
漁場の移動
避寒

百亙 vfー剥身、塩謄き、則

一一」一一一
|珠販売 l
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生産の諸条件は養殖場の設営によって整えられる。「真珠養殖区画漁業権」が

与えられた区画海面がオリジナノレな意味での「土地jであって、そのうえに養殖

筏の浮設がなされることによって員飼育園場の設備がなされる。これは使用の

目的に従って「母貝漁場Ji仕立漁場Ji基地漁場Ji施術貝養成漁場Ji化粧巻漁場」

に別けられることがある。筏は錨によって固定されているのみであって取り去

れば元の「土地」に復元される。区画漁場内のどの場所に何台の筏を浮設する

やについては三重県では統制され、定められている、が他県では経営者の自由に

任せられている。筏には木筏、竹筏、延縄筏の三通りの材種があり、それぞれ漁

場の海洋学的性質と使用の目的に応じて性能に長短があり、使い分けられてい

るつ (筏の構造はそれぞれ一定化しており、木筏 1台と養殖能力で同等な大き

さをもって 1台と数える。)陸と作業がなされ、また海上作業の労働力が集結

して全体管理のセンターとなるものを「基地」というが、基地には「核入れ工

場Ji雨天作業場Ji倉庫Jiコーノレターノレ染揚施設Jiさんばし」などの設備が

設置され、養殖かご吊線など資材のストックがなされる。作業手段としては船

舶、屋形、貝掃除機、発動機、かご掃除機が整えられなければならない。

以上の生産手段に対して労働力は核入れ工(技術員とよばれている)と海事

作業員に分かれる。核入れ工や海事作業員の中核は通常常傭形態、で雇傭せられ

るが貝掃除、雑役など単純労働のみに従事する労務者は日傭的形態で求められ

る。人的スタップは集められるだけでなく、組織として「仕事」の遂行がなさ

れる態勢に整備されなければならない。これら物的、人的条件が内的に有機的

統一体として秩序ずけられ整備をみているのを「養殖場J(“cul turalfarm")と

いうのである。かかる養殖場をどのように構成するかが、第 1に発生する内部

経済問題である。養殖業者にとって区画漁場の入手はそう自由任意に行ないう

るものではなく、労働力 staffの増加も養成に時間を要する、資本的制限や彼

の経営者としての経営管理能力の点からする制限もまた当然一層基本的な制限

として存在している。このような主体的事情から来たる諸制限のなかで、もっ

とも能率的な養殖場とは何かというのがその問題である。

養殖場をどのように稼動して冥珠生産過程を展開するかが第 2に発生する内

部経済問題である。生産工程の大要は次の如くである。母貝養殖者から稚貝又

は母貝を購入し、これを飼育し 8-10匁前後の大きさにまで育てる。この原料

たる母貝に同じく原料たる核を製核業者より購入し、挿核手術をなすのである

が、手術前の生理調整として貝には「仕立てJ(卵抜き、卵止め)の操作がな

され、更に手術の直前直後には「養生」の操作がなされる。手術済の貝は「施

術貝J又は「玄貝|と称され、養生を終えたのち養成漁場に沖出され、入れた
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核の周囲に真珠質を層状に巻きつけるという貝の生理過程が自然的に進行する

に任せられる。核の大きさに即して「犀珠J1小珠J1中珠J1大珠」の生産が

目論まれるが、厘珠の場合は0.3~0.45棚、小珠の場合は0.35~0.6問問、中珠の

場合は0.45-0.75側、大珠の場合はO.5~0. 9仰程度の巻きの厚みがもたせられ

る。かかる「巻き」の)享みがえられるまで施術貝の飼育は続けられるのであ

る。またその最表層は最大の品質決定要因であるので、特に「化粧巻き漁場」

「仕上げ漁場」に貝を送ることがあり、秋から冬へかけての期間に良き光沢を

与える層を巻きつけるが故に「浜掲」は通常 11月から 1月へかけて行なわれ

るO 養殖を完了した施術貝を刺身し、珠をとり出し、塩磨きをかけ、撰別ず

ることを「浜揚jという。 j兵揚真珠が販売されることをもって冥珠長ζ殖の一切

は完了する。以ヒの稚、ほ貝調達から浜揚冥珠販売に至るまでの諸過程にはそ

れぞれ「技術jがある。技術は人為的工作とそれがもたらすものとの間の相互

的事態関連を示すものであるが、細部の点にまで立ち至れば様々な人Jどきの持ち
かたがあり、それに応じて様々な結果が出現する。これより各工程でとりうる

様々な人為の持たれかたの中から養殖場の論条flニに適当な一つの方法が選択さ

れ連結がなされなければならない。この「技術体系」の構成は経営者が経済的

になされねばならぬ課題である。最適技術単位は I!"[[珠J1小珠_j1中珠J1大
珠」の別に即してそれぞれ構成されなければならないであろう。

次の問題はこの構成された技術単位に穣動量を与え、「操業計画Jをいかに持

っかである。叙との生産工程は作業的には 2極の部分に分かれる。そのーは挿

核工場における掃核施術であり、貝立、栓菜、ピース切り、手術の作業が行なわ

れる。工場制手工業と同様の工程であって、作業分業の組織が作られ、同一作

業の規則正しい反復がなされ、機械的に毎日何個かのぼ貝を受け入れ、施WJ貝

として送り出していくのであるコ工場の受入れ能力は施{rIITstaffの員数と能力

によって与えられる。その二は漁場における海事管理であって養殖筏の浮設、

養殖かごの貝の収容、吊下げ、貝掃除、養殖かごの交換、掃除、市下深度の調

絵、養嫡密度の調整、漁、t易問の貝の移転等念作業の内容とするが、単純労務者

たる海事員が海事主任の指示と指揮に従って逐、次これら作業を進めていく。海

事作業員は臨時人夫でもよく、また工場で余った従業員でもよく、外からの補

給も比較的容易であるが、海事管理にとって重要なのは与えられた漁場の中で

員をもっとも能率的に廻転させていくことである。漁場がその特性に応じて母

貝漁場、仕立漁場、基地漁場、養成漁場、化粧巻き漁場と仕分けされていると

きには、それぞれの漁場における貝の受け入れと送り出しが漁場の受入れ能力

の範間内で秩序よく進められなければならない。以上工場側の受入れ能力と漁
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場側の受入れ能力が与える許容限界で工場での挿核作業計画と漁場での貝の養

殖計画が一体的に合致するよう「操業計画」は持たわしなければならないのであ

る。

更に!豆珠、小珠を養婚する場合には「当年ものJ)zは「越もの!として比較

的短かく養殖期聞をとることが出来、従って運転資本を固定化する程度が小

であるが、中珠、大珠を養殖する場合には「越もの」又は i3年ものJとして

比較的長期に養殖期間をとらなければならず、従って運転資本を間定化する程

度が大である。かくして運転資本に制限ある喝合にはその範囲内で「操業計

画」をもっ必要がある。挿核工場の受入れ能力、各種漁場の交入れ能力、運転

資本上の受入れ能力が当該養植喝の操業の与件であって、この与ilのなかで

「売上一売 I二原和，liJを最大ならしめるところの操業計画はやJで、あるかがf料かる

べき肉部経済問題である。

第2項 内部経済的秩序の形成機構

養殖~易の構成と稼到に関して冥珠生産の性格を与える諸点を指摘しておく。

第一は土地収穫逓減法目IJの作用である。区画海部に t~l欣的にも集約的にも用い

ることが出来る。筏のj手設を密設し、筏 1台に吊ドす養子直かごの数を多くし、

更に 1個の養殖かごに収容する貝の数を多くすることによって仕付け且つ採取

する貝の数を多からしめることが出米る。併しかかる海面利用の集約化は収穫

逓減の作用をうけることが知られている。真珠養勉は天然の水界の中に真珠貝

を養殖かごに収容したまま吊下げ、貝をして水界に存する餌料恵、濁質やj容存酸

素を利用せしめるもので、これらの人工的な補給はなさない。員の扶制活動の

及ぶ近傍へは潮流の作用によって餌料等が運ばれてくるに缶せられるO しかる

に一定水面の中に筏があまりにも相官に設置せられたり、又は筏にあまりにも

多くの養殖かごが吊下げられたり、ーかごの中にあまりにも多くの貝が収容さ

れたりするときは、「汐通し jが思くなり貝の生理活動が制限せられ、いわゆる

「密殖」の弊害が現われるといわれる。更に貝の排椋物や附着物が海底に堆積

されて天然自然の浄化作用によって除去されえない場合にはいわゆる「底質の

悪化」現象が生じ、有害な影響を関係水域に与える「老朽漁場Jとなることが

ある。これら諸現象の海洋学的又は海洋生物学的機序については研究が進めら

れているが、密殖化が生産性を引下げることは経験的に広く線認されている事

柄に属する。以上の関係から漁場利用の集約化は或程度以上にまで進むと 1貝

当りの生産効率を引下げる。それは母貝育成の場合には等しい年月をかけても

小さな母貝しか得られない事態、として現われ、施術貝の養成の場合には等しい

年月をかけても簿い「巻き」しかえられない事態、として現われる。密殖の甚だ
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る何等のボトノレネックに立至るとき、ブノレ操業となって利潤の限界が設せられ

るのである。これに対して真珠養殖の場合は農業生産にみられると同様、生産

諸要素のなかで土地たる漁場が特に重要な地位をもち、プラントとしての養子盛

場の構成要素のなかで漁場が他の構成要素に比して早くからボトノレネックとし

て登場することが多く、且つそれが生産拡大に対する絶対的な壁として現われ

るのではなくて集約化に伴なう限界生産力の低下として或は売上曲線の轡曲と

して現われるのである。

かくして損益分岐点はまず操業量の増大が「間接費J(“overhead cost勺的

な一定的経費を節約して手Ij潤を生み始める所の点として現われ、しかるのちー

養殖場の漁場以外の構成要素が操業量増大に対するボトノレネックとして現われ

ざる限り一密殖化による生産性の低下が利i闘を消し去る点として 2か所に渡

って現われることになる。 2つの損益分岐点の幅は相当に広くこれを求めるこ

とはあまり意味がない。替うるに適正集約度として利潤極大点と利潤率極大点

が考慮せられる。集約度を xとし売上をf(x)、費用を ax+bとしよう。不IJ潤極

大点はf'(x)=aの点であり利潤率極大点は

f' (x) a 
f (x) - ax十 b

の点である。費用を売上で除して売上ー単位当り費用として平均費用曲緑を与

え、更に限界費用曲緑を与えるならば、両者-の関係は別図に示す如くである。

この関係をすでに述べた主体の類型に即して関説しよう。

生業的漁民漁業として営まれる零細経営の場合、その養殖場の構成は漁場に

比して他の設備や労働力(ベースになる労働力)が相対的に大である。特に労

働はその経費はー殆んど家族労働であるという故をもって一一定費に入れ

られなければならない。がくして費用函数 ax=bにおいて bが相対的に大であ

り、 aが相対的に小である。故にf'(x) = a又は

f' (x) a 
f (x) - ax十 b

の点は比較的集約度の高い所に存在する。両者のうちでは漁場の不足度が高い

所から利潤根大点 (f'(x)ニ aの点)での操業がえらばれるであろう。中小資本

漁業の経営の場合は零細経営の場合に比すればf'(x)=a又は

f' (x) a 
一 一一一一f (x) ー← ax十 b

が集約度の多少なり低い所に存在するであろう。併し彼等の場合にあっても漁

場の不足が他の漁場構成要素に比してより切実であるという事態には変わりは

ないから利潤率極大点ではなく利潤極大点の方かえらばれるであろう。大手業
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者の経営では価格の点を仮に無視するとしても、筏費などは比例的経費に入れ

られねばならず最も集約度の低い所に f'(x)= a及び

f' (x) a 
f (x) - ax + b 

の点、があるであろう。更に彼等は操業量も大であるが、支配し管理ーしている深

場は更に大であり、漁場ーは潤沢に存在している。他の漁場構成要素に比して漁

場が充分に潤沢であるときには

f' (x) a 

f (x) ax十

の点で操業か続けられるであろう。手Ij潤系極大点の操業を維持しながら支配す

る漁場のうち用いる漁場を拡大し、他の構成要素が与えるボトノレネックに査る

であろう。

以上の収穫逓減法目lJの作用がもたらす諸関係は農業のそれに類似していると

いえようが根本的に異なる一点が存在している。一湾ー漁場として漁場が存在

している場合はともかく、 JJ1.実における養殖場の漁場の持ち方は各地に漁場を

もっ反問、同一海面中に多くの養殖場の漁場が存在しているという持ち方であ

る。一湾内又は同一海域内における水は常に流動しているのであって、他の養

殖場の「密殖」の程度が自己の養嫡喝の養殖成績に大きな影響を与える。もっ

とも貝の近傍のミクロな生育環境が直接に意味をもっとされているから自己の

養嫡場内での操業が最大の影響をもつことは確かであろう。併し「内部不経

済jの部分の区分は経験的にも甚だ不明確なのである。更に同一海域の内部で

密殖化が進んでおり、且つ自己の漁場がそのうちのごくー少部分にすぎない場

合には、自己の漁場内での独自の養殖量の調整は微弱な程度にしか養殖成績に

影響を与ええないであろう。かかるとき自己の漁場利用の漸次的集約化と関係

海域内全体での漁場利用の集約化Ii:区別されなければならなし、。而して前者の

意味に限定しでも叙上の諸関係は成立つ。 併しそれは不明確な漢としか感じと

れない関係としかならないかも知れない。まずこ限界生産力低下安田が部分的に

しか働かないのであるから、均衡点はより治C殖状態の点において与えられるこ

とになろう。このような関係は関係海域が零細な区画漁場に分割せられていれ

ばいる程、そして平均的に密殖化が進んでいればいる程、更にその中での白己

の漁場部分が小であればある程強く存在すると見られる。この角度からも零細

経営の漁場集約度が最大となり、中小経営がこれに次ぎ、大経営の漁場集約度

が最小となるであろうことが導かれる。現実においてもまた然りである。

第2はこれもまた有機的生産たるに淵源する挿核時期と養殖期間の問題であ
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る。挿核手術をなしうる時期は仕立技術の発達と共に幅広くなり、低水温のた

め生理機能が著るしく低くなる冬期聞を除いて周年に及んでいる。 4月の中匂

頃から11月の中句にかけてである。併しこの聞のいづれの時期でも等しい養殖

成績があげられる訳ではない。 1仕立一養生一核入れ一養生」なる一貫工程を

なすに適期があり、例えば三重県英虞湾の場合だと5月下匂から7月にかけての

時期であり、次いで9月から10月上旬へかけてである。漁場の特性に応じて適

期は異なるがどの漁場にも挿核適期が存在し、これより離れると養殖成績が悪

くなることは経験的にもよく知られている。脱核、しみ珠、きず珠、変形真珠

の出現率が高くなったり、養生中の柴死率が高かったりするのである。併し周

年の平均的作業にもそれに対抗すべき利点が存在する。 i魚繁期として作業が集

中することは人件費や設備費を高め、且つまた危険分散の観点からは避けるべ

きである。また想期的に施術スタップが与えられているときはそのスタップの

大きさから挿核の適期集中の限界が設せられるであろう。漁場的、資本的にそ

れ以上の能力が当該漁場にあるときは適期をはづしても「作業Jをなすのが有

利な場合も存在する。かくして挿核作業の年間配分の問題はこれら集中するこ

との有利性と分散することの有利性並に養殖場の挿核能力 (capacity)を考慮

したうえで利益最大状態を求めるものとして解かれねばならない。

養液場ーを構成する;場合の問題としては漁場と資本に対して施術スタップをど

れだけ設置するやの問題として現われる。適期のみに作業を集中することを前

提とすれば費用において損失を生じ、周年作業主ど前提とすれば売上において損

失を生じる。両者の中聞に適正とみるべき均衡点が存在し、それに応じた施市貯

スタップ装備が適正養殖場(“optimumfarm勺の条件となる。次いで養殖場

の操業の問題としてはーこの場合施術スタップはすでに所与である一作業

適期には施術スタップの能力一極に、 Eえは残業によってそれ以 kに挿核がなさ

れ、更に漁場的、資本的に余力がある;場合には漸次適期から外れた時期におい

て挿核がなされていくであろう。途中漁場的資本的制限がボトノレネックを与え

る場合はそれで打切られるが、漁場的、資本的な受入れ能力が充分であるとき

は限界作業部分の売上が生産費を償なうと見込まれる限り不適期作業が冒され

ていき“marginalrevenue = marginal cost" 1限界収益=限界費用jの点を

もって止められるであろう。養殖期間は施術の前と後双方において問題とな

る。前段は母貝をどの程度前から自己の養殖場に受け入れ自家養成するかであ

る。真珠貝の人工採苗は場所によって異なるが 9-10月頃なされ、採苗された

年の貝を「当年貝」とし、以下年令に即し 12年貝J13年貝J14年貝」という。

この間貝は生長して10匁前後になるのであるが施術に供用しても耐えうる大き

-41ー



さに達したものを「母貝」といい、それに達しないものを「稚貝」という。稚

母貝の取引は 1貰自の価格でなされるが、稚貝と母貝との聞に価格の大差がな

い。 1貫目の貝個数は稚貝の場合500-2，000貝であるし、母貝の場合 150-70

貝であるから、稚貝を購入して自家養成するならば購入費は決定的に節約され

る。併し当然のことながら飼育管理費は負荷せられる。それのみならず養殖場

の諸施設、特に漁場がほ貝養成に割愛せられるため、施術貝の飼育が制限せら

れ、かかる制限がもしなかりせば得られるであろう利益がオポチュニテイ・コ

ストとして計上せられなければならないであろう。逆に漁場が比較的豊高であ

って、資本の制限が強く存在しているときは漁場と資本を必要とすることが少

ない母貝養成に割愛することへの誘引が働らくであろう。而してこのような対

抗的に反対方向に作用する諸作用力は、真珠貝を施術前のどの段階から自家養

成するのが最適であるかについて換言すれば、稚母貝養殖の適正量について均

衡点を与えるであろう 3 後段は施計IJ貝をどれだけの期間養殖して珠に「巻きJ
を与えるかの問題である。 1巻き」の厚薄は真珠の評価と重要なる側面であっ

て、価格にそれは反映される。長期間養殖した厚巻真珠は単価が高くなりその

限りでは期間を長くとることは有利である。併しこの場合も飼育経費を要する

うえ、回転期聞が遅くなり、運転資本を悶定化する度が大となり資本的制約が

著るしくなるうへ、漁場的に制限が強いときは操業量が制限されオポチュニテ

イ・コストがかかる。更に奨死率や脱核不'，'i養殖期聞を民くとればとる程累増

するという関係がある。寄生虫の多い漁場では施術当年揚の場合は、例えば10

-20%の弊死率であるが、 「越もの」の場合は30-409昔、 13年もの」となると

50-60%の弊死が生じる。舞死にまで至らなくとも寄生虫の侵蝕は珠を傷め屑

珠を多からしめる。要するにここにおいても養子直期間の長短に応じて有利化す

る要因が対抗的に働くこ

とになり、適正養殖期間

としての均衡点が存在す

るであろう。

第 3は生産諸要素の良

否の養殖成績に及ぼす作

用である。建物機械器

具、養殖用資材、海事作

業員(技術者を除く)などは規格化されており或は同類であって特に問題はな

い。併し核母貝、漁場、施術用員及び海事技術用員についてはその個々の優劣

に大差があり、価格も大差があり、またそれによる養殖成績にも大差を生じ

冊格 画格

オポチュニテイ
・コスト

亮上

施捕貝葺殖期間

円

L
訓
告



る。生長不良の小さな母員はサイズの大な核の挿入には耐えないうえ、生理的

代謝活動が低く「巻き」も不良であるが、価格は低廉である。併しサイズの小

な核の挿入に大貝を用ちいることはコスト面で高価につくほか「留まり」もよ

くない。母貝の価格は掛目(1貫闘の母貝に何個があるかによって 80掛、 100

掛、 120掛、 140掛という)名手に設定せられるが、掛目の小な母貝程価格は高

く、例えば 80掛の母貝が 2，000円以上の水準にあるとき140掛の母貝は 5-600

円という大差があるのが普通である。それ故1貝当りの価格は更に聞き最高と

最低では数倍もの大差となる。而してこのような母貝の価格差は正確にとはい

えないまでも生産費を反映している。かくして自己の養嫡せんとする珠との

関係から、また母貝の価格との関係から適正母員とは何かが与えられる。漁場

の優劣もまた大きく存在している。漁場の要件は多元的な海洋学的又は海洋生

物学的な諸指標によって「多元的」に与えられるものであるから、漁場の優劣

といってもそれは各次元における優劣であって一元的な規定は出来ない。ますこ

j魚、場が「母貝漁場J1仕立漁場J1基地漁場J1施術貝養成漁場J1化粧巻漁場J

と区分されて用いられているときは用途の側から何をもって優れており、何を

もって劣っているかに差が存在する。これより各養嫡場では持てる漁場のそれ

ぞれの特性、すなわち用途との関連における相対的優勢度又は劣性度を考慮し

て漁場の用途別仕訳を行なうのである。各業者がかくの如く漁場の仕訳を行な

いつつ漁場の入手をなし、養殖場を構成するとして、もっとも要求せられるの

は優れた「化粧巻漁場j次いで「施術貝養成漁場」である。施術貝養成漁場で

は「巻き」の旺盛度と安定度及び寄生虫のすくない点が重視され、化粧巻漁場

はこのうえ更に「色」と「照り」の良否が加わる。 1巻き」について漁場によ

る生産力差は真珠養殖の収益性を決定的に左右する。極端な場合同一程度の

「巻き」を与えるのに「当年ものJでよい場合、 12年もの」であることを要す

る場合、 13年もの」であることを必要とする場合がある。これだけでも巨利と

欠損の差が与えられる。

このほか「巻き」の安定度や「色J1照り jをも加うれば更に漁場の優劣によ

る養殖成綴には大差が生じる。併し理想的な漁場は稀少にしか存在せず、入手

が困難である。施術用員及び海事技術用員の優劣差もまた大である。優秀な核

入れ工と劣等な核入れ工の間には養殖成績に大差が存在する。脱核、しみ珠、

傷珠などの出現王手と単位時間当りの挿核量(ペース)にそれが現われてくる。こ

てれらは「経験J1研究心J1意欲J1根j といった一般的要因によって相当程

度は支配されるが相当程度は生得的な「器用さ」によって支配される。また工

場内の就業組織、養成方法、人間関係の持たわし方、麗傭条件など人事管玉虫の如
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何によっても能率の差は生じるであろう。海事管理の良否は挿核工程の良否以

上に重要であり、且つ挿核工程のように機械的工程となっておらず、海況や貝

の生理或は珠の養成の進行度をみて臨機応変に処置を講じていく必要がある所

から、海事技術員の良否は一層に養殖成績の差を与える。いうまでもなくこれ

らに有能な技術 staffは稀少にしか存在せず、求め難い。

以上母貝、漁場、施術及び海事技術用員はその質的良否によって著るしく養

殖成績を異にし、 1俗、 1台分、 1人(或は1労働日)といった量に一元化される

べき一視同仁祝“identification"をよくなしえない生産要素で、ある。而して

より良質が求められていくに応じてその調達経費は高額となり、戎{rJ:.調達不能

点に達する。調達不可能点に達する以前に費用のIl送貴と効果とが限界収益=限

界費用として均衡する場合もあるし、更に資本の量的制約によって停止させら

れることもある。

第 4はこれらの諸関係が養成する珠のナイズ、或は挿核する核のナイズを異

に示ることによって著るしく呉ってくることである。 j兵揚真珠の耳元引もまた重

量単位に価格設定をすることによって行なわれる。実珠 1個の重量はサイズを

異にすることによってその 3乗に比例する関係で異なる。例えば珠サイズ 1匁

当りイ回数は大略 3附以下100個以上、 4棚30個、 5棚15個、 6側 10個、 7棚6個

8仰 4個、 9鵬 3個、である。もっとも 1貝への挿核個数は母貝の大きさをみ

て考慮せられるため一概にはいえないが、 3 棚以下ならば 6~10個、 4 棚 3 個、

5~6mm2 側、 7 脚以上 1 乃至 2 個と異なってくる。従って浜揚 1 貝当り真珠重

量は莫珠個数程には聞かないが、尚且つサイズを大にするに応じて大となる。

更に 1匁当り価格の点でも、価格は品質の如何によって著るしく異にするため

一概にはいえないが、サイズによってはっきりした差異が存在する。浜揚真珠

から屑珠を除いた商品真珠でみると通常4~5仰を最低としてこれより大珠化す

ればする程、及び小珠化すればする程高くなっている。例えば4~5酬を4~500

円とすると、 6m11lで6~700円、 7 酬で1， OOO~ 1， 500円、 8 仰以上で1， 500~2， OOO

円、逆に 3111111以下で1， OOO~ 1， 500円といった如くである。重量と価格の積、即

わち売上をifE揚貝数で除した浜揚 1員当り売上を「貝まわり」と称し、養殖成

積の指標となっているが、このように「貝まわり Jに換算せられた産出額がサ

イズを異にすることによって知何に異なるかは以上に示す如くである。

他方かかる産出をうるための原価もまた、サイズを異にすることによって非

常に異なる。というよりはサイズを異にすることによって核は勿論、母貝、漁

場、施術及び海事技術用買に対する要求のあり方が、及び挿核時期、養殖期間

漁場集約度に対する要求のあり方が異なって、 1高き「貝まわり」には高き「原
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価」が導かれている。あらゆる業者、あらゆる養嫡場にとって通用する所の絶

対的に有利なサイズなるものは存在しないのであり、各業者、各養殖場の生産

諸条件との関係で相対的に与えられる有利性が存在するのみである。大珠の場

合高き核費を必安ーとするほか、母貝も小さな貝では手術が出来ない。養殖期聞

が長く、投下資本量も大となるから「貝まわり」を大ならしめると共に施術後浜

揚までの楽死率を低からしめて施術 1貝当りの売上を大ならしめなければなら

ない。良質の珠を歩留り高く出現せしめるならば、売とは充分に大(例えば 8

酬で施術1万貝当り商品真珠を1.5貫日実現するならばーこれを「留り」と

いう一単価1， 500円としても225万円の売]二がある)であるため、ほ貝におい

て、漁場において、施術スタップにおいて最良質のものを用ちいるとも、或は

漁場集約度を粗にしようとも、養殖期間を長くとろうとも、それが極端に達せ

ざる限り利益が与えられる。コストの引下げ、よりも寧ろ不良な生産要素を用い

ることによって、或は密殖や]早揚げによって良質の珠が歩留り高く得られない

ことが警戒せられるのである。これに対し小珠にあっては良質の珠を歩留り高

く出現せしめても売上は遥かに小となる。 5酬は施市FiIl万貝当り「留り J0.85 

貫目、価格400円として 34万円以上の売上があればまず満足すべき養殖成績で

あるが、これに如何に良質の生産要素を投入し、また粗殖にし、養殖期間を長

くとろうとも40万円以上の売上にすることはまず困難である。併し他方供用す

る母貝は大貝であるを要せず、挿核ののち一応の商品真珠たらしめるに必要な

「巻き」は比較的薄くともよい。 6月1日以前の施術によるものならば「当年

もの」で浜揚することが出来る。生産力の低い漁場でも越物にすれば充分であ

る。養殖密度の点でも密殖の影響をラけることが比較的すくない。挿核もこれ

よりサイズを落すと困難化が著るしくなるが、 5~6酬という所が最も容易であ

り、核入工ならば設でも核入れの能力をもっている。かくして、小珠を養殖す

るうえの経済の要諦は良質の生産要素を投入し、或は漁場集約度、養殖期間、

挿核時期などで良質の珠を指向するよりは珠の品質をさほど引下げない範間内

で可及的に低ゴストの操業を試みることである。以上の表現には大珠生産と小

珠生産の経済的性格の差を際立たLめるためにとった若干の誇張がある。大味

といえども費用を無視して生産技術をあまりにも高価な体系に組立てることは

勿論、経済的に合理的でない。また小珠といえども費用節減が過度となって粗

製濫造に陥いるのも同様経済的に合理的でない。

すでにみてきたように良質の生産要素を求めるにしても養殖期聞を長期にと

るにしても、漁場利用を粗放にするにしても、それはその程度を高めるにつれ

てコストを大ならしめる。これを貨幣的次元であるコストに一元化して横軸に
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とり、従事自に売上をとるならば綜合的な意味でのコストに応じた売上の曲線が

描け、その形態は当初逓増、のち逓減という形をとるであろう。市して原点よ

りの切線を引いた勾配が利潤率極大

(C) 

点を与え、これに応じた生産技術が

大珠 経済的に合理的な技術であるといえ

るのである。(勿論そのゴストの内

的配分関係は限界生産物の価値が均

等となっている必要がある。)而し

て大珠と小珠とではその技術的性質

からかかる利潤率極大点が非常に異

り、大珠の場合コスト高き所に、小

珠の場合コスト低き所に存在すると

いうことがいいうるのである。もっ

ともどの程度に高き所に存在し、ど

の程度に低き所に存在するかを示す

売上曲線の形状は各養殖場の生産諸

条件や経営者の能力によって異なっ

てくる。良質の漁場をもち、資本に

おいても挿核スタップにおいても大

珠生産を有利ならしめる諸条件を備

えている養殖場では大珠、中珠、小

珠3者の関係は別関 (A)の如き関係

となるであろう。生産諸条件におい

て中佼である養殖場の場合は別図

(B)の如き関係が、生産諸条件にお

いて最も不利な養嫡場においては別

図(C)の如き関係が想定せられる。

この関係は生産する珠に関し地域的

階層的「専門化」“specialization"

を導びく根拠となっている。

突虞湾、的失j号、五ケ所湾を主体とする三重県漁場の多くは、その養殖海域

一円が甚だしい密殖状態、になっており、この一事からだけでも「大珠を生産す

ることを前提とした漁場環境は劣悪となっている。これに対し西日本各地に散

在している漁場は密殖化している漁場といわれる漁場といえども三重県漁場ほ
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どには著るしくはなく、また水温的に悪まれているからして「大珠生産を前提

とした漁場環境Jは相対的に良好となっている。前者に小→中珠生産が主とし

て立地され、後者に中→大珠生産が立地されているのは偶然ではなく、漁場の

条件に照応した合理的な選択の所産である。階層的には大業者の養殖場は全国

的にJZく漁場を占有していて漁場的に優越せる地伎を硲保しているのに対し、

零細業者の漁場条件は概して一著るしく劣っているという関係がある。このほか

更に漁場の賀的な差を考慮の外におくとしても漁場と資本に対する労働力の間

の量的な関係がある。大手業者の場合労働力に対する漁場と資本の割合が大で

あり、生業的漁民業者の経営では漁場と資本に対する労働力、特:に無償の家族

労働力の割合が大である。このことと大珠、小珠の特性とが関連する。大珠が

施術後の養嫡期間が長いということは挿核と浜揚の労働が相対的に小であるこ

とを意味するから、他の条件において等しいとすれば大珠生産は漁場と資本に

対する労働力の小な規模大なる経営に適合的であり、小珠生産は漁場と資本に

対する労働力の大なる零細業者に適合的なのである。この関係から大規模な経

営では中→大珠生!主に主力がおかれ、小規模な経営では小一歩中珠生産に主力が

おかれているコ

叙上の諸関係を指摘するに当って、最後に注意、を喚起しておくべき重要な一

点がある。この点を着過するならば冥珠養殖の生産過程K内在するあらゆる関

係と法則性は瓦解して、一見したところ無関係無法則の如くみえるのである。

それはすでに述べたところであるが「真珠養姐における生産の成果の不安定住

と不確実性」の問題である。挿核せられた施術貝からはまず楽死を通して、次

いで脱核を通して、吏に「乙/ラ、 ドクズ」の出現を通して歩減りせしめられた

浜揚真珠がえられる。この浜揚哀珠から花珠、胴珠、すそ珠がそれぞれ何%づ

っか取れる。而して搾死にしても、脱核にしても「乙/ラ、ドクズ」の出現にし

ても人為的コントロールによって白白に操作出来る余地は未だ甚だ小なのであ

るO 近年のこの方聞の生物学的、水産海洋学的研究は著るしく進んではいる

が、養殖の実際においてはまだまだ自然の盗、意的ともいえる複雑な諸関係の中

に埋没している部分が大である。花珠、胴珠、すそ珠の出現の割合にしても然

りである。それは技術、漁場、水温、比重などの情況に応じて確率的に出現し

てくるにすぎない。確率的に出現することは他の生物を対象とした有機的生産

の場合も同じであるが、真珠生産の場合確率密度の分布が最頻値河辺への集中

率が小であって「ばらつき」が甚だ大のである。一定の養殖条件(養殖場)の

もとで一定の技術をもって養殖をなすときでも、それぞれ全たく独立ではない

としても確率的事象「奨死率J¥脱核率J¥νラ、 ドクズの出現率J1花、胴、
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すそ珠の出現比率Jが相乗的に重ね合はせられるために、またそのそれぞれの

出現率の「ばらつきJが決して小でないため、製品たる真珠の量と質の「ばら

つきJは大であり、従って量と質の積である商品価値の「ばらつき」も一層大

である。「努死率JI脱核率JIνラ、 ドクズの出現率JIすそ珠の出現比率」そ

れぞれはさほど高くないところで機率密度が最大となり、偏った 2項分布をな

す。そして海況の安定性の高い漁場であればある程、また海中や母貝のなかに

潜入してきている寄生虫(ポリキーター)がすくなければすくない程、更に挿

核と海事の技術がすぐれていればいるほど、宅管殖がなされておらず貝の生育環

境が良好であればある程確率密度の歩減り低き方向への偏たよりは大となって

いる。また養殖する珠のサイズが小であればある程、同じことがいえる。この

ような場合には成果の「ばらつき」もまた比較的小であるのが普通であって、

比較的予定通りの量と質をもった真珠を揚げることが出米る。逆に海況の不安

定な漁場を用ちい、虫のついたほ貝を用ちい、挿核と海事の技術が拙劣であ

り、密嫡をなし、且つ大珠化を進めていればいる程確率窮度は歩減り高き方向

に重心を移す。この場合は養殖成果の「ばらつき」も大であり、予定が不実現

となる可能性が大となる。

以上の養殖成績の確率的実現は養殖成績を「養殖ロット」毎に吟味するとき

端的に現われる。 I養殖ロット」毎にみていくときすでに述べた収穫逓減関係

にしても、挿核時期による養殖成績の差にしても、養殖期間のとり方と養殖成

績との関係にしても、母貝、漁場、労働力の質の養殖成績への反映にしても、

また珠サイズ別のこれら諸関係の差にしても、それほど規則正しい現われかた

は実際上期待出来ない。例外が非常に多いことが目立つのである。併し多数の

ロットをもって分析すれば傾向としてこれら諸関係は現われきたるのであり、

真珠貝と莫珠に関する生物学的研究結果からも裏付けられるのである。従って

法則性は確かに存在するのであり、且つ養娘業者の操業計画はかかる法目IJ性に

基いて最適“optimum"をうるが如くもつことが試みられているのである。た

だ計画された養殖の成果は「養殖ロット J毎にみる限り、それ程規則的に実現

されるものでなく、幅広く最頻値周辺を「ばらつき」ながら実現されるにすぎ

ない。一つの経営は数多くの「養嫡ロット」をもっている。零細経営では数塊

であるが中規模以 f二の経営では数十塊の「養殖ロット」をもっ。これらの養殖

ロットそれぞれはその養殖過程における微妙な環境からあるものは期待以上

に、あるものは期待以下に現われ、全体としての養殖成果は一年々の変動は

大きいにもせよー尚ロット毎の養殖成績の差に比すれば平均化されてくる。

零細な経営ではーか所又は二か所の漁場で数ロットしか経営'しないという意味
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では平均化がなされる程度小であるといえるが、他国養殖する珠サイズも小で

あってロット自身の不安定度は小である。規模が大となるにつれて反対の関係

が進む。このように経営全体としては平均化せられるにせよ、尚それは不安定

性、不機実性の除去には程遠く、年々の経営成果は一価格関係の不変を前提

としても一大きく振動するのである。そこには「当たり jが結くという幸運

に至ることもあるし、他面「失敗」が続くという不運に遵遇することもある。

また珠サイズの選択や養殖方法、漁場、従業員の選択にしても不安定、不確実

度は大であるが、順調な推移があれば利益が大であるという操業計画と安定、

路実度は大であるが、順調な推移あるも利益が小であるという操業計画のどち

らにすべきかという問題がある。 Knightのいう「危険、不雌実性と利潤の大

きさとの関係Jが真珠養殖の場合他産業におけるよりも一天然漁獲資源の採

捕漁業よりはそうでないが一大であるといえる。真珠養始業にあっては他産

業に比して利潤率i笥き状態にあるのが均衡論的には常態であるということ、及

び、さきに述べた様々な観点からの「限界収益 2 限界費用」なる利潤幌大点は

一歩控えられて今すこし利潤王手を高めた点で操業されるのが均衡論的には常態

であることが配慮せられなければならない。

第3項経営規模の内部経済に及ぼす影響

前項での考察の中にも経営の規模を異にすることによって養殖場の適正なる

構成と操業が如何に異なるかについて若干ふれるところがあった。だがそれは

労働に比して資本が充分に潤沢に確保せられており、 j魚鳴においても良質の漁

場が充分に広く占有されているという優越せる生産条件をもっ経営ともたざる

経営との間の養殖場の構成と操業の差異として示されたものである。規模が大

であるということそれ自身の所産ではない。経営規模の拡大は常に何等かの点

で小規模に比して優越した生産条件の確保を目指しているがそれは必らずしも

常にすべての点で有利な方向ではない。そこで規模の?広大によって有利化する

側面と因雑化する側面とを改めて検討しておく必要がある。

生産能率に対する規模の拡大又は縮少の影響はまず作業分業においてみられ

る。分業は最初挿核過程と海事過程の分化として生じ、次いで挿核過程では核

入れ、ピース切り、貝立、栓差の分化が、海事過穏では仕立、養生管玉虫と他の

海事管理の聞の分化が生じる。このような分業化はいうまでもなく規模の拡大

と共に成立しうるようになる。生業的漁家経営(零細経営)の場合は挿核と海

事の分化すら充分には生じておらず、経営者とその家族が両方の仕事を併わせ

行っている。 30~50台程度の規模になると挿核海事の人的分化はほぼなされて

いるが、尚この段階ではそれ以上の細分化はなされず、例えば挿核は「白己主回
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胞で行なわれている。これに対し大経営にあっては上記の如き諸工程に対し、

人的分化(専門化)がなされており、且つ~~た庶務、会計、仕入れなど営業部

門が分業化している。分業化が能率に結合することは真珠養殖業においても敢

て例外ではない。併し真珠養殖業の場合他の農林漁業と同様に工業におけるが

如き分業化が飛躍的に高能率に結びつくことはない。すくなくとも Adam

Smithがピンの製造に関して指摘した如き分業の効果はない。何割かの節約が

なされる程度である。挿核と海事の問では、挿核においてより多く分業の利益

が開発される。挿核は工場内での麗内作業で製造工業の生産過程と類似したと

ころがあり、就業の統制も容易であって分業体制をとり流れ作業を組織するに

適している。これに対し、海事作業は変転する海況と貝の生活との関係を綜合

的に把握してなされるべき処置や操業を判断せねばならず、細部lz:.i度る仕事の

分担はなされるとしても、その都度都度の海事主任の指示によってなされるも

のであって機械的な分業組織の編成は意味がない。生産する珠のサイズが同じ

場合でも大規模と小規模の聞には相対的に挿核労働費は大規模において小であ

り、海事労働費は小規模において小であるという事態の存在するのは、上記の

事情を反映するものである。併し大規模化は場合によってはこのような分業の

利益を相殺してしまうのみか逆に不利益ならしめる事態を生起せしめることが

ある。真珠養殖業では生産活動の季節性は第 1次産業のなかでは特に著るしい

わけではないが矢張り大である。冬期の休業期聞は除き作業期間中に視野を限

定するとしても相当な漁繁期と漁閑期が存在する。他方必要な労働力は技術を

もった専門的労働力と貝掃除用員や雑役)百員など臨時作業員でも充分な労働力

とがある。かくして常時労働力の確保は専門的労働力を主体とした程度に止め

披等を単純な作業にも流用し、漁間期の作業はこれをもって充当し、漁繁期には

必要に応じて臨時作業員を入れるという形態がもっとも安価につくであろう。

小規模、零細経営では家族労働を主体とし情況に応じて労働の作業別配分が白

山であるうえかかる臨時労働を入れるとしても小人数で充分なため家族親類、

知人の主婦を「特に頼んで」就業させることが出来るためこの低コストの形態

をとることが出来る。併し大経営では必要とされる労働力の数が大であるた

め、かような縁故による動員はなすをえず、労働市場の事情が臨時労働の任意

の調達をよくなしえないときは彼等を常傭労働者として周年雇傭しなければな

らない。また人的な職務区分が確立されてくればくる程他の作業への流用が困

難となり「不稼動状態」が発生し易すく高コストを導びく原悶となるであろ

う。

次に大規模化は漁場の利用配分を能率化させる。あらゆる養殖場で「母貝養
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成漁場JI仕立漁場J，-基地漁場JI施術員養成漁場JI仕上げ漁場jが必要であ

り、それぞれにおいて要求される性質が異なることはすでに述べた。 1か所に

しか漁場をもたない零細業者の場合はそれを各目的に使いわけねばならず、そ
/ 

の各自的に対し或る点では過分であったり、或る点では不足していたりする。

もし大規模化が同一海聞でなされるならば特に漁場を区分することによる有利

性は発生しない。併し現実には規模拡大は基地近傍では困難で、恰も我国小農民

が圃場を各地に散在させてもつ如く入手の「出来る」所で入手し集積しなければ

なしえない場合が多い。例えば三重県の突虞湾に基地をもち、母貝養成漁場を

和歌山県太地浦に、施術貝養成仕上げ漁場を鳥羽湾に 1か所、瀬戸内海に 2か

所といった持たれかたとなる。かかるとき漁場それぞれのもてる生産力は相対

的有利性の原則に即して発揮せしめられるから、全体として高き生産力を発揮

することが出来る。この漁場の利用配分の能率化という側面は規模拡大への最

も重要な動因であって、さきに述べた分業の経済性よりも遥かに大きい意義を

もっている。併しこの場合においても反対の作用力は存在する。基地からの距

離の遠隔化をそれは伴なうからである。地先漁場で小規模に養殖をなしている

時は移動に要する経費、歩減り、或は時間の無駄は生じない。規模を拡大すれ

ばそれが生じる。更に県外の如く遠隔地に漁場をもっ場合、現地に人を派遣

し、定住させて管理を委せねばならない。現地の貝管理受託業者に「預け貝J

をなす形態をとるときには管理原価よりも相当に高い「預かり料」を支払われ

なければならない。それのみではない。遠隔地に貝を飼うことは、その海事管

理ュは充分性を期すことは困難となる。昭和40年度の瀬戸内海における三重県業

者の養殖成績は惨たんたる結果に終った。異常海況の結果である。けれども業

者により被害の程度に大きな差があり、情況に応じ最善の管理をなした業者の

成績は悪いといっても尚相当の成績をあげている。置き捨てにした者の成績が

特に思く、海事管理の疎略化が悪い成績をもたらすことを実~i!:するものであっ

た。かくの如く餌育地の遠隔化は海事管理の疎[格化を通じて危険率を高める傾

向が存在している。加えて地元以外に広ま漁場を占有することは進出先の村、

部落、 i魚、協などに対する「諸掛り J~累増せしめ、該地のボスを仕事をしない

有給社員として過しなければならない場合もある。

設備の効率的利用という点は多くの産業において大規模を決定的に有利とす

る重要な側面をなしている。併し真珠養殖業にあってはあまり重要ではない。

筏、錨、ワイヤ、養殖かご、吊線などは、規模と操業度に比例して必要とさ

れ、養殖地点の地勢的条件の影響はうけるが規模の拡大によって節約しうるも

のではない。作業場やコールターノレ染揚施設、さんばしなどは節約となるとは
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いえ、さしたる経費項目ではない。問題になるとすれば船舶である。基地と筏

浮設地と部落の聞の労働力又は資材、貝の移動が敏速且つ能率的に行なわれる

ことは、時間の節約においてまた適切な情況における適切な処置という点にお

いて生産能率を決する重要な問題点となる。そして大型、高速の船であればあ

る程移動の能率は高い。貝の仕入れや遠隔地の漁場への運搬も運送業者に発詑

するよりは自己船によって出来るのならば様々の点で能率的であり、且つ運送

費も節約になる。併し建造費は 1トン5-6馬力の船ならば数10万円で1斉むが、

5-9トン30-40馬カの船になると数百万円もかかる。且つ年々のと架料、修繕

料においても大去がある。哀珠養殖においては外海漁船漁業の如く堅牢且つ高

性能の船舶は要求されないが尚その維持吏新費が高額である点は同じである。

船舶費が個々の頁に間接費 overheadcost として割当てられるとすれば、

取扱量のすくない小経営で、は割高となり、大型高速の船を所有することは出米

ない。それは規模大なる経営の利点となる。併しこの効果は過大視されるべき

ではない。移動の距離はすでに漁場の散在的拡大として述べた如く、規模広大

によって比例以上の率で伸び、相対的に小経営は大型高速船の必要度が小であ

り、大経営は大て、あるという関係がある。この関係から利点は大幅に緩和さ

れ、大経営にそれ程大きな優越性を与えない。

以上総体的にみて設備の効率に関する大規模の優越性はさほど大きいもので

はない。のみならず経営主白身が直接管湿している場合と雇傭者が管理してい

る場合とでは、更新や修繕が前者において小、後者において六である事態もな

くはない。更にかかる回定資産の維持、更新費自体が全体経営費のなかできほ

ど大きな比重をもっていない。

上記は生産能率と規模との「直接的」関係であるO 視野をこれのみに限定し

てはならない。まず経営体の管玉虫運営は経営主が 1人ですべてを「取仕切る」

ことを前提とするならば、規模の拡大と共に困難化が著るしくなる。真珠養殖

の場合生産工程はすでに様々な角度からみてきたように[情況に応じた応変の

判断と処置」が要求される有機的生産であるから、機械的生産の如く大規模且

つ単純な生産管盟をなすことは出米ない。漁場の配置様成が複雑となり、従業

員に熟練、非熟練、それに得意、不得意の別があり、それに応じてサイズ別挿

核時期別の養嫡のスケジューノレが複雑に展開することは規模拡大と共に不可避

である。操業計画の樹立にしても損益分岐点分析の如き単純な方法ではよくな

しえないのであって、多元的な配慮、のもとに例えば線型計画法による問題解決

の操作過程の如き複雑な配慮が必要とされる。しかも海況の変化に応じて綜合

視点から常に最善の計画i変更と処置を講じていかなければならない。
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更に年々の損益を冷静に把握すること白身が困難イじする。母貝として、 2:ij三

もの、 3年ものの施術貝として仕掛資産が繰入れられ、繰越される。それは貝

のそれぞれの経歴lz:.l!jlし5，000-20，000程度のロットを構成しているが、ロッ

ト数が規模を大にするにつれて大となり、中規模の経営でも数10に達する。

かかる形態での資産が哀珠養殖業体の資産肉容の主体をなし、年間の売とも

しくはそれ以上の窓!に達する。それ故にかかる仕掛資産を如何に評価するか

によって損益に大差を生じ、且つこれを客観的になさないと白己の経営が財務

的に如何なる状態にあるかわからない。 上記ロット数の大な大経営ではかかる

客観的評価把握を常になしていること白身が甚だ容易でない。また同じ事情か

ら経営損益と貨幣収支との問のi食違いが一年々の操業計画が安定していると

きは大きなl喰違いはないが一大きく生じる合が多い。このような

者は損益と共に[資金繰り」においても破たんを生ぜしめてはならない。概略

かくの如き諸側面において規模拡大は告3理運営を仮綜化する。これに対し

運営を弛緩させ「ずさんJな管理をなすならば、それによって引起される損失

もまた真昧養殖業では特に甚だ大である。真珠養猶業の収益'1*1:をメ【する諸要

因のうち最大の決定的要因は良質漁場の確保でもなく、最良の技術員のlii阿呆で

もなく、勿論設備でもなく、労働力、漁場、資本の無駄のない利用と資本財の細

部の点における節約である。換言すれば「管理能率」“manegerialefficiency" 

の確保である。併しこの関係だけから大規模化の不利'1'1:を早断されてはならな

い。規模を大にすればl明らかに管理能率の確保は困難化する。だが経営者 1人

がすべての管理をなす必要はなく「管理的分業」“manegerialdivision of 

labor"によってこれを克服することが出来る。とはいえ近代産業にみられる

如き管理体制(lineand staff organization， 権限の委譲と責任の賦謀、

的な課業、監督の範囲、統制の手段などの設定などを含む)は真珠養鎚業では

大経営でも国民経済的観点にたてば[中小企業jの域を出るものではないとい

う理性iから、それ程効果的にもちこめるわけではない。またさきに作業分業の

ところで述べた如く、作業ですら作業化が困難な産業にして「管理的分業」を

細部に渡つてなすことは一層困難である。かくして精密機械の如く複雑に組織

された経営体の高度な管理能率の発揮に関する展望は乏しい。経営管理近代化

の三原則、標準化原則、計画化原則、統制原則が管理能率上昇のための方向で

あることが明らかであればある税「管沼的分業jは有用であろう。真珠養殖業

においてもこの三原則が重要でないとはいえない。

すでに述べたように他の沿岸(漁船)漁業に比すれば真珠養殖業は造かにこ

の点で近代化適合的である。併し機械的生産を業務とする工作所の如きとは著
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るしく距離がある。標準計画統制の「硬直化したJ運用は重大な損失の原因と

なるものである。併しともかく中小企業といっても、例えば 1，000台以上も経

営する業者ならば或程度にかくの如き管理体制を構成することが出来る。この

よううな規模に達するまでに問題がある。 30台までの養殖規模ならば管理能率

の確保にさした問題はないであろう。 30台以上になると管理能率の確保は徐々

に国難化する。併しそれは経営者の「能力」によって異なり「能力jの高い人

ならば 150-200台、或はそれ以上でも経営の詳細をすべて頭に入れて一切を

「取仕切る」ことが出来る。またこの程度の段階から原始的な程度にもせよ

“manegerial division of labor" i労働力の管理配分」をもちこむに足る附加

価値の生産が生じるようになり、 500-1，000台程度より「組織で動かすことの

能率が顕著になる如く観察される。これらの事情は断言出来るに足るだけの資

料が整備されておらず、また地域により、養殖場の構成により異ってくるもので

はあるが、或程度の実証はのちになすであろう。併し規模を漸次的に拡大してい

くことによって、その途上に管理運営の最困難点が存在するであろうことは確

かである。 E.A .G. Robinsonのいう「最悪規模の企業」“Pessimumfirm" 

がこれにあたる。

最後に今迄意識的に除外してきた一点を加えておく。規模の拡大の効果には

経営者の主体的条件が大きな影響を与える。自己資本を多額にもつもの、及び良

質漁場漁業権の入手を容易になしうるものと然らざるものとの差は大である。

現実に規模拡大は良質の仕上け‘漁場を求めて行なわれる場合が多く、それは生

産する珠のサイズアップと結合してなされている。この場合目論まれているの

はゴストの低減で1まなくして売との増加である。この関係についてもすでに前

壊において述べた。ところで筏材、養殖かご、船舶などは小量ずつ調達するよ

りは大量に調達した方が交易条件は有利化するであろう。併し大珠生産に必要

な母貝、漁場、労働力は法文に応じ任意に生産を拡大しうるものではなく、広

範に小量づっ探し求め集積しなければならない。而して新規にかかる方向で規

模を拡大せんとするものは他業者が従前用いていたものを「奪取」するか、又

は今まで真珠養殖に)1国染のなかった地域を開発し新しく漁場を設定し、周辺漁

民に母貝養殖を奨励し、技術員を「養成」するかしなければならない。いづれ

にしても他よりも高きコストが要求される。而してそれをなす場合(1)現在まで

の経営成績が良好で「当り Jが続いた者が一層の「階段」“ladder" の向上を

目指して行なわれる場合、 (2)経営が不振を続け、或は現在の所得では国民生活

水準の向上に適応し難いため、打開の方策として行なわれる場合がある。前者

の場合自己資本が豊富であり、財務内容の悪化を伴なうことなく一行過ぎの
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場合は別として一進めうるが、後者の場合財務内容の一時的な「極端な感

化」を覚悟のうえで、或は銀行の歩積み資金を用ちい、!ltは個人からの高利資

金を用いてそれをなそうとするのである。後者の場合、財務的不健全、高原価

と危険の増大とが 3重に重なり合って経営経済的に非常に危険な状態にたち至

る。(サイズ・アップは養殖期間の延伸を伴うが、これに対し異常海況の発生

頻度が確率的に与えられているとすれば貝 1ロットが義殖期間中にこれに直面

する頗度は当然高くなる。)また(1)未開発な養殖適地の大な地域で行なわれる

;場合と、 (2)三重県の如き漁場新規取得の余地の全たくない地域の業者によって

行なわれる場合がある。前者の場合はともかく、後;者の上~Î合は遠隔地への進出

によってのみ可能であり、この点からも高コストと危険の鴻大(遠距離愉送の

危険、 f百;毘不充分による危険)が 2重に作用する。更に遠距離輸送や遠隔地で

あるための管理不充分を避けるため行なわれる地域開発方式は大手又はこれに

準じた大業者にして始めて可能であり、中小業者の場合は常漁場又は「預け

貝」方式で進出しなければならない。この場合経営の漁場的基繋は不安定なも

のとなる。このように規模拡大は或る場合(この方がケースとしては圧倒的に

多い)には危険性、不安定性を著るしくたかめるこの危険性、不安定性に対し

現実の災害や価格変動の波が衝突する。その結果分解と淘汰の過程が生じる。

これまでの考察を総合化すれば明らかな如く、哀珠養子直業における階層分解は

単に規模のより大なるもののより小なるものへの生産条件の優越性といった簡

単な事態関連から出てくるものではない。 15台未満といった最零細階層は現代

社会で「自立」するには規模が小でありすぎるという王町主から規模拡大への性

向をもっ膨大な予備軍である。彼等は没落し潟、J喜一を日月渡そうとするものがあれ

ば直ちにこれに群がり来って分割し尽そうとする。彼等自身失敗L廃業するも

のもあり、この段階で早くも箭作用が加えられ、彼等の名儀的な経営規模はとも

かく実際上の経営規模は全体として拡大されつつある。彼等の外部経済環境が

経営の成長をうながしている限り不断に規模の拡大が要求される。これ以上の

準零細階層にあっても同様である。市して規模拡大がすでに述べた如く高原価

をもたらし売主中の附加価値部分の割合を引下げる場合が生じることがあり、

附加価値中の業者所得部分の割合の低下と結合するに及んで一層に規模拡大へ

の要請が生じる。しかるにそれが中上層階層での規模拡大にまで進むに及び、

上記した二つの途の区別が漸次的に明瞭となり、且つまた危険性と不安定性が

上昇ーするに及んで分解と淘汰の過程は一層に激しく展開される。すべてが順調

に進行し或る程度以上の大規模化をとげれば再たび安定化が進むが、それまで

に到達するものは殆んどない。この間没落せるものの漁場は分解され零細から
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大規模へ向けて累階的に分けられていく一この関係は漁場の如何により、事

情の如何によって大きく異なる一如くみられる。かくの如き土地(漁場)移

動のサイクノレの所産しとて現在あるが如き著るしく「先帝国り」のピラミッド状

階!再構成の再生産が行なわれる。但しこれは三重県の場合で且つ多分に模型化

した表現であることに注意されたい。生産の動態過程についてはのちに述べ

る。

第4項 価格変化と真珠供給との内部経済的関係

以上我々は真珠養殖業における内部経済関係のありかたを述べきたった。で

は市場経済秩序のもとで、このような内部経済関係は如何なる「供給jをなざ

しめるか。換言すれば真珠供給の静態的機構は何か。供給量は価格の函数とし

て増減するといわれる。 “A rise in price tends， sooner or later， to increase 

supply. Conversely a fall in price telds. sooner or later， to decrease 

supply." (Henderson， Supply and Demand) i価格Il驚貴傾向は遅かれ早かれ

供給量を増加させる逆に価格下港傾向は、遅かれ早かれ、供給量を低ドさせ

る」その根拠ば迫加生産1単位量当りの原価が生産量を大にするに応じて増加し

ていき、且っその限界生産物の原価が価絡と一致するまさにその点まで生産が

行なわれ、且つ販売される状態において利益が最大になるという想定にある。

問題は限界生産物の原価逓増関係が真珠生産の実態に即して妥当ならば、上記

価格と{共給の関係は冥珠の場合にも例外でなく、価格の動きが生産と供給をど

のように導びくかを示すであろう。

個別経営の内部経済機構から導かれる生産物価格の刺戟に対する生産量の反

作用はこれまでの検討からすでに示されている。経営規模や養嫡:l;%}の構造を所

与とした短期の局面においては生産量の増大は施術量の増大、珠のサイズの変

更、餐嫡期間の短縮によってはかることが出米るO 養嫡する珠のサイズ構成と

養子直期聞を一定として施術量の増大をはかるならば規模を所与とする限り密殖

化を不可避とする。密，'11直化はすで1亡ー述べた収穫逓減法員rJの支配をうけ、生産さ

れるべき珠の品質は低下する。従って密錨化が成る程度以上進行するや浜揚珠

のうち商品真珠の割合もまた低下し、商品真珠で測定せられた生産量は逓滅的

にしか増大しえず、やがては減少するに至る。減少をもたらす程の過密は論外

としても、それ迄の段階ではすでに述べた如く、利益極大をもたらす適正養殖

密度が存在する。而してこの適正養殖度は与えられた価格の下でどこまで密殖

イじという条件の悪化を冒かすのが有利であるかを示しており、価格が変化すれ

ば当然に変化する。真珠の価格が上昇すれば、而して生産要素の価格が不変な

らば経済学均衡強論の教える所に従って密嫡化を導びく。また真珠の真珠価格
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の変化が品質別価格格差を縮めるように動くときと格差を拡大するように動く

ときとでは異ってくる。価格水準に変化がなく品質別価格格差が縮小すれば、

それは密殖化を導びき低品質の真珠の大量生産をもたらし、格差が拡大せられ

るならば、それは粗殖化を導びき高品質の真珠の小量の生産をもたらす。養殖

する珠のサイズと養殖期間と養殖密度は実は別個に独立に操作される生産要因

ではない。併し養殖期間と養殖密度を一定として珠のサイズアップを試みるな

らば浜揚珠のうち商品真珠の割合は低下し、大珠の「重量が重い」及び「価格

が高い」という有利性は徐々に失われ、与えられた養殖期間と養殖密度に対し

もっとも有利な珠のサイズに至る。問題は価格の刺戟がサイズの採用をいかに

移動させるかであるが、珠のサイズ別、品質別の価格格差には変化がないとこ

ろの一様な価格の騰落は養殖場の事情によりサイズアップをも、サイズの切下

げをももたらす場合があり、一概に推論を下だすことは出来ない。ただ品質別

価格格差が縮少する如く価格が変化すればサイズアップを有利とする如く、生

産均衡点は移動し、品質別価格格差が拡大する如く価格が変化すればサイズの

切下げを有利とする如く生産均衡点は移動するであろう。サイズ別、の品質別

の価格格差がそれぞれ異って変化する場合は、その情況に応じた複雑な生産均

衡点の移動が生じることは敢ていうまでもない。要するに珠サイズの変更に対

する価格の刺戟の作用はごく特殊な場合を除いて}般的な呈示をなすことは出

来ず、場合場合における検討を倹つほかはない。養殖期間の短縮が珠サイズ構

成と養殖密度一定の下で行なわれるならば、一方では回転期聞が短縮せられた

だけ施術量の増加と奨死率の低下がもたらされ、浜揚冥珠量は増大するが、他

方これと逆比例して粗悪うすまき真珠が大量に出現することになり、商品真珠

の割合は低下する。これより一定の価格水準と品質別価格格差に応じた均衡養

殖期間が与えられる。価格の変化がこの均衡養殖期間を如何に移動せしめるか

についても一概にはいえないが品質別価格格差の縮少は養殖期間を短縮する方

向に均衡点を移動させ、格差の拡大は養殖期聞を延伸する方向に均衡点を移動

させるであろうことは明らかである。まずこ挿核以前の段階の養殖期間、すなわ

ち使用する母貝をいかほと稚貝に近い段階から飼うかについての均衡点は一方

における母貝費の節約と、他方におけるこれを施術貝飼育に用いることの利益

との比較から与えられるが、この均衝点は母貝価格を所与とすれば真珠価格の

変化に応じて変化する。真珠価格が騰貴すれば母貝養殖期聞を盟結させ、下落

すれば母員養殖期間を延伸させるよう作用するであろう。

このほか「挿核の時期Ji使用母員の質Ji使用漁場の質Ji使用労働力の質」

もまた短期の変更操作が可能ならばこれを変更することにより生産物の質と量

-57ー



に相当の影響を与えることが出来、その適正状態“optimum"は他を一定とす

れば生産物価格と、それぞれの要素の価格又はオポチコニティ・コストとの関

係から与えられるから、冥珠価格のサイズ別品質別の変化は生産均衝点の移動

を導びくであろう。以上我々は「分析的」に各“factor"につき真珠価の変化

がもたらす生産均衡点の移動の一端を示した。併し現実には珠サイズ、養殖密

度、養殖期間、挿核時期、母貝、漁場、労働力などはすべて相関連させられな

がら最適経営“optimumfirm"を形成しており、価格の変化もまたこの関連

性のなかで均衡点の移動を導びくのである。

かかる関連性のなかでの均衡点の移動は複雑であるが、まず生産されるべき

珠のサイズと品質とを所与としてみると、この場合密殖化、養殖期間の短縮は

「背反関係」となり価格の刺戟が生産量をどう動かすかはわからない。ただ密

殖化又は養殖期間の短縮は或程度良い母貝、良い漁場、良い労働力などへの切

換えによって補われ、生産量の増加が品賀を蓄すことなく外部への支払経費の

増額によってはかることが出来る。この関係のみからすれば追加生産 1単校の

迫力日原価は上昇ーし、経済学均衡理論の教える所に従って価格の騰落に応じて生

産量は増減することになる。生産さるべき珠のサイズと品質の変更を許容すれ

ば、次の三つの関係が指摘できる。 (1)サイズ別品質別の価格格差に変化がな

く、すべての価格が一様に騰落するならば上記の関係に加へて密殖化が進み、

生産物の質的低下を含みながらも生産量は価格に応じて増減するであろう。

(2)品質別の価格格差が縮少するなら密嫡化又は養殖期間の短縮又はサイズア

ップが進み、生産物の質は低下するが生産量は増大するであろう。価格格走が

拡大するならば反対の作用が与えられ、生産物の質は高まるが生産量eは減少す

るであろう。 (3)サイズ別価格格主主が縮少すれば小サイズの珠の生産が増大し、

大サイズの珠の生産が減少し、格差・が拡大すれば反対の作用が与えられるであ

ろうむ品質別価格格差が縮小すれば且つサイズ別価格格差が拡大すれば生産の

大珠への変更はもっともよく進み、且つ生産量は最大の増加をみるであろう。

品賞加価格格差が拡大されればサイズアップの動きは制限をうけるほか生産量

はもっともよく減少するであろう。品質別価格格差が拡大しつつ且つサイズ別

価格格差が縮小するならば小サイズの珠の生産への変更はもっともよく進み、

且つ生産量の減少が若干もたらされるであろう。品質別、サイズ別価格格差が

ともに縮小すればサイズ切下げの動きは制限をうけるほか生産量は若干増加す

るであろう。以上についてはすでに以前に述べた養殖場の稼動に関する内部経

済関係より導かれた結論で、あるため論証は省略する。

冥珠の生産にあっては「生産量」という概念、が他産業におけるが如く「一意、
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的」なものではない。珠の品質別、サイズ別の構成を所与とするとき、すでに

真珠生産増減のもっとも主要な操作婆因である養殖密度、サイズ、養殖期聞を

動かすことは出来なくなり、これらを動かすとき生産物の品質かサイズのいづ、

れかの変更を認めなければならないのである。従って等質の生産物のー単位の

追加に必要な迫力日原価如何という設問はあまり意味がない。品質やサイズの別

を問わない単に「重量Jで一元化せられた「生産量」の追1xI一単位の原価は迫

加の内容如何によって上昇することもあれば下落することもある。この関係が

上記の如き価格変化に対する複雑な反作用を導びくのである。併し「生産量」

を「売ヒ額」にかへ追加売上一単位額の追加原価を考慮すればかかる凶難は回

避せられる。如何なるサイズ、如何なる品質の珠の生産をも許容するとして売

上の拡大はそれぞれの拡大段階で「売上、原価比率」の最大をはかりつつ行な

われるであろう。売上が増大するに応じてその各段階での「売上、原価比率」

は大となり、やがてその最大点(生産物が単一であるときは平均生産費最低

点)に達し、以下低下する。どこまで売上を増大しうるやは「限界収益=限

界費用」になる所までである。この意味で価格に対する生産の適応は他の産業

と等しい。生産物の価格がーいづれのサイズいづれの品質のそれでもよい一

騰貴すれば、新しい価格体系の下で構成せられた叙上の売上憎大過程は従前よ

りも売上のより大なる所において「限界収益ニ限界費用」の状態に達するであ

ろう。この意味で価格の変化に対する生産の適応もまた当初に示した原買IJの敢

て例外たるものではない。だが plryicaltermで「生産量jをみ、且つ珠のサ

イズ別、品質別の「生産量と価格」において検討するときは価格の変化に対す

る生産の動きはすでに述べた如き複雑なる内容となることを認めなければなら

ない。養殖場の構造や規模の改訂を許容する長期における価格への生産の適応

関係は これもまた売I二の termでみれば一短期の追加単位売上額に必要

な限界費用J曲線の包絡線を「長期的限界費用曲線」 “long run marginal 

cost curve"とし、これと単位売上額とが均衡する点で行なわれるであろうこ

とも敢て他産業と異なるものではない。

長期と短期の関係は真珠養殖の場合若干の附言を要する。真珠価格の下落が

著るしく生産原価以下になるときにあっても生産を継続せざるをえない特殊事

情が存在する。他産業にあっても短期的には操業は平均費用最低点以下に価格

が下落しても続けられることはある。一定費は無視し変動費のみをど顧慮して、

変動費が償われる限り行なわれる。家族経営で労働費の主要部分が一定費に入

れられる場合は所謂「窮迫生産」の現象をももたらす。莫珠養殖業にあってもこ

のような事態はあるが、ここではそれをいうのではない。 I短期」と呼ぶにふ
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さわしい生産者の視野は数か月又は長くとも 1か年以内であるだろう。併し真

珠養殖の場合母貝の入手時点から数えると 1か年以内に生産が完結するような

生産プロセスは小珠をしかも低品質のものを生産する場合を除けばない。通常

2か年、 3か年の期聞を要する。すでに述べたように 1時点で資産を分析する

と養殖中の母貝や施術貝など仕掛資産が大部分を占めるのである。これより価

格が生産原価以下になり相償れないからといって生産を中断することが出来な

い事情がある。価格的条件の変化への適応は根本的には 2年先、 3年先に産出

されるであろう珠の原料母貝の仕入れ時においてなされる。もっともすでに挿

核を終えられた施術貝でもその後の価格の変化に即して当年ものを2年ものに

(或は 2年ものを当年ものに)、 2年ものを 3年ものに(或は 3年ものを 2年

ものに)切換えるといった操作の余地はある。まだ挿核のなされない段階では

用意された母貝を所期とは若干異なった目的に供用することは可能であり、そ

の後の価格変化により大きく適応出来る。併しこれらの計画変更の余地は当初

のいわば白紙の状態における価格に対する生産の計画に比すれば著るしく小で

あり、且つ浜拐に近ずけば近ずく程小となる。かくしてすでに生産プロセスの

中に入っているものは価格関係の変化が余程に急激に起らなければ概して予定

通り生産の完結にまで進む。更にこれより始められる新規の部分を新しい予想、

価格に即して計画するとしても、その計画は全く自由にはもつことが出来な

い。何となれば昨年の一昨年の計画の所産たる母貝や施術員が現存しており、

それらの所定の管理に必要な漁場、労働力、資本はまず優先的にリザーブされ

ねばならず、残余の資源をもって本年度の新しい生産計画は組まれなければな

らないからである。

このように真珠の生産者計画は価格の変化に対する短期的適応が文字通り短

期に生産の完結する如き商品生産に比して弾力的には行なわれ難いという所に

特色をもっ。生産プロセスのサイクノレの完了を内包するが如き期間を「作用的

時間」“operationaltime" における「短期」となすならば叙上の困難('I.理論

的には解消せられる。併しかくの如く短期の概念を長くもつならば、設備の変

更、技術者の養成、規模の変更をなす余地のない程に「短期Jであるとはもは

やいえないであろう。設i持の変更は多くの産業において長い期間生産の可変領

域を規定する「長期」の要件であろうが、真珠養殖の場合これはたいした拘束

的要件ではない。価格関係に対する充分な適応、が「短期」的には出来ないが、

「長期J的には出来るという事情は真珠養殖の場合にも勿論存する。併しそれ

は設備の制約から生じるものではない。挿核と海事の技術スタップは設備より

も遥かに大きな任意の変更困難な制約要閣である。特に後進地の経験の浅い小
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規模業者の経営では然りである。併し技術者の養成又は獲得は「短期」的適応

と「長期J8''.]適応、の区別を与える決定的な要件ではない。漁場の入手難は最大

の規模拡大、構造変更への制約要因であるが、このほか次の 2点がある。第ー

は危険と不確実性を冒すことのうちにある。生産規模や珠サイズを大ならしめ

る場合及び製品の良質化をはかろうとする場合運転資本の仕掛品形態での長期

的投下が大となり、且つ急速にそれをなそうとすれば他人資本に大きく依存せ

ざるをえない。このことと異常海況発生の危険と数年先の予想価格に基いて生

産計画をもつことの不確実性とが結合して経営者に新しい価格関係への充分な

適応をためらわしめるのである。第二に規模の拡大と管理能率の確保の併立は

段階的な経営経験の与える自信のうえに成立ち、かかる白信(主「長期」的にも

ちうるということである。このような「資本と経験の蓄積」の徐々なる進行が

養殖場の人的スタップやphysicalconstructionの整備変更と相佼って価格関

係に対する生産の「長期」的適応を導びくとみるべきである。このように「短

期」と「長期」を検討するとさきの「養殖場の規模と構造所与の下に行なわれ

る操業操作」を組期、 「養殖場の規模と構造の変化の許容の下に行なわれる操

業操作」を長期となす区分は必らずしも実情に即したものとはいい難いといわ

なければならない。すなわち実際には短期においても規模や構造の変化が入っ

てき、また長期においても単なる操業内容の変化が入ってくる。而して現実的

観点に立っとき、さきに述べた生産物価格の変化に対する生産の反作用につい

て次の如き修正的補足が必要である。 (1)価格の!儀費は業者の規模拡大への決意

を促進させ密殖化をもたらさないか、或は疎殖化を導びくかも知れない。規模

拡大は他人資本依存度を高めるから売上の確実性が一層強く期せられねばなら

ず、養殖条件の良化が志向せられる可能性があるからである。価格の下落は白

己資本による操業へ方向をかへ、規模縮小を通じて密殖化を導くかも知れな

い。 (2)品質別価格格差の拡大は良質真珠の生産への志向を促進するが、高き価

格に支えられて規模拡大がこれに伴なわない粗殖化を補って生産量(重量)に

おいても減少は導びかれないかも矢口れない。 (3)サイズ別に珠の価格に一様な鳴

賓があるとき、従来の価格体係の下でも大珠化を志向していたが、尚踏み切れ

ずにいた業者が単に大珠価格が騰貴したということに元気付けられてこれに踏

み切り、小サイズから大サイズに切換を試みることが起るかも知れない。

第四節 外部経済と与件の動向

第1項真珠養殖業の成長と要素調達価格

個別経営の内部経済機構より導かれる真珠価格の刺戟に対する生産の反作用
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4土真珠の供給を律する一方の作用力である。社会的供給は多数の業者の生産活

動の集和ではあるが、この「集和J自体のなかに前項では取扱われなかった附

加さるべき問題がある。個別経営が単独で生産を変更するときは追加生産物一

単位当りの原価が変化するが、その変化は生産諸要素の結合の数量関係の変化

によるものであるか、 Eえは用いられる諸要素の質の変化によるものであって諸

要素の価格の変化によるものではない。一業者の調達量が要素の価格に影響を

与える程に大であれば別であるが、現在の真珠養殖業では大規模業者は存在す

るがー業者の買集めや買控えが婆素価格をIl驚貴又は下落させる程の独占カをも

っているとはいえない。 併し多数の業者の生産の変更が「集和jせられるなら

ば様相は臭ってくる。産業全体での真珠の供給量とそのサイズ別、品質別構成

とが変更せられるならば各生産諸要素の使用量が全体として相当の変化をもた

らし、それらの価格の変化をもたらす。これらの諸要素の価格が需要の増大に

応じてどのように変化するであろうかは真珠養績の外部経済機構として検討さ

れるべき第一の問題であるだろう。

真珠養殖の生産要素としては(1)原材料として母員と核、 (21筏、かご、吊線、

錯、船舶など養嫡用施設と資材、 (3)技術員、人夫など労働力、 (4)漁場、 (5)短

期、長期の資本、 (6)運送用役や「あづかり貝」など外給用役がある。

a) 母貝 母貝の生産は真珠貝養殖業者によって行なわれている。真珠貝養殖

業の諸問題については別途に再論するが、要するに零細なj魚、民漁業がこれを

行っている。経営体数は昭和39年統計によると7，165で、真珠養殖業の1.8倍

程に及ぶが、経営筏台数は93，182台であって真珠養殖の2分の1以下であり、区

画漁場問積では約3分の1で、あるの併し上記統計の表示には漁協自営の協同経

営や、或は実態的には漁民に分割されていても形式的には共同経営の態をな

しているものが 1経営として計とされている場合を相当に多く含むから漁民

1戸当りの実質的な経営規模はこれより大部小となる。 1戸が10台を経営す

る者は寧ろ規模大なる業者であり、通常は5台前後しか経営しない零細業者で

ある。このような零細業者が 3-~]O万程度の母貝を生産 L 、 30~60万円程度

の売とをもち、 20~40万円程度の漁家母貝所得をあげているというのが実情

である。このように零細な業者であるが販売は漁協単位で共販が行なわれ、

且つ漁協単位で、生産統制を行っているから供給の単位は比較的大きい。併し

だからといって個々漁協が独自の価格操作をなす程の独占力は勿論ない。需

要者側ともに独占力はないから母貝の価格形成は自由競争的な定まりかたを

とる。母貝の価格形成が自由競争的な定まり方をなすとすれば需要の変化に

対する生産の適応はほ貝生産における生産原価の動きに主として依存する。
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母貝の生産の内部経済関係はすでに述べた真珠生産の海事におけると同じ

である。資本を要する程度が遥かに小であるという点では真珠生産の拡大に

比して母貝生産の拡大は容易であるといいうる。併し母貝養子i直業の場合は養

嫡海域の良質、且つ大量の部分を冥珠養殖業者によって占按せられているた

め、すでに主要な産地では真珠養殖以上IC密殖となっている。また上記の如

き零細な漁民経営として営まれているため、且つ「くろ員Jの場合における

が如く高原価にはなしえないため遠隔地にまで漁場を求めて進出しえない。

更に稚貝の採市をなしているのは三重県南部海域、愛媛、大分、高知県の豊

後水道沿岸海域と限られていて此の地での採苗からはなれて他地域で任意に

養殖を拡大しうるものではない。

以上のような事情を顧慮するとき母貝の生産拡大は真珠の生産拡大に比し

て必らずしも容易であるとはいいえないであろう。 1mして母貝生産の拡大を

?初直化という方向ではかるにせよ、外延的に生産空間を拡大する方向ではか

るにせよ、いづれにしても生産量の増大をはかるには追加生産 1単位の迫力日

原価は逓増せざるをえない。このような追加原価逓増関係は真珠生産の拡大

→{母貝使用量の増加において母貝価格が正の関係をもちながら変化ぜざるを

えないことを示している。加うるに次の 2点が考慮されなければならない。

珠サイズの大なる真珠養一殖に供用されるべき母貝は大きい母貝 (7酬ならば

100掛、 8酬ならば 90掛、四国産の母貝だと貝殻の重量が大であるため更に

大)であることを必要とするが、このような大きい母貝は密殖化が進むに応

じて生産し難くなる。従って真珠生産のサイズ別構成が大珠化の方向へ向っ

て移動すれば年々の施術数量において変化がなくとも、母貝生産は一方では

粗殖化と他方では筏台数又は漁l易面積で測られた生産規棋の拡大をはからな

ければならず、これに応じて母貝原価は逓増し、養殖する珠のサイズアップ

は母貝費の増加を伴わざる売上拡大方式とはならない。次に主主珠養殖と母貝

養殖の普及と密殖の一般化は多毛虫などに官された母貝や肉質その他の点で

不良な母貝の出現主容を高からしめている。かくして母貝の需要の潟大と逆比

例的に施術時の「ハネ貝率」は大となる。 Iハネ貝率」が大となれば施術量

に対する母員必要仕入れ量は大とならざる宏得ないから、{反に母貝価格が不

変であっても母貝費は大となり真珠養殖の側からみた原価は上昇する。

このような一般的関係のほか母貝の需給と価格形成には特別の混乱要素が

あり、不安定となりがちである点が指摘されなければならない。生産要素の

価格の変動が著るしいことは上記の原価逓増関係と相{突って真珠の供給lごJ相

当の外部不経済を与えるといいうるであろう。混乱は大略次のような事情か
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ち引きおこされる。まず母貝は真珠と異って貯減性を欠くうえ真珠生産の原

料として以外に販路をもたない。このため需要と供給がうまく一致していな

いと価格形成のうえに双方の「強気JI弱気」が強く働らき、一部の生鮮食

料品にみられるが如き生産に対する適正な刺戟以上の価格の騰落が生じる。

而してこの大幅な騰落が需要者供給者の態度“behavier"に大きな影響を与

える。需要者(珠生産者)においては彼等の生産者計画は真珠価格にもっと

も大きく影響され、母貝価格には他の核価格や労賃などと並んで第二次的に

影響をうけるにすぎないと考えられるから、ほ貝価格の影響は比較的「小」

であるとみなされる。換言すれば需要の価格弾性値は比較的小である。これ

に対して供給者(母貝生産者)においては母貝価格は生産物の価格であるか

ら、他の如何なる価格よりも母貝価格の帰趨により生産者計画は最も大きく

影響をうけるであろう。その限りでは供給の価格持性値は比較的大である。

かかる関係からすれば母貝価格と両者の生産者計画との間に「時間のずれj

“time lag" が存在L、供給と需要が「くもの巣の理論J的に展開するとし

ても、それば安定的均衡状態へ向って収数的に展開することになり、問題はな

い。併しこの結論が生じるには尚次の如き附帯条件を必要とする。艮pわち需

要者側では珠業者が稚貝を購入して母貝の自家養成を行なわないこと、供給

者側では母貝業者に母貝以外の領域で生産活動をなしうる選択の幅が広くあ

るということである。この条件は併し現実的でない。珠業者の母員価格に対

する反作用は施術量の伸縮や、珠ナイズの変更よりも寧ろ「母貝価格がjJ驚一貴

すれば母貝の自家育成を積極的にすすめ、下落すればこれを止め出来上った

母貝を買う」という方向で生産計画の変更をなすのである。稚貝採苗量は必

要量よりも常に多く、このうち相当部分が稚貝需要の帰趨をみたうえで廃棄

せられるのが現状であるからそれが出来る。かくして仕上げられた母貝に対

する需要の価格弾性(rJ:I時間のずれjを距ててのことであるが実質的にはか

なり大である。また母貝の生産地は陸の孤島的な辺地に主として存在し、沿

岸漁業の村詰りから母貝が唯一の生活の支えとなっている場合が多く、他に

代替的な漁業部門を見出し難いのが普通である。かくして母民生産の価格弾

力性は実態的にかなり小である。このような事態があって供給と需要の「く

もの巣」的展開は必らずしも収数方向をとらない。これより “日og司 corll

cycle"的な価格の循環変動が再生されている。

更に母貝の需給には両業者の単なる需要者、供給者としてのカテゴリカノレ

“categorical"な結合以上の特殊なつながりの存在を考慮、に入れなければな

らない。真珠養殖業における産地形成の第一段階は資本制漁業者たる真珠養
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殖業者の入殖に始まるが、彼等は地先海面の養殖適地に漁場をうるため地元

漁民に或る種の給付をなさねばならない。公共施設の寄付、漁場料の支払

い、漁民に対する賃銀労働機会の提供などもその一つであるが、生業的漁民

漁業として母貝養殖を教へ場合によっては若干の資本をも提供し、而して生

産せられた母貝の買取りをも約束するのである。長jJわち資本制真珠養殖業は

伝統的な漁民共同経済から漁場の一部を奪うのであるが、同時にこれを温存

し、原料生産者として利用すると共に、かくすることによって他の漁業集落

よりも多少なり経済環境を良化し、漁場と賃労働の給源としての安定性を確

保せんとするのである。事態が更に進んで当該海域への後続的進出者・が相次

ぎ、地元においても真珠養殖業を企業するものが現われ来り、更に母貝養殖

から莫珠養殖へ転換が進むと、また母貝養殖の生産規模が拡大せられ、生産

者数も増加がみられると、と記のような独占支配的、保護経済的関係は破壊

され、漁民共同経済対真珠養殖業との関係は地主対借地入、賃労働対資本、

原料供給者対原料需要者というそれぞれのカテゴリカノレな関係に分解する。

産地化が一層進んで当該海域に大小の真珠養殖業者がラッ νュ的に出現する

に至ると養殖適地は大部分真珠養殖漁業場となり、母貝生産は消失するに至

る。現在三重県笑虞湾は最後の段階にあり、三重県南部海域、宇和海沿岸な

どは中間の段階にあり、九州瀬戸内海などは最初Jの段階にある。このほか三

重県英虞湾以上、瀬戸内海などは冬期避寒の必要性があり、 i底寒漁場が必要

であり、これを母貝養殖地惜の多い南部海域に求めることとなり、この関係

から特殊なつながりが生じる。

以上のような事由に基ずく「特約」的取引が全街的にとはいえないまでも

相当量において存在している。このような「特約」的関係の存在は今日の全

体的な母貝の価格水準の形成に影響を与えるほど大であるとは認め難いが、

関係者にとっては重ー要である。なお上記のうちにふれた母貝養殖から真珠養

殖への転換が同一漁場で、なされるとき母員は不足し、価格を騰貴させる作用

をもたらすといえるであろう。

b) 按核の生産もまた製核業という一個の関連産業によって行なわれてい

る。核は真珠養殖業創生の初期には鉛、石、骨など様々の材賀のものが用ち

いられたが、やがて(大正初頭より)貝殻核が用いられるに至り、更にサイ

ズアップの試みと共に厚い貝殻が必用となり中国の淡水産のドブ貝が用いら

れた。続いてアメリカ淡水産の“pig‘toeshell" の貝殻も入り両者の混用が

なされてきた。而して第;2次大戦前までは原料の同一性から釦業者によって

担当せられ発展せしめられてきた。一等品を養殖用とし二等品を模造冥珠用
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として生産が行なわれてきた如くである。戦後は真珠養殖の回復と共に旧業

者の手持原料や釦切屑をもって生産再開がなれたが、中国産貝殻の輸入は社

絶Lアメリカ産貝殻に一本化し、且つ核生産に専門化して今日に至ってい

る。製核業者は淡路島にもっとも多く、以下大阪府下、三重県、奈良県下に

も存-在し、昭和37年 123業者があり「全国真珠製核工業組合」を組織してい

る。いづれも中小零細企業であって、カノレテノレを作っているとはいえ、実質

的にはむしろ過当競争を演じているといってよい。かくして核の価格形成に

特に指摘しうるような独占の要素は認められない。

併し核の価格は安定しているとはいえず、相当なIl驚貴傾向にある。そして

その最大の要因は原料の価格騰貴にある。アメリカ淡水産 2枚貝で核原料に

供用されている“Pig-toe"“Nigger -head" などは資源が衰退しつつある

といわれ、また交易条件が我国に不利であって相侠って価格が市ヒげられて

いる。また一真珠核の製造に最も適切な‘ Pig-toe"の割合が減少し、他の貝

殻の混合が目立ってきた。このように質の低下にも拘らず 1トン当り輸入原

貝価格は昭和33年5.5万円、 35::ej三10.8万円、 37年12.0万円、 39年14.5万円と

1]驚貴を続けているのである。核の製造工程は単純でないが、設備としては

「裁断機JI円控」を要する程度で簡単であり、原価の80~90%は原材料費と

労務費をもって占められる。このうち原貝購入費が 3分の 2以上を占めてい

るため、原貝価格が上記の如く騰貴すれば製品価格のIJ驚貴はまぬがれない。

:真珠の核原料としては真珠の取引が重量単位でなされているため比重の等し

い物質のものであることがのぞましく、更に加工に際して穴明の都合と淡水

産の大貝の貝殻でなければならないという制約がある。更に製核技術上及び

養殖技術主乳白色で、一様に硬く、 νミ、虫喰い、しまがなく、粘りのある

ことが要求される。このような条件をみたした貝がしかも低コストに採取が

出来る程に鏡産している必要がある。この意味で利用可能“available"な存

在はアメリカ産のものと中国産のものであり、このうちアメリカ産のものは

叙上の如く高価化が進んでいるのである。これに対して中国産原貝は品質的

にも劣り、またその使用を u.S. A政府が忌避するところとなっており、戦

後の哀珠の最大の輸出先が米国であることと関連して輸入が困難となって

いる。(全国真珠養殖漁業協同組合連合会は全国真珠製核工業組合との聞

に「中国産ドブ貝を現在、将来共に絶対に使用しないjという団体協約を結

んでいる。)このような核原料事情の悪化はすでに現時点での真珠の単純再

生産を前提としてもその進行をまぬがれず、まして急速な拡大再生産への動

向をとる実態のドでは、また使用される核と浜揚される商品真珠の割合が
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年々低下の傾向をみせている動向の下では、累進区Jな進行が想定せられる。

天然の貝の鏡産たる条件を我が国真珠養殖業はまず真珠の人為的生成を技術

化することにより、次に原料母貝の稚貝を人工採苗によって得ることによっ

て排除してきた。この天然資源依存を克服しようとする路線の最後にたちは

だかっているのが核の入手問題である。

このように翼珠生産の増大、発展は核の調達に関Lてf=tl々 しい「外部不経

済」を引起こしている。それは核製造業者との取引のなされかたといった直

接に変更可能なところに生じた「不経済」ではなくして、核製造業者の原価

の増大に帰する「不経済」であるだけに根本的である。しかもその原告liの増

大が「水産資源論的制限」を背景とした貿易事情に基ずくものなるが故に解

決の見通しは暗い。中国産ドブ貝の 1愉入が可能となったとしても、情勢は若

干の緩和がなされる程度ではないかという意見が関係者の間にもたれてい

る。天然産の貝殻物質に核原料を依存している限り、真珠の大量生産とサイ

ズアップの傾向はいづれにしても早晩「水産資源論的制限Jに逢着せざるを

えないのである。かくして帰するところ問題は人造核の開発にまで展開せざ

るをえないであろう。人造核の開発は「模造真珠」的イメージのもたれるこ

とへの警戒と技術的に貝殻製核に匹敵するものを作ることは困難であろうと

いう想定とから若手がおくれている。併しいま核の価格を間わずに品質にの

み問題を限定するとしても、天然産貝殻に依存しつつ大量生産とサイズアッ

プを進めんとする限り、同一原料から多くの核をうる試みが続けられ、ひび

の入った核や所謂「ぎらJ核をも出廻らせることになり、核の粗悪化はまぬ

がれざる傾向となる。核価格の騰貴化と共に、 「粗悪核」の出廻りなる「外

部不経済」もまた現実に進行しつつあるのである。貝殻核の粗悪化はやがて

は人造核の使用の方が「有利」だとする状況に至るかも知れない。かかると

き高価な貝殻核を用いる高価な真珠と廉価な人造核を用いる廉価な冥珠の真

珠分化が生じる可能性があるO それは梢誇大にいうならば、且って「天然莫

珠」から「養殖真珠」を折出した場合と閉じような変化となるかも知れな

い。

c) 養殖資材と外給用役 母貝と核以外で真珠養殖に用いられる生産材と外給

用役には(1)筏及び筏に附帯する諸設備、 (2)貝収容器及びこれに附倍する諸設

備、 (3)船舶及びこれに附帯する諸設備、 (4)施術工場、手術用具備品類、 (5)機

械器具類、 (6)燃料及び電力、 (7)針金、石灰、薬品塩、出刃、被服、雨具、手

袋、食料品など雑多な消耗品、 (8)運送用役、被災時の潜水用役等がある。こ

れらの材及び用役の価格は現実の動向としては一般的な生産財及び生産用役
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の価格の動きに応じて変化している。市してその多くは騰貴傾向をとってい

る。併し真珠養殖業の全体的な拡大が 拡大白身を理由として一価格的

な外部不組済を蒙っているということは出来ない。逆に拡大はこれらの供給

者に量産の基盤を与へ、その生産が合理化せられるため、拡大がなかったと

想定される場合に比して交易関係は哀珠養殖業にとって良化をもたらしてい

るといえる。養嫡業者には需要の大量化はまたこれら関連業者に対し製品の

改良と革新に取組ませる刺戟を与えている。もともと真珠養殖業が発足して

大量生産のための技術体系機立を模索している段階にあっては、これらの資

材や設備は真珠養殖業者自身が自己生産するか、又は構造型式を設計して注

文して作らしめるかした。かかるときその調達価格は高価で、あった。養殖技

術の“stamdization"が進み、量産体制が整へられてきても尚相当期聞は外

側からの積極的な製品改良と生産合理化への寄与は乏しかった。しかるに昭

和30年代以後に至って資材設備の改良は急速に進んだ。ここにおいて頁珠養

殖業は外部経済的利益を資材、設備の面で広範に受けるに至った。 2~3 の

例をあげる。

筏は檎の間抜材(末口 8~9cmのもの)を良さ6~7mに切り、たて 7 本、

横10本交差して組み合わぜ、広さ約70平方mとし、亜鉛引10-12番線で交差

点を縛りつけた構造のものを 1台として用いてきている。これに木製浮樽を

4個取りつけ、浮力をつけ、 5-10台を一連に連結し、潮流との関係で汐通し

よきょう錨(l台につき標準10貫、錨 4{[[!j1)をうちワイヤで固定したもので

あるO これを木筏と称し古典的な形態、であるが、作業的に能率が高いため今

日でも広く用いられている。併し梢波浪の大な海面はこのような筏の国定は

無理でゐり、これより漁場の存在は静穏な湾奥漁場に限られていたのであ

る。波の荒らい海面への養殖空間の拡大にはj孟宗竹を2本継ぎ長さ18mにな

るようにし、作業船の入れる間隔をおき 4本をロープで連絡し、錨で国定す

る竹筏が用いられてきた。更に波浪や潮流の強いi毎回では延縄式の筏が工夫

されてきた。このような筏施設に対し近年の合成化学工業の発達は(1)木筏に

対しては発泡ポリエチレシ製浮樽を、 (2i竹筏に対しては竹の替わりに樹脂パ

イプと化繊ロープを、 (3)延縄筏に対しては合成樹脂フロートと化繊ロープを

用意した。これにより従来のゴーノレタール染揚の作業が大幅に除かれ一設営作

業は余程簡便化せられ、経費的にも減価償却費をすくなくし、且つまた延縄

式フロート筏を用いでする養殖空間の外への拡大が進められたのである。

養殖が、吊線など貝収容器は筏と共に真珠養殖の重要設備をなすがその進

歩は更に決定的であった。もともとこれは金網かごを葉縄で吊し、ゴールタ

- 68-



ーノレ染で腐蝕を防いでいたのであるが、クレモナ、ハイゼックス、ナイロ γ

など化織の吊線とちょうちん型又は開閉式の化繊かごが開発され、全たくこ

れに切換えられるに至った。これによって従来の金網かごよりも個々の貝に

対する汐通しはよく、養殖に好都合であると共に、ゴールターjレ染めなどの

作業が大幅に排除せられた。

このほか船舶関係では船上貝掃除作業が容易なように構造した真珠養殖用

小型動力船が出来てき、船外械も普及している。また貝の大規模遠距離用の

貝廻し船も専門化している。水圧式、ブラi/式、爪式の貝掃除機、かご掃除

機の考案も無視出来ないであろう。大珠の脱核をみるためにはX線透視装置

が用いられている。このように生産手段、労働手段の改良による「技術進

歩」は顕著にあった。そしてそれを押し進めた最大の動因はこれら生産手段

生産者の養繕業者を自分の顧客たらしめようとする企業努力である。而しで

かかる企業努力は養殖業者の数と養殖量がまし、生産手段の販路としての重

要性が高まったから発捧せられたといいうるものであり、 「外部経済Jのー

側面をなすのである。

d) 漁場、労動力及び責本 これら生産:要素については簡単に述べるをえない

複雑なる問題があり、稿を吏めて別途に論じるを至当とする。故にここでは

ただ真珠養殖の外部経済的環境としてこれら要素調達の難易性がどのように

変化してきているかについて若干ふれるに止める。

問題は要素の需要の動向に対する供給の動向と調達コストの動きである。

真珠養殖業の成長発展は漁場、労働力、資本、それぞれに対する需要を年々

増大してきた。漁場利用の集約化(=密殖化)が漁場を節約し、養殖資材の

改良や挿核及び養殖の技術改良が労働力と資本の節約を導びくという関係は

ある。併し密殖化は養殖成績に負の反作用を及ぼし、技術革新による労働力

や資本の節約は他産業に比して乏しいというのが真珠養殖業の特色でもあ

る。かくして真珠生産の拡大は比例的に漁場、労働力、資本に対する需要を

増大せしめると想定して差支えはない。需要の増大に対して、その供給は漁

場、労働力、資本それぞれにおいて独自の対応の仕方をもっ。 1-相互に独立

的に」とはいえない。 r相互に連関関係を持ちながら」それぞれの持つ経済

法則に従って需要の動きに対応しているとみるべきである。漁場の手|聞につ

いては広く沿岸海面利用をめぐる「漁場経済的秩序」に従つてなされなけれ

ばならない。多種多様なる沿岸海面の漁業的利用方法のなかで真珠養殖のた

め割愛せられる部分として莫珠養殖漁場が存在し、その中で相互に調整せら

れながら分割せられた存在として個々の真珠養殖漁場が存在している。それ
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はそれ自身独自的なj魚、場経済的秩序を構成しているのである。労働力の利用

については真珠養殖の行なわれている沿岸農漁村の労働事情が広く問題にさ

れなければならない。そこには矢張りかかる地域の経済に織りこまれた「労

働経済的秩序」が存在している。その中における真珠養殖業への就業の問題

である。資本の利用についても同様に「資本経済的秩序」が存在している。

而してこれら「漁場経済的秩序Ji労働経済的秩序Ji資本経済的秩序jはそ

れぞれが全体経済秩序の機能的一翼をなすという意味で、相互に無関係で、はあ

りえないが、それぞれ内的には経済法則をもつものである。この経済法則に

従って、これら「資源jの供給が行なわれ、利用の価格が形成せられる。

(1) 漁場 我国においては沿岸漁場はすべて公有海面である。公有海面が多種

多様な漁業的用途に供用せられ漁業調整機関が海面の使用収益に関する権利

関係の調整を行っている。かかるなかで真珠養殖is号、場は養殖の行なわれる空

間部分に区西Iを設定することにより区画漁場として存在している。かくして

漁場ーの量的な大小はこの区画面積の大小をもって一応把握せられる。併し区

画面積の;増減をもって漁場の増減を示すとなすには疑問がある。現実に養殖

に供せられる部分のみに限って区画l漁場が設定される場合と拡大な海域を一

括して一円i引回I漁場化される場合とでは著るしくその意味が異ってくる。こ

れより免許面積の数字をもって漁場の増減の動きをみるのは相当に危険であ

る。このような危険を顧慮したうえで真珠養殖区画漁場面積の推移をみれば

次の如くである。第 2次大戦後真珠養殖の復興が完了し、且つ漁業制度改革

の終った状態として昭和29年をとり、その後昭和39年まで10ヶ年の動きをみ

ると真珠養殖区画漁場面積は30キロ平方mから150キロ平方mに5倍の増加を

なした。この間真珠養殖経営体数は約3倍、浮設筏数及び真珠浜揚量は 4-

5倍となっており、区画漁場の拡大が生産拡大以上の速度で行なわれたこと

になる。地域的には29年では三重県と長崎県にある区画漁場が30キロ平方m

のうち25キロ平方mを占めており大部分をなしていたが、 39年では両県の区

画漁場は 150キロ平方mのうち 50キロ平方mにすぎない。 瀬戸内海、豊後水

道諸湾、天王手沿岸、山陰諸湾などにおける漁場の治加が著るしかった。この

ように昭和30年代には著るしく増加はしたものの、これをもって全国の養殖

適地の漁場化はあらかた終り、例えば39年水産庁調査による「可能新漁場J

の稲積は28キロ平方mで既開発漁場の 5分の l以下となっている。かくして

現段階ではすでに真珠の生産が従前同様の拡大をなしていくとすればそれは

漁場の外延的拡大を伴うをえず、既存漁場利用の集約化によらざるを得ない

状態にあるといえる。 i魚、;場の促進化は第一に新規の区画漁業権の設定が容易
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であるか困難であるかにより、第二に既存漁場の内部で生産の拡大が容易で

あるか困難であるかにより定義せられるであろう。このうち第一の尺度から

すればと記の「可能新漁場」が残りすくなであるという事態は近年急速に漁

場は不足化を著るしくさせていることを示しているO 真珠養殖区画漁場の設

定を所管する漁業調整機関は府県知事であって、区画漁場の新規の設定には

府県の方針が反映するところ大であるが、この方針につき昭和30年代の始め

と終りとでは大差があり、始めには沿岸漁業一般の不振打開策として業者の

誘致に積極的であった県も、終りには密殖漁場化による生産力低下が懸念せ

られ、新規の漁場設定は原則としてしない方針を採っている場合が多くなっ

ている。

既存漁場内での生産拡大の難易性については地域的、階層的に大若のある

ことがまず注意されなければならない。浮設筏 1台当り区画漁場面積は漁場

利用集約度の一応の目安になるものであるが、その地域先階層差'rJ:甚だ大で‘

ある。三重県、占'1'岡県、和歌山県などは小であり、密設傾向が著るしく、広

島県、徳島県、香川県、高知県、愛媛県、長崎県、大分県などは中位にあ

り、石川県、福井県、岡山県、山口県、兵庫県、鹿児島県などは未だ甚だ机

設である。特に三重県では英虞湾を中心として関係海域内の葉珠養殖漁場化

率が著るしく高いうえに更に、区画漁場内の筏i手設密度が高いため、著るし

い密嫡となっている。このため三重県庁では昭和32年より 36年へかけて筏の

対減枠を断行し、且つ条例をもって筏を登録制とし杭制を加えている。また

筏1台当り養殖貝数においても三重県など密設地帯では慨して大であり、組設

地帯では概して小となっている。漁場利用集約度の増大は現行技術を前提と

する限り、養殖条件の悪化と同義であるから、すでに密猶であるということ

は同じ~画漁湯内での生産拡大は凶難となってきていることを意味し、組殖

であるということはそれが容易であることを意味している。同様のことが階

層別にもいえる。零細業者、小規模業者の場合狭障な漁場空間に多数が詰め

こまれているため概して密嫡であり、中大規模業者の場合は自己の操業規模

に比して広く漁場をとっているため概して粗姐であるO 前者の場合'rJ:現在す

でに密殖の弊害が出ており、現在以上に養殖量をますことは他からの漁場奪

取を伴なうことなしには困難であるが、後者の場合は密嫡の弊害をさほと蒙

ることなしに養殖量を増加させることが容易である。すでに以前に述べた如

く所与の漁場の下で飼育する数量を増加させると収穫逓減を導ぴく。而して

社会全体での漁場総量と飼育総量が与えられたとき、その飼育量は各漁場に

「限界生産力均等原則」に即して配分せられるとき全体としては最大の利益
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が業界によってもたれることとなり、漁場利用を最適におくことになる。し

かるに現実には一方の極に三重県の零細業者の場合みられるが如き超集約的

な漁場利用があり、他方の極に新興産地の大規模業者の場合みられるが如き

甚だ粗放的な漁場利用があって、 「限界生産カ均等原則Jからは甚だしく距

れた状態にある。すなわち既存漁場内での生産拡大の難易性については一般

的にいうことは出来ず、地域的、階層的な差が甚だ大である。

このような不均衡現象が持続的になり立っている原因は主として漁業制度

にある。我国漁業制度は昭和26年の改革により新!日切換をみるのであるが、

共に一方では公有海面制度をとりながら他方では地代公収制度がとられてい

ないという矛盾をもつものであった。明治漁業法下の旧制度では漁業権の譲

渡や賃貸借は自由であった。その原始的取得が宮庁免許により発生するとい

うことあるのみであった。これより具体的には真珠養殖が地域で問題になる

や専用漁業権の保有者でもある漁業組合がまず一括一円的に区画漁業権を設

定しておき、これを分割して示談又は公入札の方法で真珠養殖業者に賃貸す

る場合が多かった。そこでは漁場需要者が増加し、彼等が相互に漁場の取得

をめぐって競争を演ずるという事態が起るとき、様々な形態で支払われる漁

場料はIl驚貴し、それは「地代法則」に従った業者対漁業権者間の附加価値の

分配を導ちびく関係にあった。そしてそこでは「地代jとしての漁場料は経

営の方向付けを与へ、集約度を定めるという役割を演じる存在でもあった。

競争的漁場需要者が大であるにも拘らず、広大な漁場を確保して内的には粗

放な漁場利用をなし資本利益率を高く維持することは出来難い仕組みとなっ

ていた。この意味では戦前の漁業制度は首尾一貫性があった。ただ現実には

戦前の真珠生産発達段階ではそこまで充分な漁場入手をめぐる需要者側の競

争が待われなかったのであるが、 「土地社会主義」の立場からは排除さるべ

き漁業権者の手による真珠養殖業者のいたづらな搾取を導びく可能性はあっ

た。戦後の漁業制度改革はこのような漁業機の私権的性質を制限し、賃貸借

や売買を禁じ、財産的収入涼としての性質をなくしようとした。而して「経

営者jに直接漁業権が与えられることになった。併しかく改革せられること

によって漁場の需要供給関係にふさわしい集約度をもって漁場を利用せしめ

る役割をになう方向指示器はこれを欠くということになった。ある一割の海

面では小規模零細業者がひしめき合って漁場難に悩み、閣の筏浮設料として

l台5-10，000円といった相場が出ているのに、或る一割の海面では大業者が

広大な海面に漁業権をもち、余裕をもって粗放な漁場管理をなしていること

が可能となった。漁業権の免許は経験者優先であり、且つ免許の切替更新に
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は「当該漁場における経験者優先」を原則としているため、上記の状態はー

たび成立すれば持続的に続くという関係になった。このような関係から先進

業者の漁場先占が全国的に急進し、経営体数や生産量の伸長率よりも、区画

漁場面積の増加率の方が大であったというさきに指摘した如き現象が現わ

れ、未開発な「可能新漁場Jを一挙にして開発L尽すに至ったのである。真

珠養殖業者の漁場展開は西日本沿岸一千告を舞台として広域に行なわれてお

り、養殖漁業としては特異な行動範聞の広さをもっている。それは漁船漁業

はおける「沿岸から沖合へJr沖合から遠洋へJの漁場展開と似たところが

ある。例えば三重県英虞湾を中心に考えればまず英虞湾で養殖を始め規模を

大にした業者は突虞湾で後進業者が続出して漁場が狭臨化を始めるや、鳥羽

的矢湾、或は県南諸湾に漁場を開拓してここに広き漁場を求め、更にここに

おいても後続者が多数出現を始めるや瀬戸内海、豊後水道諸湾、若狭湾に漁

場を求め、更に天草島、鹿児島湾、奄美大島に至る(一部はオーストラリア、イ

ンドネνヤ、ブイリッピンにも及ぶ)といった如くである。このゴースを先進

的且つ大規模に展開し、現地に漁場のみでなく挿核工場をも設置して、20社で

もって全国の真珠養殖区画面積の恐らく 40%以上を先占しているのが大手大

業者の場合である。この大業者に追随し中進的に上のコースを展開してきて

いる者が三重県には多数存在している。これら中進業者のあるものは漁業権

を自分でとり残した海部を先占する競争に間に合ったのであるが、多くはこ

の段階になると地元有力者達が漁場を白から先に設定することの有利性を自

覚してきているため白己名儀では漁業権をうることが出来ず、漁場を施術貝

の管理依託という形式で実質的には借りるという形態が発達するに至った。

以上のような先進中進業者の漁場展開を伴なう急速な漁場規模の拡大は数

の上では膨大な後進業者の遅れて現われる漁場需要に応じる新漁場の余地を

甚だしくせばめ、彼等の経営をして真珠養殖による「所得的自立」を許さな

い程の零細規模たらしめた。三重県において特に然りである。他県では新漁

場の余地が急速に失われていたにもせよ、尚三重県に比すれば余地があり、

或は後続的着業が政策的に小数有力者の場合を除き庄えられてきた関係があ

って、後進者でも相当の規模に達したものもあるが、後進者のなかの後進者

であればある粧三重県の後進者同様に零細な漁場しか持ちえなくなった。

かくの如き一方における零細業者の狭障な漁場の詰めこまれた状態と他方

における中大業者の広大な区画海面の占有との併立は資本主義経済秩序とし

ては変則的な漁場の「限界生産力格差」の持続をもたらした。併しかかる格

差は持続しているとはいえ決して安定的に成立つ存在ではない。 r均衡化j
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への作用力は法制の壁によって阻害せられているが、経済の作用はこの法制

の壁を様々な角度から侵蝕しようとする。漁場を追加することの効果は中進

後進の中小零細業者、就中密殖の著るしい三重県の中小零細業者の場合著る

しいから、彼等の漁場需要は旺盛であり、高額の漁場料(地代)を支払って

も漁場を入手しようとする。英虞j考や五ケ所湾l土語殖漁場として真珠に巻き

を与える能力t'i低下したが、母貝飼育一仕立、施術、養生一沖出までの漁場と

してはそれほど遜色がない。かかるが故にこれだけの段階はここで飼育し、

その後の養成仕上げを県内では鳥羽、的矢、又l土瀬戸内海、LlI陰方面の漁場

に求めることにより活路を見出そうとしている。他方烏羽、的矢方面や瀬戸

内j旬、山陰方面の漁場は養成 仕上げ漁場としては良好であるが、その海洋

学的諸生質から不安定な点が多くここに基地をおき一貫工程をすべて行なう

には適地であるとはいえない。かくしてここに漁業権を設定した地元漁業者

は白から一貫した養箔を行ないえない場合が多く、白から漁場を「受託飼

育jの名のもとに実質的には三重県業者に貸そうとする。ここにおいて法の

壁を破った漁場の需要と供給関係が発生し、弱者から後者へ向けての地代の

支払が行なわれている。このような地代は需要者の多い三重県では高く筏 1

台浮設分5， 000~15， 000円といった水準に達し、瀬戸内海なども 3， 000-6， 000 

P3といった価格となっている。このほか既存業者が倒産、又は廃業をなした時

の漁場移動においても地代の「地価化」された権利取得料が存在する如くで

ある。このように「地代法目IJJは制度においては排除の建前がとられている

とはいえ、欠張り貫徹を始めようとする。而して地代法則の作用が徐々に全

国的に侵i査を始めるや制度改革によって疎外せられた沿岸漁民の養殖業者に

対する地代静求への意識が再たび目覚め「漁場奪還jが叫ばれるに至る。か

くなれば漁場を各地に広く先占する中大業者の漁場的基盤も安泰ではなくな

るのであって、免許の切替時に沿岸漁民(共同漁業権者)の悶恵、をうるため

には今迄申訳程度に支払われていた「迷惑料」を増額し、消防水道など公共

施設の寄附を一層大にし、また地元の有力者(漁場支配者層)の協力をうる

ための工作費を一層大にしなければならなくなるという傾向を導びく。この

ようにして各種各様の局間で「地代法則jが貫かれようとする。すなわち漁

場の調達と維持は多額の経費を必婆とするに宝る。そしてそれは生産量増加

がもたらす「外部不経済」として、生産が拡大せられればせられる程大とな

るのである。

(2) 労動力 真珠養殖業はその附加価値生産額に比して多量の労働を必要とす

る産業である。施術1万貝当り必婆労働は生産する珠のサイズにより、養殖
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期間のとりかたにより異なるが 80-150日程度の労働日となっている。これ

に対して同様 1万貝当り附加価値は15-30万円程度であって、 1日当り附加

価値は1.000-2， 000円程度の経営が多い。このように労働の附加価値生産性

は農業や沿岸慣行漁業に比せばともかく雇傭労働に依援する企業としては著

るしく低いといわなければならない。それ故に賃銀率が如何に定まるかによ

って損益が大きく左右される。いうまでもなくこの賃銀率は労働市場におけ

る需要供給関係に依存する。真珠養殖地は多く践の孤島的僻村であり、問題

になる労働市場はかかる僻村の労働j市場である。それは近代化の遅れが指摘

せられている我国労働市場のなかでも最も遅れた部分を構成している。真珠

養組業はこのような遅れを利用して発達した。真珠養殖の技術体系が著るし

く多労働裂に形成され、労働生産性の低さが是正されることすくなかったの

も、遅れた労働関係の下で他地域よりひときわ低廉な労働力を充分に利用し

えたからである。僻地沿岸漁村の人口問題としては過剰人口の滞積が古くか

ら指摘されてきている。 (1)出生率自身が高かった。 (2)漁村の教育環境の惑さ

や人間関係の粗暴性などによって都市労働市場における漁家出身者の就業条

件が農村出身者などより更に悪く、環流が多かった。 (3)沖合遠洋漁業への乗

組も作業の激務性が長期の乗組を許さず、下船した労働力は常に地元漁村に

環流した。 (4)これより腸張を余儀なくせしめられた沿岸漁村人口に対し、慣

行的沿岸漁業や自給的農業には生産の弾力的拡大の余地がすくなく、労働の

「限界価値生産力」は非常に低い状態におかれた。この農村以上に著るしい

過剰人口の下で入会漁業は資源保護の立場から能率的漁法の採用は勿論、操

業の制限もまた大であって、潜在失業、不完全就業、半失業が支配的であっ

た。かかる事態を背景として、この半失業労働力を利用する小資本漁業は網

元一網子、或は船主一水夫などの特殊な労働関係を発達させた。中小資本漁

業者とやとわれ漁家との聞にはともすれば前近代的な従属と依存関係がもた

れ「家父長制的労務管理」や「歩合制賃銀制度」の如き遅れた形態が維持さ

れ、支払われる労働j報酬は労働の激務性や長時間性に比すれば自由労働rfi場

の賃銀本よりも低いのが普通であった。このような労働経済的関係のなかで、

その一部として冥珠養殖の労働関係も発展せしめられたのである。一真珠養殖

業の場合は他の漁拐を内容とした中小資本制漁業に比すれば比較的前近代的

封建的色彩はすくなく、漁業労働体制としては自給的農業、採貝採藻漁業、

漁業陸上作業に従事する婦人労働力を動員して行なわれる「初期資本主義的

労働制度」であることに特色を有.するが後進的な漁業賃労働体制一般の例外

たるものではなかった。すくなくとも漁業賃労働の一般的特徴とされている
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「低賃銀の長時間労働力J (岡本清造)の例外では過去現在を通じてなかっ

ザ 戸

れ」。

真珠養殖労働力は三つの部分からなる。第一は海事技術者であって養殖に

関する知識と経験が綜合的にもたれていると共に現場監督者として管理の能

力をも具備されていなければならない。第二は挿核技術者であって、持核に

関する特殊な能力が具備されていなければならない。第三は一般海事労働者

であって、これは貝掃除、かご掃除設営、運搬、その他雑役に従事し、能力

的体力的な制限はすくない。労働力の存在の稀少性の程度からいうと、いう

までもなく第一、第二、第三の11頂となる。家業又は生業としての性格の強い

小規模零細経営では第一、第二の技術者は経営主とその家族、或は親類のも

のであり、第三の一般海事労働者のみを臨時に雇傭するのが普通である。企

業的経営である中規模、大規模経営では第一、第二の技術者につき養成の機

構をもっているO それは他の一般企業と同様であって「見習い」に始まり熟

練工に至り、更に海事i在日主任、技術部主任に至る過根である。この過程であ

るものは退職又は分立して家族或は一族の経営に参劃するが、残って熟練工

以上の役割を果たすものは「職員」として比較的高い賃銀(といっても公務

員程度の賃銀率を超えるものではない)と手当、賞与、それに多かれ少なか

れ身分保障的な措置をうけるに至る。この職員層が雇傭条件のうえでは都市

一般企業の普通の労働者に相当する存在であるが、その数はケイジアノレ、レ

ーパーを除いても総従業員の何分の lかにすぎない小数である。他は常傭形

態で雇傭されていても日給月給の支払われる「臨時労務者」であって如何な

る身分的障保もないのが普通であり、保険の対象にもならず、繋ぎのため盆

正の手当をうける程度である。一般海事労働者は一部は上記日給月給の臨時

労務者であるが、多くは文字通りの臨時日額人夫であって、主として農漁家

の主婦が恰も失対事業や公共土木事業に日稼をなすが如く動員されたもので

ある。雇傭期聞は上記職員層のみが通常周年雇備であり、日給月給の労働者

は4月から12月迄の作業期間のみ、他は必要な都度となっている。 1日の就

業時間(7.季百円により異なるが潟、繁期には 1-2時間は一般より長く、休日の

頻度は小である。以上のような労働体制が著るしく後進的であることには論

議の余地がない。このような実態のうえに労働の附加価値生産性がすでに述

べた如く甚だ低いにも拘わらず、また附加価値より利子や漁場料に多額が持

ち去られているにも拘わらず、真珠養殖業は且つては高き利潤を生み、今日

でも尚再生産をともかくなしえているのである。

問題はこのような労働力の低廉な調達なる条件の帰趨である。この場合2
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つの局面から考察がなされる必要がある。そのーは僻地漁村の一般的労働力

需給関係が国民経済全体の労働力需給事情の変化に応じて変化をなし、その

変化が真珠養殖労働力の調達の難易性にどのような影響をもたらすかであ

る。そのこはかかる一般的労働力需給関係を仮に変化なしとおいた場合、そし

て真珠養殖業のみが生産の拡大をなし労働需要を拡大した~券合に起るであろ

う情態である。後者から先に検討する。真珠養組業が労働需要を増大させても

単に量で問題とされている限りさほど顕著な賃銀率騰貴を導びかない。三重

県英!実湾沿岸の如く、 4か町の総戸数1万戸、総人口約5万人、労働力化人口約

3万人といったところに家族常傭臨時を合すれば 1万人以ヒの真珠養殖労働

力が就業する程に労働需要が拡大せられても、そのことが原因で積駆的に賃

銀率Il驚貴が導びかれることはすくなかった。それまでの膨大な潜在失業、不

完全就業、半失業が相当解消せられ、或は地I或外への人口流出が弱められた

といいうるのみである。一本釣、採貝、採草、小型車IJ網、農業などから労働

の仕向先の転換が行なわれて需給は均衡したのである。慣行沿岸漁業や農業

から真珠養殖へ労働力が大幅に奪取せられても、奪取せられた部門における

生産の減少は殆んどないか又は僅かであるのに対して、奪取した部門の附怖

価値は「比例的に」とはいえないまでも著るしく増大したのであって、要する

に在来農漁業と真珠養殖業との労働の「限界生産力」格差がー低い方から

高い方への移動によって一理められたにすぎない。他の地域、特に西日本

の新興産地では叙上の限界坐産力格差が理められる所に至る迄に尚先速い状

態にある。併し単に量の問題として把握せず、質の問題をも考慮に入れるな

らば様相は梢複雑になる。海事技術者や挿核技術者は特殊能力をもった「技

術者」であって、その必要量を任意に在来農漁業ーから汲み出しうるものではな

い。これを養成するとしても若い才能をもった労働力であることが必要であ

る。このような労働力に限ってみていけば増大せる需要に応じる労働力を調

達することは需要が増大すればする程稀小性が顕著になり困難化する。だが

単純にかかる「外部不経済jのみを指摘するのも誤っている。冥珠養殖業が

各地で立地を展開し、生産の拡大口技術者需要の拡大が展開せられている過

程にあっては新興産地の新規着業者にはかかる技術者不足が絶対的な経営の

ボトノレ・ネックとなる。そこでは技術導入のための特別な政策賃銀が採ら

れ、先進地や先進業者から技術者のスカワトをはかろうとする。また熟練工

になった者に達しては一族近親の者で資本をもてるものが共同経営の着業を

申し入れることが多い。かくして「見習奉公的」な志願者が養成の組織をも

った経営の前には多々現われる。これより先進地においては、また先進業者
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においては白から養成した工員を奪取せられる替わりに、低い賃銀率で且つ

一般海事員と大差のない雇傭条件で労働力を調達しうるということになる。

更に三重県英虞湾沿岸地域の如く産地としての歴史が古くなり、また大量の

業者が集中しているところでは挿核技術者にして結婚退職して主婦となって

いるものがすでに多数存在し、潟、繁期には主婦の兼業として需要に応じよう

とするものが多いっ小規模、零細業者といえどもかかる労働力を安価且つ広

範に動員することが出来る。以上の諸事態、は生産の拡大がもたらす「外部経

済Jの作用であるといいうる。このような「外部経済Jがさきの「外部不経

済」を打消してきたため技術者・層についても低廉な調達をよくなしえてきた

のであるO 以上の如き諸関係から真珠養殖業自身の生産拡大が労働費の逓増

なる「外部不経済」を顕著に押し進めるとはいえないものがあるが、かかる

労働需要の増大傾向が更に広い所で国民経済の労働力需給事情の変化と結合

して働くとき多大の影響をうけざるをえない。

工業都市の手による僻村からの若い労働力の奪取は昭和30年代を経過する

につれて急進するに至った。このことにつき特にここで論及する必要はない

であろう。戦前にも労働力の流出はあった。併しそれは地元では喰えない余

分の労働力を無:Fill矢理に都市に押し出したので、都市の側から積極的に僻村

労働力を引抜くという態のものではなかった。地元資本は在村労働力を「傭

ってやる」という立場で雇傭し、潤沢に更新していくことが出来たのであ

る。近年においては様相は全たく異なる。まず僻付といえども進学率が徐々

に高くなってきている。 I寄卒以上の学歴者が真珠養嫡業に就業するのは「あ

とつぎJの場合を除いては稀であり、中大業者の海事技術者‘、或は事務へ若

千の就職がある程度である。而して中卒就職者の量自体がすくなくなる傾向

がある。この中卒就職希望者に対する需要が高学歴者に対する需要よりもみ

たされざる程度が高く超過需要、過少供給の傾向を強めている。男女の如何

を問わず、彼等に対して i選択の幅の拡大jは著るしく拡げられてぎた、ま

た拡げられつつある。この選択のなかで真珠養殖労働が漁業賃労働の一般的

特徴である「賃銀の長時間労働」の例外でない限り、競争に敗退するのは必

然である。僻村労働力をめぐるこのような都市商工業資本と地元資本との競

合と地元資本側の敗退は特に真珠養殖業に限った事柄でなく、一般的にいい

うる事柄であるが、真珠養殖業にも多大の影響を与えざるをえない。

昭和30年代の始めと終りとでは一同じ低賃銀の範囲内においてではある

が一平均日額350円程度から700円程度へと 2倍に賃銀率が騰貴した。この

ほか長期勤続手当、盆正の賞与、通勤費支給、結婚の祝い、慰安旅行、冬期
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休業中の手当の支給など様々な労働力対策が講じられてきている。また小1Ji.

1笑零細経営では親類縁者の労働力を血のつながりで動員し、確保することに

よって対処がなされている。

三重県突虞湾沿岸地域では地域全体において残された地元労働力の総動員

が行なわれているといっても必ずしも過言でない。(このため農漁家所得に

おいては他の農山村に比較的上位にある。)かくのお1く、ともかく労働力の確

保は保たれているものの、労働費の附加価値占拠率は主将ーの傾向にあること

は免ぬがれえない。現代の経営理想、は労働能率のと昇、人員縮小を媒介項と

した「高賃銀と低労務費の併立Jであるといわれている。このため技術革新

の多くはこの線に合って開発を企画せられている。真珠義組業においてもそ

の動きはなかったとはいえない。 併L他産業に比すれば之しかった。このた

め労働力生産性の低さを媒介項とした「低賃銀と高労務費の併立」となって

経営を圧迫してきているのである O そしてこの現状と、この一般的動向ドで

生産の拡大(=労働需要の増加)が進行するときは「低賃銀と高労務費 Jの

矛盾は一層に激化し、労務費の附加価値占嫁率の上昇に拍車がかけられると

いう点より「外部不経済jの進行を示すことになるであろう。

(3) 資本 資本の需要と{共給に関する我が国民経済全般の動向は労働力におけ

るそれとは逆の方向をとっている。利潤のチャンスを現実化しうる機会が資

本の供給不足なる制限によって見送られなければならないという事態は漸次

的に少なくなり、資本の調達は可能であるが利潤のチャンス自身が之しいと

いう事態の方が多となる傾向がある。併しこれは全体的担握であって中央と

地方、大企業と中小企業と零細企業、産業と産業との間では状況を異にす

る。

問題はかかるなかでの頁珠養殖業lC拘わる資本需給と資本経費の動きであ

る。冥珠養殖業は他の農林漁業に比して資本を多要する産業である。設備資

本については多量を要しない。併し「仕掛り資産」を大量にもつ点では恐ら

くそのもっとも大なる業種の一つである。 5酬以下のサイズの珠の生産は 7

月以前の施術については当年 (12~ 1月)をもって浜揚することが出来るが

それ以降の施術については越物にするを要する。 6~7 酬のサイズの珠の生

産l'i越物にするのが常識であり、 8棚以上の珠の生産は 3年物にしなければ

良質の真珠は得られない場合が多い。このように注入せられたる財及び用役

か比較的長く経営体内に固定化せられる。このための中長期運転資本の需要

が甚だ大であるO 附加価値単位額当りの所要資本を資本係数といっている

が、この資本係数が当初から高かった。若干の資料より推定すると戦前段階
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でも3.0-4.0程度であり、戦後でも経営形態や経営内容によって異なりはす

るが、向様3.0前後であると推定せられる。市して動向としては資材、用役

など投入要素の価格の騰貴を一方の原因とし、密殖による養殖成績の低下や

真珠価格の停滞などを他方の原因として資本係数は高められようとする動因

の存在がまず指摘出来る。これに対して様々な技術進歩のもたらす投入産出

関係の改善は資本係数を切下げようとする作用カとして働らく。両者のそれ

ぞれの進展の状況により資本係数は下降したり、上昇したりするが冥珠養殖

業の「構造的jな水準として平均的に 3.0前後とみて大きな誤まりはないよ

うに忠われる。

このように資本を多用するという産業的特色があるため、資本の調達能力

が生産拡大の有力な制限となってきた。 5-10台の筏を経官Fする零細業者か

ら数千台の筏を経営する大手大業者に至る際立ったピラミッド状の階層構成

の存在はそれのみが原因ではないにしても、発展過程における資本調達能力

の差による所が大であることは否めない。この資本調達能力は業者それぞれ

の置かれた資本経済的秩序の中の地位において与えられ、その能力より過少

な所で控え目の規模(操業をなすときは自巳資本や低金利の資本を主体とし

て「財務構成jにおいて健全な附加価値を「資本経費」のため多く割愛するを

要しない所の「資金繰り」においても余裕のある経営となるが、それより経

営規模の拡大、密殖化、養殖珠サイズのアップが強くはかられればはかられ

る程、「財務構成は不健全となり「資本経費」への間加価値割愛割合は大とな

り「資金繰り」は困難化する。そして更にこのような能力に対する規模と操

業内容との「釣合い」関係は置かれる資本経済的秩序の中の地位に逆に影響

を与え、資本調達能力自体に変化を与える。またこれより保守的な自己資本

中心の経営、中傭の経営、他人資本依存度の高い投機的経営といった経営の

財務のタイプが生じる。以上は個々の経営と資本経済的秩序との聞の直接的

な関係であるが、その集和せられた全体においても同様のことがいいうる。

過度に保守的な態度が資本市場においてとられるときは一換言すれば利

潤のチャンスに悪まれているにも拘らず「借入」を敬遠してチャンスを見送

る態度が著るしきときにはー産業としても成長が緩慢であって真珠養殖の

ための資本市場、金融の組織をも発達させない。かかる未発達性が原因にな

って拡大しようとする業者の資本調達のコストを高くするということが起り

うる。逆に過度に成長が急がれて自己資本の蓄積が充分でないのに、また利

潤のチャンスが之しいか収益の不確実性が大であるに拘わらず、尚積極的に

資本市場から資本を引出そうとするときには資本の供給者側から真珠養殖業
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への金融が警戒せられて金融の条件は忠化する。産業が過度に急速に成長す

るときは一方において伺i格のド落を過して、或は収穫逓j成作用を通して資

本・利益比率は低下する一資本の限界効率はそれよりも吏に速く低下するー

という事態がもたらされ、他方において自己資本に対する債入金が過大とな

って財務的健全性が失なわれる。かくして当該産業への資本供給のパイプ自

身はつけられであっても、そのパイプは供給側から差11:められる場合が起っ

てくるO 有利な資金ノレートが栓塞を起こすときは、不利な資金ノレートに依存

しなければならず、単位資本額当りの調達コストは高くなる。大約このよう

な事態関連が生産の伸縮に対する資本調達出での外部経済と不経済を与え

る。

真珠養殖業の場合成長は漁場面での理由から急進する「性向jが内在して

おり、資本の供給量がそれを制限してきた。真珠養姐業発足して未だ技術と

経営方式の体系化を模索していた明治、大正段階は勿論のこと、その後昭和

戦前段階にあって多数の業者が出てきてからも、真珠養嫡業は健突な経済人

は手を下さざる「投機的J“speculative"な産業であると一般には考えられ

ていた。而して中央、地方において各稜各様に蓄積せられた資本が銀行や信

用組合などの正常な資本供給機関を通じて斯業に供給せられる程度は他産業

に比して小であった。莫珠を扱うことによる商業利潤を養殖の育成のため彼

等は投じたのであり、また養殖が軌道に乗り出したあとも拡大のための主た

る資本諒泉は「手Ij潤」であった。或は他に資産や営業をもつものが技術者と

結合して養殖を試みるという形態で資本が投下せられたのである。小規模零

細業者については従業員の「のれん分けJ或は加工兼営業者の「下帯Jとし

て大業者から資本の供与をうけた。そして水産企業として、或は商事会社と

してその基礎を確立したもののみが、資本市場より資本を引出すことが出来

た。戦前においては尚資本市場、金融の組織は未完成であったといってよ

い。第 3次大戦後に至って真珠産業における資本調達的環境は著るしく良化

した。他産業が壊滅して復興も緒についていない聞に大規模業者は合同真珠

からの莫大な持株割配当があり、また外貨獲得の一翼をになうものとして復

金融資や開発銀行からの融資があった。更にその後の超高度な成長、拡大過

程が資本市場でも主目され大子大業者は中央大手銀行を取引銀行として利用

し、これより国民経済の資本循環の動脈の一部に細々ながら連結することが

出来た。先進大規模業者にやや遅れて追随的発展をこれも急速に展開した中

進中小規模業者に対してはその高位収益性と成長性が地方銀行によって評価

せられ、地方段階で蒐集せられた資本の貸付先として有力な地位を獲得する

- 81ー



ことが出来た。中小規模業者といっても幅が広く、上層には地方普通銀行や勧

業銀行が、下層には相互銀行が対応した。以上の如く大規模、中規模、小規

模のそれぞれが資本経済的秩序のなかで相対応する金融機関を用ちい中央地

方の資本循環過程から資本を引き出し利用する態勢が確立されることが出来
J，_ 
I~ 。

真珠養嫡業の成長が急進する性向が資本市場から資本供給を開発すること

を促進し、この意味で生産の拡大が資本調達に関する「外部経済 jを開発し

たのである。ただかかる「外部経済Jの享受は先進大規模業者においてより

大であり、以下後退小規模業者である程小であり、生業的零細業者?に至って

治んど、行なわれなくなる。零細業者の場合は家族労働の蓄積たる自己資本と

小窓!の農協、漁協資金、それに親類、隣人、知人からの個人借入金に依存

し、 J広大に士、I資調達面の制限が強かった。しかるにこのような零細業者を含

めて"1"'J、零細業者の数が累増し養殖業者の協同組合と(連合会)が全国的に

結成され、全国真珠漁業協同組合傘下系統組織として整備せられるに及ん

で、組合資金の大量利用の途i']:開かれた。すなわち農林中央金滞の資金が用

いられる途がつけられたのである。この場合も大規模業者に対する資本供給

が潤沢であり、小規模零細業者への供給が僅少ではあったが、ともかくここ

に至って零細業者の段階まで金融機関を経由する資本荷潔の流れの・端に達

したのである。 昭和39年度中金資金は大手業者に養殖資金25.5億円、その他

21. 8健円が底接融資せられ、他の業者に対しては真珠漁協転貸で'72，2億円が

融資せられている。このほか中、大規模業者で加工をも兼営する者は別途に

「養殖jの名を省いた i真珠協同組合jを結成し、加工は製造業であるとの

資格において商工中央金庫の資金も引出している。制度資金としては他に農

林漁業金融公庫からの漁船を対象とした融資がある。大約叙上の如く、商業

ペース以外の資本供給もまた冥珠養殖業者i::大量になされる!こ至り、この泊i

においても生産の拡大、成長がもたらした「外部経済」の享受を受けるとこ

ろが大であったということが出来る。

高度成良部資本調達面での外部経済的環境を良化し、この外部経済的環境

の良化が逆に高度成長の推進力を与えるという相乗的作用は近時の財務構造

の特色として過大借入“overborrowing"をもたらした。すでに述べたよ

うに真珠養殖業にあっては設備のための資本はたいして必要ではないが、仕

掛り資産の形態で法人され、長期間措置かれる「長期流動資本 jが甚だ大で

あるところに財務的特色がある。しかるにこの[飼育中の貝Jは浜揚され、

収益として実現せられるまでに尚多大の「危険JI不椛実性」を負う存在で
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ある。期待遇りに行かない確率が甚だ大なのである。それ故に真珠養殖業に

おける財務構成は他の企業よりも流動比率、自己資本比率の高きことが必要

なのである。他産業経営者の観点よりすれば「健実にすぎるJと映じる状態

が寧ろ正常な状態というべきなのである。しかるに近時に冥珠養子直業に流入

し来っている他人資本は一一季節によって差があるが一正確には把握出来

ないが最盛期には農林中金、商工中金、農協、プロパー、農林漁業金融公隊

等の非商業ベース資金がすくなく見積っても150-160憶円程はあり、これと

ほぼ同額程度の市中銀行資金があり、 10-20億円程度の個人や高利貸などか

らの借入金がある。これらは缶書貸付金であって、その20%程度は約束三F形

を用いる買掛的金融がある。かくしてその総額は年間売上額を相当に超える

と推定される。冥珠養殖業の特色から来7こる財務構成「健全性」への要請と

は反対に極端な過大借入“over-borrowing"である O このようにして資本

を調達しうるという「外部経済」の良化はその反面において附加価値のなか

より金利として持ち去られる部分の割合の増加を招ねくと共!こ経営の財務的

体質が甚だ不安定、不健全な体質と化してしまった。fITiして更にかかる財務

構成の忠化を招ねく程に過大なる成長は他の外部経済的環境の不良化と内部

経済的な生産能率の低下を随伴し、経営の収益性を低め、危険負担力を弱

め、特に三重県業者にあっては漁場面での制約から瀬戸内海など遠隔地に漁

場を求めて進出し、生産を拡大していることによる「高ゴスト j及び「高危

険率Jとこの「財務構成の悪化」とが結合して金利負担と資金繰りに追われ

た「自転車操業」となり、年々負債を累増させるものが多くなった。

資本 i調達J面での外部経済環境の良化がかえって経営の内部経済的「資

本構成jを悪化せしめたといいうる。而して特に困難化の著るしい三重県業

者等には市中銀行等の商業ベースの金融機関では貸出しを警戒する傾向が近

時の傾向として現われてきている。更に貸付条件もきびしくなり、 i歩積みj

融資のありかたが例えば百五銀行などでは他産業へは定期預金の 3倍の貸付

をなしているのに対し、頁l;E朱養嫡業へは 2倍の限度をおいている。これより

業者では替うるに農中資金や農林漁業公庫資金の増額を求め、近年のこの方

面の資金過剰化傾向から業者の資金需要は一応みたされているといいうる

が、併し経営不振の実態が明るみになるにつれてこれら非商業的金融機関に

おいても貸出を警戒するに至るのは時間の問題となっている。この段階にま

で進むとき資本調達面での「外部経済」環境は逆転して悪化を始めるのであ

る。昭和40年度の養殖成績は三重県業者にとって数ヶ年来最悪の成績を記録

したのであるが、この年度の終りには再生産に行詰った業者が高利貸や一般
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個人から小額ずつ金を借り集めている現象がみられたが、このような資金コ

ストは月手IJ4-5分とか、臼歩5-8銭といった程高いのが普通である。

」一一一一一一一一←一一一一一 ・吟。.

大略以上の如き生産要素調達上の外部経済と外部不経済がある。それはー般

的な経済の動向と結合しており、必らずしも真珠養殖業者の「集和」せられた

生産の拡大、発展の所産のみであるとはいえないが、真珠養嫡業者の「数の増

大JI規模の拡大JI生産数量の増大Jに帰せられる部分がjてである。真珠価格

の刺戟に対する真珠の社会的供給[士一方において内部経済的な諸関係から反応

すると共に、このような生産要素価格に関する外部経済的「与件Jの変化を通

じても反応するということになる。両者が結合して生産量の変化に応じた「社

会的費用曲線」を形成するのである。

第2項 その他の外部経済問題

外部経済又は外部不経済の作用は以上の如き生産諸要素の「調達Jのコスト

において存在するのみではない。以下重要と考えられる若干の諸点をあげる。

すでに再三述べているように我国真珠養殖業者数は 4，000余に至っている。し

かもそれが際立ったピラミッド状の経営規模階膚をなして存在している。この

ような構成で業者が存在すること自体のなかに如何なる「経済」と「不経済が

存注するであろうか。真珠養殖業界には 2つの対立するイデオロギーがある。

第ーは{輸出産業jとしての真珠養殖業であるということを強調する立場で

大手業者や以下比較的規模の大きい業者の主張をなしている。第二は「沿岸漁

業」としての真珠養殖業であることを強調する立場で小規模、零細業者の主張

をなしている。前者は海外の顧客の信頼をえ、需要者層を拡大させるに足る真

珠を生産しつつ、生産統制を行ない様々な販売政策を駆使して輸出利抵の最大

販の確保をあけうるような生産秩序をのぞむもので、昭和41年度水産庁でまと

められた「真珠白書jはこの立場を鮮明に示している。彼等にとって小規模零

細業者の大量の族出、謂集は(1)粗悪真珠を大量に氾濫させ、顧客の信頼を失わ

せ、且つ莫珠一般に対する品位を低下させ、且つまた外人ノミイヤーに「買たた

きJを導びくという点において、 (2)生産統制をとり難くするという点におい

て、 (3)自己の漁場の養殖環境を周囲の密殖によって悪化させ、また労働力や漁

場の維持確保を困難ならしめるという点において、甚だ迷惑であり、可及的に

排除せられるべき事態である。これに対し後者は僻地漁村の沿岸漁業の救い難

い不振化を打開する手段として、沿岸住民の産業として真珠養殖業の発展、成

長をのぞむもので地元の戸として現われている。これには 2段あり、もっとも

純粋に然りなのは母貝養嫡業者及び彼等を組合員とする一般漁協及び漁連の立
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場である。小規模零細とはいえ真珠養殖業者になると立場はそれ程鮮明ではな

くなる。併し次のような見解を抱いている点においては一致している。彼等に

あっては大規模、中規模業者が地先海面の広大な部分を先占し、漁業権をも

ち、白からが漁場の狭あい化に悩んでいる反面、余裕をもって生産し、単位i毎

面当りの生産量を低くおさえていることは地代と就業の機会と企業利潤とを奪

われているという意味で「厚生経済j的に不当であり、 「漁場解放」がなされ

るべきだということになる。この 2つのイデオロギーの対立点は将に我国真珠

養殖業者の存在構成そのものが与えている「外部不経済」の存在局聞を示して

いる。

粗悪冥珠の氾濫は漁場条件においても劣悪であり、また狭あいで、あるため密

殖が行なわれており、しかも資本カにおいても乏しいため早揚げの傾向があり、

更に技術陣においても劣る所の小規模零細業者が大量に存在しているところか

ら起るとする見解は必らずしも石定出来ない。このことのみにすべて責を稼す

ことには問題はあるけれども 大きな原因がそこにあることは恐らく莫実であ

ろう。併し生産者たる資格において同格な彼等が非常に劣悪な経営条件に追い

まわされた所産としてかかる事態が存在しているので、あって、もし相当量の漁

場と資本と技術員を大規模業者の手より解き放って彼等に割愛するならば相当

の事態の改善は起りうるかも知れないのすなわち資源配分の不均衡の所産であ

るとも言いうる面が強い。限界生産力が一致するところ迄資源の流動が起らず

断層が存在しており、その高い方から低い方をみた論点であるといえる。限

界生産力格差の存在にその一層深き原因があるとするならばそれは「独占」

“monopoly"の導いた外部不経済である。それは恰も戦前日本の貿易政策が低

賃銀を武器として品質的には粗悪であるが圧倒的廉価性をもって財貨を世界の

消費市場へ送りこむことに対して先進諸国が脅威を感じたのと同様である。生

産統制をとり難たくしているという点においても然りである。業界の生産自主

統制はカノレデノレ又はνンジケートの結成によって可能となるが、それにはすく

なくとも中規模業者以上の業者に整理される必要がある。併しこのような小数

業者協定による生産独占という手段による統制が一大規模業者のこの局面だ

けからする利益は間違いないとしても一果たして国民経済の輸出利益最大条

件と一致するかどうかは疑わしい。輸出利益の尺度に輸出を通じてえられる真

珠関連長禁句精力日価値の犬きさをとってみれば明らかど一室長Lたい。この観点

から統制を計画、指導しうる有資格者は政府又は協同組合であろう。だがこ

の場合も小規模、零細業者の生産統制は彼等の経営がと記の如き劣悪な条件を

冒しての余裕のない経営であるが故に困難である。これは明らかに「外部不経
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済jの存在を示している。

白巴の漁場の周囲が密殖漁場ーとなることによって自己の操業管理だけでは処

理しえざる漁場の悪化、漁場生産力の低下が起きれることはすでに第4節にお

いて述べた。この点は業界や行政庁で第二次大戦後の三重県漁場を典型例とし

て強く指摘されている「外部不経済Jである。ここではふれないが我国漁業法に

はこのことに関して著るしく不備な点がある。すなわち海面ぼl菌をもって漁業

権三設定せしめているのであって、その中に何台の筏を浮設し、何貝の貝を養殖

しようと問う所ではない。これより狭あいな阪画におしこめられている小規模、

常利i業者はj魚、坊を過度に集約的に利用するという事態が導びかれる。このため

国ば別法をもって挿核の施術数の割当制度をしき一割当制度の本旨自体は需給

バランスから出てきており、ここで問題にしている宿矯統制にあるのではない

統制をなしているが、実質的には業者によって殆んど無視せられている。割当

会議をもってその数量を示めすということに止まり、それ以 kのことは何もな

していないからである。更に三重県では筏登録制度を条例によってしき、登銭票

を筏に取り付ける義務を県内漁場につき与え、筏数を規制している。これは行

政庁の警察行為を伴なう統制であるからJ慨して守られている。併し筏 1台に吊

下する数量についてはいかなる統制もない。他府県では筏浮設自身統制はな

い。かかる「外部不経済Jは流動する水界を利用するという水産の技術的性格

から来たるものであって、業者の大量の出現と生産の拡大により避けることが

出来ないものである。併しこの「外部不経済Jも独占と無関係ではなし、。この

種の「外部不経済」が著るしいのは三重県下(特に英虞湾、五ケ所湾奥部)で

あり、次いで豊後水道沿岸諸湾と大村湾の一部にややその傾向があるといわれ

ているので、他の養殖海域では現われていなし、。すなわち地理空間的に現われ

た独占現象(資源配分の不均衡、限界生産力の断層と格差の存在)の所践であ

るといいうる。この積の「外部不経済」の存私していない海域の海闘をして、

この「外部不経済」を起さざる範囲内で「外部不経済Jの顕著な地域の業者に

解決するならば一業者数とその生産震において変化がない限り 緩和せら

れるか、消滅するかすること 7こなるであろう。併し三重県下の狭い漁場空間に

多大の「養殖アクティピティ jが圧縮せられていて、他国新興産地にあっては

広大な漁場のなかで「養殖アクテイビティ jが粗にしか存在しておらないとい

う事態は新興産地において、一方で地足業者の着業が或は漁業権の設定が)壬え

られ、一方では三重県からの中進後進業者のこれ以との流入が極力圧えられて

いるからである。すなわち大業者の漁場独占の地理空間的な現われであるO

以との如く第一のイデオロギーの観点から眺めた様々な「外部不経済」ーそ
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の存在自身を否定するものではないーを逆に第二のイデオロギーの観点から

みるならば、それは同時に小規模、零細業者や他の地元農漁民の現「三重的階

層構造Jに対する批判点となる。 I大規模、中規模業者にとって我々の存在が

迷惑に考えられている点こそ、実は我々こそそれによって彼等の数層倍も迷惑

に考えている点」ということになる。漁場、資本、技術員などの資源の「不均

衡な配分、限界生産カ格差の存在」はそれ白体国民経済的な附加価値分配分最

大条件をみたさないという意味において経済的 (economical)な構造ではない

が、問題はそれに止まらない。小規模、零細業者の良質漁場、資本、良賞技術

員の不足はそれぞれの価格騰貴をもたらし、利子や漁場料や優秀技術員によっ

て持ち去られる附加価値部分の割合を高めている。家族労働Jや経営者転能[こ帰

属する附加価値部分の割合を低めている。すなわち分配関係における厚生最大

化条件っともみたしていない。 I三重的階層構造」は分配経済的不経済をももた

らしているのである。

このように我国哀珠養組業者の存在構成、それ自体が生産の外部不経済を導

いている。第 1に珠のコストにふさわしい適正な価格を良質主珠に与え雑くし

ているという点において、第 2に生産される珠のお(のサイズ別アンパランスに

よる価格の変動を引起し易くしているという点において、第 3i二漁、売のJ岳

化が局所集中的に起り、そこでは養嫡の危険、不安定性が増大させられている

という点において、第4に分配論的不経済が中小零細業者の経常に漁場料、利

子、労賃などの支払要因費用を高めているという点において然りである。そし

て全体として生産が拡大せられればせられる程、 ーそo二機構については後日fi

に述べるがーかかるピラッド的階層治安は益々強化せられる傾向をもっため

これら「不経済jは動向としては強化せられる傾向にあり、前日iiに述べた生I'lt

京;の調達コスト商での「不経済」の進行と重層的に作用し合っているとい

える。併しここに杭意せらるべきは「不経済jのみが一方的に強調せられては

ならないということである。当事者の意識のうえでははっきりとは白党されて

いないが重要な「経済jの1Y用が存在している。

大規模業者は大量の小規模業者の存在により、もしそれなかりせば得られな

かったで‘あろう利益を得ている。他方小規模業者もまた大規模業者のイ子衣によ

り、もしそれなかりせば得られなかったであろう利益に得ている。大規模業者

の利益は主として「従業員の麗傭条件」と「浜揚冥珠の取引」のなかに存在し

ている。真珠養嫡業における雇傭条件はすでに前t~ííにふれた )J: I低賃銀の長時

間労働Jという漁業雇傭労働条件の特色を体現しており、このことが麗傭条件

近代化という時代の趨勢のなかで存立し難たくなりつつあるという所に問題〉主
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る。大規模業者の場合この問題?土家族や親類労働jに依存するノj、規模業者と

兵なり、ノj、数なりといえ「他人」の労働者・訴を抱えているだけに甚だ重大なる

問題であるといえる。併しながら労働者訴が組織化され、待遇の改善を要求す

るのに対し、膨大な小規模業者が存在し、彼等の経営における労力条件が更に

思いということは一種の「防波堤的役割」を演じていることは否めない。これ

は明らかに大規様業者が大量の小規模業者の存在を前提として字受している

「外部経済J的利益というべきであろう。次に大規模業者の多くは養殖専業で

はなく真珠の「加工一卸売」業者である。中規模業者にしても大手一貫業者と

特約関係をもち、例えば 5%とか 3%とかの乎数料をもらって、小規模零細業

者の聞で仲買人活動を行なう者"が相当にある。流通場担における彼等のνェア

は加工兼業者の場合60~70%を占めるほど大であると共に、すでに第 2 節に述

べた如く、以下の階層に対し浜揚真珠取引 kの系統、系例関係をo範fに形成し

ている。 Robinson夫人の「不完全競争の政論」に従えば、需要J1l占的地位に

ある購買者は自由競争的均衡価格よりも PjE(Pは購入する財貨の側絡、 Eはそ

の財貨の生産弾力性)だけ安く購入し、これを需要独占的搾取(mdIlopsonistic 

exploitation) と名付けている。浜揚真珠の取引の場合は勿論純粋な独占関係

ではないが、大規模業者が中小階層を系統、系例関係で掌握しているその範閉

内で或程度の需要独占的搾取の存在を認めるべきであろう。このような利益は

流通場裡で無力な中小零細業者の大量の存在を前提として出てくるものであ

る。このほか全国各地に広範な漁場をもっ大規模業者は三重県における小規模

零細業者の大量の出現が密婚の弊害をもたらしているのを幸いとし、このこと

を大義名分とし新興産地における競合業者の出現を庄えるという意味で小規模

業者を利用しているという利益をえている。

小規模業者の利益は次の如くである。経済原論における「経済人Jとしての

平等能力の仮定は現実経済についてはあてはまらない。東畑精一氏は不平等能

力(“Heterogenityof manegerial abilipy")の現実より、「半生産者的性質J

(“Half -producership勺をもっおびただしい業者の存在を指摘しているが、

莫珠養殖業者にあっても小規模、零細業者にあっては資本主義経済下の業者と

してはその能力に不充分な存在のものが多い。彼等はすでにきり聞かれ、標準

化せられた生産販売の軌道を追随的に踏襲することが出来るけれども、新しき

新軌軸を開発し、且つその試行の危険負担に任じるという点ではよくなしえな

い面が多いのである。而して若しも当初から真珠養殖業者が小規模、宣言細業者

のみの「集合Jであるならば「販路J1"技術J1"漁場J1"生産手段Jの開発は著

るしくおくれ、彼等の現実にある如き大量の出現白体がありえたかどうかは疑
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問である。資本主義社会の業者としては充分なる能力を欠くものまでが生産に

ともかく参画しえている事態は相当程度大規模業者の「指導Jに依存する点が

大なることは認めなければならない。白からが追随し、模放していく存在があ

るのとないのとでは前進への困難性に大差があり、この差の部分は小規模、零

細業者にとって大規模業者が成功裡に事業を展開して将に大規模業者にまでな

りえたという所から汲み出された利益である。このほか規模小なる業者は養殖

の失敗、或は災害に直面して危機に立至ったとき、規模大なる業者の従属的、

下詩的存在になりつつその援助をうける場合がある。これは将来における不利

益の原因になる可能性をもつけれども、ともかく当面の利益である。

業者のピラミッド状的構成が与える「外部経済」は以上に止まらない。小規

模、零細業者の「数」と中規模、大規模業者の(財務力」とが結合するとき、

産業としての規模小なる割には大なる公共施設面での利益が獲得なされる「政

治勢力」が生じる。零細な真珠養殖業者の救済なる名分のもとに大模規業者が

政治的に働きかけるのである。他の農林水産業に比して制度資金の獲得におい

て真珠~'Ì産業としての規模以上のものを得ているが、その理由はかくの如く理

解せられる。

真珠養殖業の発展が、すなわち真珠生産の拡大が真珠養殖業者の規模階層格

差の拡大を内包せしめながら進められるという仮説(実は歴史的事実)をおく

ならば叙上の如き諸局面の「生産者にとっての外部経済と外部不経済Jが現わ

れてくる。而してこのような「外部経済」と「外部不経済」は価格との関係で

行なわれる真珠の社会的供給に矢張り大きな影響を与えるであろう。
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真珠養殖業と税務会計

大

土計ムバ

浦
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真球養殖業についての会計というとき、そこに考えられるものは、(1)企業会

計の立場、 (2)商法の立場、そして(3)税法の立場からの 3つの;考え方が通常ある

のである。すなわち企業会計では、企業の純利益が、商法ーでは配当可能利設

が、そして、税法では課税所得が目標となる。

ここでは、税法の下部構造である冥珠養殖業と、真珠養殖業を税法のj[.場か

ら捉らえる税務会計とについてのベ、あわせて長崎県の真珠養殖業者aのなかで、

当面している問題点をしめし、研究をすすめよう。

まづ、頁珠養殖業は、その本質ーからみて、鉱工業に比べ生産期間7);長いとい

うことに、特異性がある。水産業財務諸表準則第21にものべているように、

「真珠養殖l士、稚貝を養殖採取し、これを撒布し真珠を剥ぐまで」と規定して

いるのをみてもわかるように、一般の商業や工業とは性質を異にしているつ

長崎県のある業者を例にとると、養殖期間として約 5年を要しているものが

ある。このように、真珠養嫡業が長期性を有し、 I~J:貝、施術貝が成長資産であ

ることは、会計学的にいっても、きわめて特異な内容をもっていることが分る

のである。

第2に冥珠安航業を特色づけるものは、業分煩からいって、第 1I;く産業に

ぞくし、第2次注業である鉱工業、第3次産業である商業、運愉、保険業等と

は本質的にことなるということである。ということは、あとでものべるが、ま

づ原価計算にい]をとってみても、工業に妥当する原和II計算の方法が、必らずし

もfZ珠養殖業に妥当しないのではあるまいか。;民珠養補業の場合で、は、稚貝、

ほ貝、施術貝そして真珠というように、その資産価値が非合理的に増加すると

いうことであって、この点が工場生度物たる工業製品と、漁場の生産物である

真珠とが相異するところである。

E 

いまのべたところを、さらに具体的にのべるとつぎのようになるのまづ、税

務会計の立場から、生産原価について考えてみよう。今日の税法に基づく原価
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計算[士、原価主義をとっており、母貝、施術貝にたいする養嫡費用は、いわゆ

る資本的支出とされている。

すなわち、各期間に発生した養殖費用は、真珠を剥ぐまでは資産の原価とな

るのであって、それは原価を評価の基準としているのである。これは、いわゆ

る原価主義が貫徹せられているのである。この考え方にそって、ほ貝から施術

貝に、施術貝から真珠に回転したところを、仮設例を設けてしめすと、下のよ

うになる。

売上高

売上原価

売と総利益

1，000，000円

600，000円……10，000貝

400，000円

この仮設例の総利益は、当該企業の正しい姿を反映しているであろうか。ま

たこの設例の、当期総利益から、営業費、営業外費用、収益を加減して、税

金、配当金、役員賞与金等を流出した場合はどうであろうか。

この問題に答えるためには、まえの設例にしめした売上原価(1:、正しい原価

をしめしているかどうかということになってくる。真珠の養嫡期聞は、大珠の

場合では母貝から通算して、 5年以_bを必要とする。この期間は、真珠の原価

にどんな意味をあたえているであろうか。

まづ、一般に周知の事実である賃金水準に例をとると、そこに著しい上昇が

あることがわかる。過去5年聞をみると、毎年 109昔前後の上昇率である。ま

た、核その他の資材、および経費の上昇率も大きし、。このことは、今日の時点

からみるならば、低い原価であることを意味している。 5年まえ、 4年まえ、

3年まえ、 2年まえというように、母貝、施術貝に賦課または配賦せられた費

用が、生産原価、売上原価となり回収せられるのであるが、この売上原価を構

成している材料費、労務費そして経費は、現時点での価格をあらわしたもので

はない。いわゆる歴史的原価である。

このように原価が歴史的なものであるとすると、今日の貨幣価値を表現した

ものではないということである。さきにしめした設例の売上原価600，000円が

10，000貝の養殖原価で、あったとすると、現時点で10，000貝の養婚をするために

は600，000円では、到窟不可能である。それは貨幣価値の変動が物価、人件賀r

のIl意責主どもたらし、 5年まえと同じ数量の貝を養殖することは許されないから

である。いいかえるなら、現時点で 600.000円の現金をもって真珠の養嫡をな

すと仮定すると、材料、労働力そして経費はいづれも前回に比して量的に)王縮

せられ、事業規模は縮小せざるを得ないのである。これは、生産の縮小であ

る。

円
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このように、歴史的原価が現実と離れていることは、売上総利益が名目的な

ものであることを物語るであろう。かくて名目資本は維持せられるが、実体資

本は減少するという悲しい運命がみられるのである。

E 

これは、経営者にとっては重大な問題であって、計上名目利益にたいして税

金を支払ったのでは、実体資本の維持は困難となる。また配当金や役員賞与

も、はたしてその支払が妥当な額であろうか。

経営者または資本家にとって、 iEしい利益とはなにを意味するか。企業会計

であれば、企業維持積立金という考えも、導入せられうるかとおもうが、税務

会計という立渇て'は、どうなるであろうか。

まづ、税務会計の前提とされているものは「貨幣価値の変動を無視する』と

いう仮定があると考えうる。そしてこの仮定がなければ、今日的な意味での税

務会計は成立し得ないのではあるまいか。ここに問題があるのであって、現実

の社会は、不能rrに変化しつ Lあるのである。この流動性を無視したところに、

;真珠養嫡業にずこいする税務会計の矛盾がありはしないだろうか。この貨幣価値

を無視するというコンペンνヨンは、商工業のような、短期間に回転する高製

品の場合には、インプレーνヨン会計を除いては、問題となるところはすくな

い。しかし、真珠養殖業のごとき長期性資産を、その処理の対象とする税務会

計においては、深く検討せらるべきであろう。

もしこの論理が可能であるならば、法人税法、所得概念、も、真珠養殖業にか

んするかぎり、再検討せらるべきであろう。これは法律の解釈の問題であると

いうよりは、むしろ立法の問題さらには立法政策の問題である。

(註) 価格の変動要因にたいするものには『価格変動準備金」が、また輸出

振興対策としては輸出割増償却、および海外取引にかかる輸出の特別

控除の措置があるが、これは本論とは趣旨が異るのである。
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真 珠品評会開催

昭和41年度真珠品府会が各地に於て、汐くの綴に開催されま した。

愛媛地区真珠品評会

高

近

森

模

実

合名会社高橋兄弟商会

合名会社高橋兄弟商会

夫

彦

男

男

-93ー

活

岩

正

寛

盛

山

回

瀬

藤

開催期日と場所

審査会期日

昭和42年 2Fl22日

容を会場所

，pj'戸真珠会館

ぷ彰式期日

昭事]42年 2月280

ぷ彰式場所

宇和島市公会堂

参加資 格

愛媛県哀珠養殖漁諜 協

同組合傘下の組合員

出品 点数

4 4 点

審査委員

愛媛真珠株式会社

大月真珠株式会社

伊予真珠株式会社

富士真珠株式会社

愛媛真珠漁協理事

受 賞者 一 覧

ハ ナ珠の部

愛 媛県知事官

燦林中央金庫i松山支所長賞



日本烹珠振興会長賞

全国真珠養殖漁業協同組合連合会長賞

日本実珠輸出加工協同組合理事長賞

日本真珠輸出組合理事長賞

日本真珠事業者協会長賞

宇和島市長賞

愛媛県冥珠養殖溌業協同組合長賞

// 

// 

浜揚努!との音[5

愛媛県知事賞

農林中央金庫松山支所長賞

日本車珠振興会長賞

全国巽珠養殖漁業協同組合連合会長賞

宇和島市 長賞

愛媛県真珠養殖漁業協同組合長賞

// 

// 

向田純一郎

向田伊之一

合名会社高橋兄弟商会

向田伊之ー

高野谷 修

実践盛男

向田 13J 之ー

有限会社西海真珠養殖場

山 下 良 雄

日光冥珠有限会社

伊予真珠株式会社

合名会社高橋兄弟商会

土居 延 徳

井上:啓行

実践盛男

3長野惇彦

日光真珠有限会社

長崎地区真珠品評会

開催期日と場所

審査会期日 昭和42年 3月3日

グ 均所 農林中央金!事長崎支所

表彰式期日 昭平qJ42年 5月10日予定

グ凱所 長崎県涼協予定

参加I 資 格

長崎県冥珠養殖漁業協同組合員

LCI 口，1;米 r
I.Ll 11仁1τて、 YA

2 9 点

審査委員

長崎県冥珠養殖漁業協同氾合役員全員15人

国立真珠研究所大村支所 蓮尾翼活

// 山口

中島長崎県 iw，政課長補佐
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長崎県水産試験場調査部長 山 口正男

受賞者 一 覧

長崎県知事 11 凶村真珠有限会社

俊林中央金庫長崎支所長賞 西村真珠右限会社

日本真珠振興会長賞 有限会社楠木冥珠:f~勉助

全国真珠養勉漁業協同組合連合会長官 名限会社岩永真珠

円本冥珠輸出加工協同組合恕事長賞 ..f:jll民会社八木原真珠

日本J!!f，珠輸出組合理事長'U イ'1限会社楠木真珠技勉均

11本真珠事業者協会長1't i:制日以珠右限会社

民dr.f県真珠長・殖漁業協同組合長n 回付点珠布限会社

。 イl限会主l:岩永真珠

。 ィーj限会社l{1~木真珠妥勉以2

0 イi限会社八木原点珠

。 深illi以珠右限会社

開催JUl日と時所

7存1i会期日

昭和42年 3n 4 fl 

被告会場所

伊勢市点珠会館{

ポ彰式J91n 
lI~n.qI42年 3 JI29n 

;_<:~~it.tfi~所

伊勢市真珠会館

参加 資格

三重県地区内真珠.{f

勉漁業協同組合員

111 ロ占 〉制，
I11 口口 ‘品 先λ

4 4 /J， 

審査委員

倒立真珠研究所一民

全点 連 副 会 長

会真連 常務 ~J 郁

三重地区 真 珠品評会

太回 繁

松尾圭起

j火原孝之
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山本佐太郎

山本弘人

太田徳也

山際慶人

山崎長平

新光真珠株式会社

倉田新治

全真連相談役

受 賞 者 一 覧

三重県知事賞

全国真珠養殖漁業協同組合連合会長賞

全国冥珠養殖漁業協同組合連合会三重支部長賞

南平左衛門

田辺耕治

西井善四郎

西岡光夫

全冥連常務理事

グ

ぽ
国
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// 
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編 集 後 記

。皆様のお手元に第 5巻、第4号をお送りいた

します。

。日憎しに[1妥かくなり、春先きのYI業準備に多忙な毎日を送ってい

ることと思います。

今回は、国研の町井技官に、ピースの染色、殺ぽi等の薬品処現に

ついての研究報告を御投稿いただきました。参考にして下さいo

O経営診断で皆様におなじみの三重大学、浦城講師の「真珠の生呼:

と供給Jと題する論文を掲載いたしました。長い論文なので、 57

号で全文掲載出来なく、後編を次回にまわしました。続編にも期

待して下さい。

。各地で真珠研究会が結成され、盛んな活動が行なわれています。

研究事項の発表も本誌を利用してどしどしやって下さい。

昭和42年 3月31日発 行

第 5巻 第4号会報

(通巻 57号)

三重県伊勢市岩淵1丁目3番19号

真珠会館内

発所行全国真珠養殖漁業協同組合連合会
電話f伊勢局代表)⑥4147揖

編集責任者浜 本 忠

三重県伊勢市岩淵1丁目15番4号

印刷所 神都印刷j株式会

電話(伊勢)⑥2230番
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